
第７期　高知県保健医療計画　記載内容

令和２年度の取り組みについて

第７期　高知県保健医療計画　評価調書

評価
項目 医師

担当
課名 医療政策課

目標

１　若手医師の減少
40歳未満の若手医師数は平成14年から28年までの14年
間で26%以上減少（750人→552人）

２　地域偏在
中央保健医療圏の医師数は平成14年から28年までに約
10.4％増加するも、それ以外の医療圏はすべて減少

３　診療科偏在
産婦人科等の特定の診療科目における医師数は、平成14
年から28年まで、国全体と比べて少しずつ悪い傾向を示す

４　女性医師の増加
女性医師の占める割合が増加しており、特に若手医師に
おいては男性医師の減少もあり急速に増加

Ａ（改善）

課題 今後の対策

１　医学生等の卒業後の県内定着促進 ・将来県内の指定医療機関において医師として勤務する
意志のある学生に対して奨学金を貸与した。（190名）
・高知大学に家庭医療学講座を設置し、地域医療の研究
と教育を実施した。（地域医療に関するオンラインシンポジ
ウム88名参加）
・県内での従事要件がある地域枠等奨学金者及び自治医
科大学卒業生を対象とするキャリア形成プログラムを整備
した。

・R2年度までに奨学金を貸与した者は397名で、うち、卒業
後に県内で勤務している医師は153名となった。今後、毎
年30名程度が卒業予定であり、将来の県内若手医師の増
加が期待できる。
・若手医師が、県内各地域の医療機関をローテーションし
ながらキャリアを形成する仕組みづくりが進んだ。（奨学金
受給者対象のキャリア形成プログラム数：H30(新規)：37→
R2:42）

平成30年度に開始した新たな専門医の仕組み
に関しては、専門医の質の向上と地域医療の
確保が両立でき、若手医師が県内に定着する
取組を進めていく必要がある。

これまでの取組を継続するとともに、高知大学
や高知地域医療支援センター、各医療機関、
高知県医療勤務環境改善支援センターとの連
携を深め、卒後の県内定着を図る。

２　若手医師にとっての魅力あるキャリア形成環境の充実 ・専門医資格の取得を目指す若手医師を指導する指導医
を支援した。（58件）
・指導医資格の取得を目指す医師を支援した。（16名）
・短期及び長期留学する医師を支援した。（6名）
・医学生及び研修医の県内での研修を支援した。（9名）
・県内での初期研修を修了後、引き続き県内で後期研修を
行う医師に奨励金を支給した。（40名）
・働き方改革を推進する医療機関への支援した。

・専門医等資格を取得した若手医師が増加した。（R2：42
名）
・指導医資格を取得した医師が増加した。（R2：8名）
・県内で専門研修プログラムを実施する専攻医の数が増
加した。（H31開始37名→R3開始59名）
・今期も県内での若手医師等による専門医資格の取得を
支援している。

若手医師の育成・資質向上に向けて、県内各
地域の医療機関における研修環境の充実が
必要である。

引き続き、県内各地域の医療機関における若
手医師の研修環境の充実を図る。

３　医師の処遇改善による定着の促進 ・分娩手当、新生児医療を担う勤務医等への手当を支給
する医療機関を支援した。（14施設）
・救急勤務医師への手当を支給する小児科病院群輪番制
病院を支援した。（５病院）

・産婦人科医の数が平成22年以降増加傾向になるなど、
厳しい環境で勤務する医師の処遇を改善することにより、
医師の確保につながった。

医師の確保のためには、引き続き処遇の改善
が必要である。

引き続き、処遇改善に取り組む医療機関を支
援する。

４　県外からの医師の招へい定着及び赴任医師に対する
支援　　　

・県外の2つの私立大学に寄附講座を設置し、連携事業を
実施した。
・県外から赴任した医師に研修修学金を貸与した。（55名）
・県外から赴任する医師をいったん高知医療再生機構で
雇用し、県内医療機関に派遣した。（２名）

連携事業を実施する県外私立大学から、地域の中核病院
に医師が赴任した。（R2：２医療機関に延べ３名）
今期においても県外から医師が招へいされている。

５　県外からの医師の招へいに向けた情報発信及び勧誘
活動

・こうちの医療ＲＹＯＭＡ大使に医師の赴任斡旋等を依頼し
た。（21名）
・インターネットや医師専門誌を活用して、高知医療再生機
構の医師支援策をＰＲした。
・こうちの医療見学ツアーを実施し、県内医療機関をＰＲし
た。
・インターネットを活用し、県内の医師求人情報を発信し
た。

・高知医療再生機構及び県の斡旋により、県外から医師
が赴任した。（R2：３名）
今期においても県外から医師が招へいされている。

６　女性医師の復職支援 女性医師の復職相談窓口を設置するとともに、復職のた
めの研修支援事業の活用を呼びかけた。

・今期において女性医師の復職のための研修への希望は
なかった。

今後も女性の割合は増加することが見込まれ
るため、女性医師の勤務環境の整備が必要で
ある。

これまでの取組を継続するとともに、女性医師
のニーズに即した支援の方法について検討す
る。

７　医師の確保が困難な地域にある医療機関への支援 ・医師の確保が困難な地域にある医療機関からの応援要
請を受け、４公立病院から８市町村の９医療機関へ医師を
派遣した。
・医師少数区域での勤務を推進する医療機関への支援。

・公立病院の協力により、地域の医療提供体制の確保が
図られている。

・地域の医療提供体制の確保を図るとともに、
医師の働き方改革を推進するうえでも、医師
の派遣を担う医療機関の医師確保が必要であ
る。

支援を継続できるよう、引き続き医師確保のた
めの取り組みを行う。

現状 課題 対策
項目 目標設定時

直近値
（計画評価時）

目標
（平成35年度）

県全体の医師数は、平成14年から28年末までに112人約
5.5％増加し、人口10万人当たりの医師数は、平成28年末
で全国第3位となっている。

１　中長期的な医師確保対策
　・高知大学医学生の卒業後の県内定着促進
　・若手医師にとっての魅力あるキャリア形成環境の充実
２　短期的な医師確保対策
　・医師の処遇改善による定着の促進
　・県外からの医師の招へい及び赴任医師に対する支援　　　　　　　
　・県外からの医師の招へいに向けた情報発信及び勧誘
　　活動
　・女性医師の復職支援
　・医師の確保が困難な地域にある医療機関への支援
３　国に求める対策
　・医学部の定員増の継続
　・地域医療を確保するための施策の拡充

県内初期臨床研修医
数

58人
56人

（R2年4月）
70人

高知大学医学部採用
医師数

26人
35人

（R2年4月）
40人

Ｐ(計画） Ｄ（実行） Ｃ（評価）

貸付金の貸与を受けた多くの若手医師が地域
の医療機関で勤務するには、まだ一定の期間
を要するため、県外から即戦力となる医師の
確保が必要である。

引き続き、県外から即戦力となる医師を確保
するための取り組みを行う。
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評価
項目 医師

担当
課名 医療政策課

目標

１　若手医師の減少
40歳未満の若手医師数は平成14年から28年までの14年
間で26%以上減少（750人→552人）

２　地域偏在
中央保健医療圏の医師数は平成14年から28年までに約
10.4％増加するも、それ以外の医療圏はすべて減少

３　診療科偏在
産婦人科等の特定の診療科目における医師数は、平成14
年から28年まで、国全体と比べて少しずつ悪い傾向を示す

４　女性医師の増加
女性医師の占める割合が増加しており、特に若手医師に
おいては男性医師の減少もあり急速に増加

Ａ（改善）

課題 今後の対策

１　医学生等の卒業後の県内定着促進 ・将来県内の指定医療機関において医師として勤務する意
志のある学生に対して奨学金を貸与。
・高知大学に家庭医療学講座を設置し、地域医療の研究
と教育を実施。

２　若手医師にとっての魅力あるキャリア形成環境の充実 ・専門医資格の取得を目指す若手医師を指導する指導医
を支援。
・指導医資格の取得を目指す医師を支援。
・短期及び長期留学する医師を支援。
・医学生及び研修医の県内での研修を支援。
・県内での初期研修を修了後、引き続き県内で後期研修を
行う医師に奨励金を支給。
・働き方改革を推進する医療機関への支援

３　医師の処遇改善による定着の促進 ・分娩手当、新生児医療を担う勤務医等への手当を支給
する医療機関を支援。
・救急勤務医師への手当を支給する小児科病院群輪番制
病院を支援。

４　県外からの医師の招へい定着及び赴任医師に対する
支援　　　

・県外の2つの私立大学に寄附講座を設置し、連携事業を
実施。
・県外から赴任した医師に研修修学金を貸与。
・県外から赴任する医師をいったん高知医療再生機構で
雇用し、県内医療機関に派遣。

５　県外からの医師の招へいに向けた情報発信及び勧誘
活動

・こうちの医療ＲＹＯＭＡ大使に医師の赴任斡旋等を依頼。
・インターネットや医師専門誌を活用して、高知医療再生機
構の医師支援策をＰＲ。
・こうちの医療見学ツアーを実施し、県内医療機関をＰＲ。
・インターネットを活用した県内の医師求人情報を発信。

６　女性医師の復職支援 女性医師の復職相談窓口を設置するとともに、復職のた
めの研修支援事業の活用を呼びかけ。

７　医師の確保が困難な地域にある医療機関への支援 ・医師の確保が困難な地域にある医療機関からの応援要
請を受け、公立病院から医師を派遣。
・医師少数区域での勤務を推進する医療機関への支援。

現状 課題 対策
項目 目標設定時

直近値
（計画評価時）

目標
（平成35年度）

県全体の医師数は、平成14年から28年末までに112人約
5.5％増加し、人口10万人当たりの医師数は、平成28年末
で全国第3位となっている。

１　中長期的な医師確保対策
　・高知大学医学生の卒業後の県内定着促進
　・若手医師にとっての魅力あるキャリア形成環境の充実
２　短期的な医師確保対策
　・医師の処遇改善による定着の促進
　・県外からの医師の招へい及び赴任医師に対する支援　　　　　　　
　・県外からの医師の招へいに向けた情報発信及び勧誘
　　活動
　・女性医師の復職支援
　・医師の確保が困難な地域にある医療機関への支援
３　国に求める対策
　・医学部の定員増の継続
　・地域医療を確保するための施策の拡充

県内初期臨床研修医
数

58人
56人

（R2年4月）
70人

高知大学医学部採用
医師数

26人
35人

（R2年4月）
40人

Ｐ(計画） Ｄ（実行） Ｃ（評価）
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評価
項目 歯科医師

担当
課名 健康長寿政策課

目標

１．歯科医師の状況
・歯科医師数528人（平成30年12月31日現在）
・人口10万人当たり74.8人、全国平均83.0人
・保健医療圏別では、安芸59.4人、中央78.3人、高幡56.3
人、幡多72.6人
・高齢化により、居宅や高齢者施設などでの訪問歯科診療
のニーズが高まっている。

訪問歯科診療を担う歯科医師の確保と、制限の多い環境
での歯科診療に必要な専門技術の習得のための研修など
を進める必要がある。

・訪問歯科診療などに係る人材育成研修の実施、在宅歯
科医療に従事できる人材の育成と確保

２．期待される役割
・生涯にわたり歯と口の健康づくりを推進するため、ライフ
ステージに応じた取組
・南海トラフ大地震など大規模災害に備えた災害時の歯科
保健医療活動

多様化する役割への対応ができるためのスキルアップ、災
害時のマンパワーや通信連絡手段の確保、医療救護活動
などへの派遣体制の具体的な運用の整備が必要

障害児（者）や要介護者に対する医療や口腔ケア、災害時
の対応など、多様化する歯科保健医療に適切に対応する
ためのスキルアップ研修の実施

Ａ（改善）

課題 今後の対策

訪問歯科医療の充実 ・摂食嚥下評価を行える歯科医師を養成する研修会の開
催（５回開催　歯科医師等延30人参加）

・研修の開催により在宅歯科医療に従事する歯科医療従
事者の知識及び技術の向上を図ることができた。
・平成30年度からの３年間の研修で摂食嚥下評価を行え
る歯科医師を14名養成できた。

・地域包括ケアを推進するため、在宅歯科医
療に関わる人材の確保及びさらなる資質の向
上が必要

・訪問歯科診療、口腔ケア、口腔機能向上等
歯科医療従事者の対応力向上研修を実施

歯科医療安全管理体制の推進 ・人材育成研修会の開催（歯科医師等209人参加） 歯科医師、歯科衛生士等多くの参加があり歯科医療安全
管理に対する関心が高まっている。

歯科医療安全管理体制のさらなる推進が必要 研修会の継続

在宅歯科医療機器を活用した訪問歯科診療の推進 ・23～27年までに整備した貸出用在宅歯科医療機器の活
用
貸出し件数：7,072件

・在宅歯科連携室は問い合わせ・診療依頼件数（625件）・
訪問診療実施件数（210件）
・サテライトの活性化により、県内全域の在宅歯科医療
ニーズに応えられる体制が整った。

今後増加する訪問歯科診療利用拡大への対
応が必要

在宅歯科医療に携わる人材の育成

現状 課題 対策
項目 目標設定時

直近値
（計画評価時）

目標
（平成35年度）

歯科医師数

520人
人口10万人当たり72.1
人（H28医師・歯科医

師・薬剤師調査）

528人
人口10万人当たり74.8
人（H30医師・歯科医

師・薬剤師統計）

現状維持

Ｐ(計画） Ｄ（実行） Ｃ（評価）
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第７期　高知県保健医療計画　評価調書

評価
項目 歯科医師

担当
課名 健康長寿政策課

目標

１．歯科医師の状況
・歯科医師数528人（平成30年12月31日現在）
・人口10万人当たり74.8人、全国平均83.0人
・保健医療圏別では、安芸59.4人、中央78.3人、高幡56.3
人、幡多72.6人
・高齢化により、居宅や高齢者施設などでの訪問歯科診療
のニーズが高まっている。

訪問歯科診療を担う歯科医師の確保と、制限の多い環境
での歯科診療に必要な専門技術の習得のための研修など
を進める必要がある。

・訪問歯科診療などに係る人材育成研修の実施、在宅歯
科医療に従事できる人材の育成と確保

２．期待される役割
・生涯にわたり歯と口の健康づくりを推進するため、ライフ
ステージに応じた取組
・南海トラフ大地震など大規模災害に備えた災害時の歯科
保健医療活動

多様化する役割への対応ができるためのスキルアップ、災
害時のマンパワーや通信連絡手段の確保、医療救護活動
などへの派遣体制の具体的な運用の整備が必要

障害児（者）や要介護者に対する医療や口腔ケア、災害時
の対応など、多様化する歯科保健医療に適切に対応する
ためのスキルアップ研修の実施

Ａ（改善）

課題 今後の対策

訪問歯科医療の充実 ・人材育成研修会を５回開催予定

歯科医療安全管理体制の推進 ・人材育成研修会を２回開催予定

在宅歯科医療機器を活用した訪問歯科診療の推進 ・23～27年までに整備した貸出用在宅歯科医療機器の活
用

現状 課題 対策
項目 目標設定時

直近値
（計画評価時）

目標
（平成35年度）

歯科医師数

520人
人口10万人当たり72.1
人（H28医師・歯科医

師・薬剤師調査）

528人
人口10万人当たり74.8
人（H30医師・歯科医

師・薬剤師統計）

現状維持

Ｐ(計画） Ｄ（実行） Ｃ（評価）



第７期　高知県保健医療計画　記載内容

令和２年度の取り組みについて

第７期　高知県保健医療計画　評価調書

評価
項目 薬剤師

担当
課名 薬務衛生課

目標

○地域偏在
　人口10万人当たりの薬剤師数は中央保健医療圏のみ全国平均を
上回り、特に高知市への集中が顕著

・郡部の中小病院等に勤務する薬剤師の確保が必要 ・求人情報サイトの周知
・薬剤師不足が顕著な地域への就業を促進するため、薬剤師会、病
院薬剤師会との検討

○薬剤師の高齢化
　　　当県の40歳未満の薬剤師が占める割合は全国平均を大きく下
回っており、若手薬剤師が減少傾向

・若手薬剤師の安定的な確保
・退職者の補充

・薬学生等を対象とした就職説明会の開催
・求人情報サイト等を活用した就職情報の提供
・実務実習生の受入の促進

○薬剤師職能の拡大
　　薬局、病院等あらゆる職域で薬剤師に求められる職能が多様化

・県、関係団体等が連携し、キャリア形成環境の整備を進めることが
重要
・在宅医療等の地域におけるチーム医療の一員として、また、かかり
つけ薬剤師としての役割が期待されている
・南海トラフ地震等の大規模災害時における、医療救護チームとし
ての、被災者支援が必要

・薬剤師のキャリア形成に関係する研修会等の開催
・大規模災害時における薬剤師活動スキルを習得するための研修、
訓練等の実施

Ａ（改善）

課題 今後の対策

・高知県内の病院・薬局薬剤師の求人情報を一元的に集約し発信 ・公益社団法人高知県薬剤師会ホームページ内に県内の薬局、病
院薬剤師等の求人情報を一元的に掲載（以後、当該掲載サイトを
「県薬掲載サイト」とする。）
　掲載件数　195件（病院 54件、薬局 138件、その他 3件）
・病院事務長連絡会（R2年度は資料提供）及び県薬剤師会会報誌
において、薬局・病院の求人情報の掲載について周知　
（病院あて資料提供（通知）、高知県薬剤師会会報誌）

・県薬掲載サイトへの掲載医療機関、薬局数が増加。
　（R1：187件→R2：195件）
・県薬掲載サイト閲覧数；8,962件(R2)←9,545件(R1) （前年度比 6％
減）

・採用希望のある病院や薬局の県薬掲載サイトのさら
なる活用。
・薬学生等への県薬掲載サイトのさらなる周知が必
要。

・病院・薬局への求人情報サイトの活用に関する周
知。
・薬学生等に対し、大学訪問や大学就職説明会の機
会に加え、WEB広告の活用等により県薬掲載サイトを
周知。

・薬系大学訪問及び大学就職説明会等において県内求人情報や
　高知で働く魅力を提供（薬学生への働きかけ）

・薬系大学への訪問：中止
・就職説明会への参加
　：Web開催3校（のべ4名参加）、訪問2校（のべ5名参加）
・薬学生インターンシップ：未実施

・薬系大学への訪問及び薬学生のインターンシップについては、新
型コロナウイルス感染拡大の影響により未実施。
・就職説明会についても新型コロナウイルス感染拡大の影響によ
り、説明会実施校が激減したため、学生への直接的な働きかけが
進まなかった。

・Webの活用等による、学生への新たな働きかけの手
法の検討が必要。

・就職説明会参加や大学訪問時の学長等と情報交換
の継続実施及び就職支援協定に基づく取組により、
県内就職情報について学生への周知を強化。
・実習や就職説明会参加学生へのSNS等を活用した
情報提供。

・薬学部への進学支援を目的とした、県内高校生等への薬学部・薬
剤師に関する情報提供（中高生への働きかけ）

・高校生のための薬学セミナー：中止
・大阪薬科大学オープンキャンパスツアー：中止

・高校生のための薬学セミナー及びオープンキャンパスツアー共に、
新型コロナウイルス感染拡大の影響により中止

・薬学部に興味を持つ生徒及び保護者等への継続し
た働きかけが必要。

・開催時期や開催内容の見直しも行いながら、高校生
セミナー及びオープンキャンパスツアーを継続開催

・薬剤師確保策に関する関係団体との協議 ・薬剤師確保対策検討会の設置（8/24）
　　県薬剤師会、県病院薬剤師会及び県の３者で構成する検討会を
設置し、病院薬剤師の確保対策について協議検討を行った。

・検討会において課題の洗い出しを行い、病院薬剤師の確保策につ
いて協議検討が進んだ。

・薬剤師の地域偏在や職域偏在問題をふまえた病院
薬剤師確保にむけた新たな仕組みづくりが必要。

・奨学金返還支援制度や卒後研修制度の創設等につ
いて、検討会において協議検討を進める。

・地域の実情やニーズに合った研修の実施 ・薬剤師のスキルアップ及び多職種との連携等を目的とする下記研
修の開催（県薬剤師会への委託事業）
　　在宅訪問指導薬剤師研修会（１回・22名）
　　薬剤師会支部ワーキングの開催（６支部・のべ74名）
　　連携事業研修会（９会場・のべ407名）
　　薬機法改正に係る研修会（３会場・のべ326名）

・薬剤師会支部ワーキングの開催や各種研修の受講により、在宅
訪問等実践力の習得に繋がった。
・薬剤師職能のスキル向上に伴い、健康づくりを支援する薬局や在
宅対応可能薬局の増加。
　　健康サポート薬局：17件（全薬局数の4.3％）（R1：11件（2.8%））
　　在宅患者訪問薬剤管理指導届出薬局に占める在宅訪問指導
　実施薬局の割合：50.1%（R3年2月調査）（ 35.0%：H30年度調査)

・薬剤師のキャリア形成に必要な研修の継続実施及
び受講機会の提供が必要

・関係団体と地域の実情やニーズに合った研修内容
について検討し、研修を実施。
・高知県薬剤師会のホームページ等を活用し、研修実
施の周知を強化。

・災害薬事コーディネーター及び地域リーダー薬剤師の育成 ＜災害薬事コーディネーター＞
・PhDLS研修（災害薬事研修）：中止
・応用研修：中止
・県震災対策訓練（本部）への参加（１回 １名）
＜地域リーダー薬剤師＞
・地域リーダー薬剤師養成研修：中止

＜災害薬事コーディネーター＞
・新型コロナウイルス感染拡大の影響により研修は中止となった
が、訓練への参加により、県災害時医療救護計画に基づく災害時
の活動内容の認識及び他のコーディネーターとの連携体制の認識
が深まった。
＜地域リーダー薬剤師＞
・新型コロナウイルス感染拡大の影響により、研修の中止。

＜災害薬事コーディネーター＞
・災害薬事コーディネーターを対象とした研修を実施
し、80名以上の体制を維持。
・災害医療救護活動に関するスキルアップが必要。
＜地域リーダー薬剤師＞
・地域リーダー薬剤師の継続的な育成。

＜災害薬事コーディネーター＞
・災害薬事コーディネーター研修の継続実施や災害時
医療活動訓練等への参加により、災害時の対応能力
の向上を図る。
＜地域リーダー薬剤師＞
・地域リーダー薬剤師の育成研修を継続実施。

現状 課題 対策
項目 目標設定時

直近値
（計画評価時）

目標
（平成35年度）

薬剤師の確保

40歳未満の薬剤師数が直
近の数値を上回るよう確
保
（平成28年時点で509人）

40歳未満の薬剤師数
：平成28年末時点で509人

Ｐ(計画） Ｄ（実行） Ｃ（評価）



第７期　高知県保健医療計画　記載内容

令和３年度の取り組みについて

第７期　高知県保健医療計画　評価調書

評価
項目 薬剤師

担当
課名 薬務衛生課

目標

○地域偏在
　人口10万人当たりの薬剤師数は中央保健医療圏のみ全国平均を
上回り、特に高知市への集中が顕著

・郡部の中小病院等に勤務する薬剤師の確保が必要 ・求人情報サイトの周知
・薬剤師不足が顕著な地域への就業を促進するため、薬剤師会、病
院薬剤師会との検討

○薬剤師の高齢化
　　　当県の40歳未満の薬剤師が占める割合は全国平均を大きく下
回っており、若手薬剤師が減少傾向

・若手薬剤師の安定的な確保
・退職者の補充

・薬学生等を対象とした就職説明会の開催
・求人情報サイト等を活用した就職情報の提供
・実務実習生の受入の促進

○薬剤師職能の拡大
　　薬局、病院等あらゆる職域で薬剤師に求められる職能が多様化

・県、関係団体等が連携し、キャリア形成環境の整備を進めることが
重要
・在宅医療等の地域におけるチーム医療の一員として、また、かかり
つけ薬剤師としての役割が期待されている
・南海トラフ地震等の大規模災害時における、医療救護チームとして

・薬剤師のキャリア形成に関係する研修会等の開催
・大規模災害時における薬剤師活動スキルを習得するための研修、
訓練等の実施

Ａ（改善）

課題 今後の対策

・高知県内の病院・薬局薬剤師の求人情報を一元的に集約し発信 ・公益社団法人高知県薬剤師会ホームページ内に県内の薬局、病
院薬剤師等の求人情報を一元的に掲載
・病院事務長連絡会及び県薬剤師会会報誌において、薬局・病院の
求人情報の掲載について周知　
（病院あて資料提供（通知）、高知県薬剤師会会報誌）

・薬系大学訪問及び大学就職説明会等において県内求人情報や
　高知で働く魅力を提供（薬学生への働きかけ）

・薬系大学の就職担当教授等との面談、情報交換
・大学就職説明会への参加
・関西地区の薬学生を対象とする就職説明会の開催
・薬学生が出身県で実習を行う「ふるさと実習」において、リーフレット
等資材を配布
・薬学生のインターンシップ実施

・薬学部への進学支援を目的とした、県内高校生等への薬学部・薬
剤師に関する情報提供（中高生への働きかけ）

・高校生対象の薬学セミナーの開催
・オープンキャンパスツアーの実施

・薬剤師確保策に関する関係団体との協議 ・薬剤師確保対策検討会の開催
　　奨学金返還支援制度や卒後研修等、新たな仕組みづくりについ
て検討

・地域の実情やニーズに合った研修の実施 ・薬剤師のスキルアップ及び多職種との連携等を目的とする下記研
修の開催（県薬剤師会への委託事業）
　　在宅訪問に関する研修会
　　フレイルに関する研修
　　薬剤師会支部ワーキングの開催

・災害薬事コーディネーター及び地域リーダー薬剤師の育成 ＜災害薬事コーディネーター＞
・PhDLS研修（災害薬事研修）の実施
・応用研修の実施
・災害医療救護活動訓練への参加
＜地域リーダー薬剤師＞
・地域リーダー薬剤師研修の実施

現状 課題 対策
項目 目標設定時

直近値
（計画評価時）

目標
（平成35年度）

薬剤師の確保

40歳未満の薬剤師数が直
近の数値を上回るよう確
保
（平成28年時点で509人）

40歳未満の薬剤師数
：平成28年末時点で509人

Ｐ(計画） Ｄ（実行） Ｃ（評価）



第７期　高知県保健医療計画　記載内容

令和２年度の取り組みについて

第７期　高知県保健医療計画　評価調書

評価
項目 看護職員（看護師・准看護師）

担当
課名 医療政策課

目標

１　看護師等の就業状況
　人口10万人当たりの就業者数（H30）
 ・看護師：1,511.0人（全国1位）・准看護師：485.8人（全国7位）
・100床当たりの看護師数は59.2人と全国47位
・中央保健医療圏に8割の看護職員が集中している。

就職先に地域偏在がある

２　養成状況
・県内13校の看護師等学校養成所があり、入学定員数は825人
・約9割が中央保健医療圏に、６割以上が高知市内に就職
・大学や5年一貫校の県内就職率が低い。
・新卒の就職者のうち約4割の者が県外に就職している。

県内に就職する看護師の割合が低い 県内に就職する仕組みづくりの検討

３　中山間地域及び急性期病院での人材確保
　県内に就職する者の約８割が中央保健医療圏に集中し、中山間地
域における看護職員の確保が困難
　診療報酬の改定で看護師等の需要が増えた事により、急性期病
院における看護職員の確保が困難

中山間部や急性期病院などの看護職員の確保が厳しい

４　離職防止と潜在看護師の活用
　常勤看護職員の離職率：8.3%
　新人看護職員の離職率：8.3%
　今後18歳人口の減少が予測されることから、新卒者の確保が困難

離職防止と潜在看護職員の再就業の促進 ・働きやすい職場環境の整備と潜在看護職員の復職支援の検討
・段階に応じたキャリアアップが図れる体制の整備

5　専門性の高い看護師等の状況
・専門看護師　13分野42人、認定看護師　21分野114人
　専門分野により看護師数の偏りがある。
・特定行為研修修了者　２区分11人
　研修実施施設　１施設（近森病院）
　長期間の研修を受ける必要があり、本人・勤務先の負担が大き
い。

研修が受けられる環境を確保しづらい。

認定看護師、特定行為研
修を受講した者を一定数

確保

　(H28)
　認定看護師　12人
　特定行為終了者　11人

(H28～30)
　認定看護師　12人
　特定行為研修修了者23人

認定看護師、
特定行為研修修了者

合計　10人/年

Ａ（改善）

課題 今後の対策

１　次世代の育成と県内定着
　①関係団体と連携した事業の実施
　　　看護フェア、ふれあい看護体験の開催
　②看護学生に対して「看護師等養成奨学金」の定期的な
説明及び指定
　　 医療機関の病院紹介
　③学校運営及び教育体制の強化と充実
　④卒業生の県内就職者の確保

①「看護フェア」の開催
②奨学金制度及び看護師等学校への進学説明会を開催
・進学説明会にて奨学金に関する説明を６・７・10月に実施（高等学
校13校）
　・奨学金借受者を対象とする面談を10・11月に実施（47名）
③６校に看護師等養成所運営費補助金（国立龍馬、開成、近森、
　医師会看護、清和）交付決定額：105,082千円
④看護職員就職フェアの開催を「さんSUN高知」や「ほっとこうち」で
広報。「高知県看護職員就職ガイド」リーフレットの発行（1,200部）

①看護フェア参加者：238人（高校生236人、保護者2人）
看護職を目指す高校生が県内看護師養成所の教員や先輩看護師
と直接話すことで進路相談等ができる機会となった。
ふれあい看護体験については、新型コロナウイルス感染症感染拡
大の影響により中止となった。
②新型コロナウイルス感染症の感染拡大のため看護学校等で奨学
金に関する説明会を実施できなかったが、奨学金借受者との面談を
実施し、奨学金制度の説明や指定医療機関への就業を確認するこ
とができた。
③補助対象養成所卒業生の県内就職率：82.8％
④「就職ガイド」の発行（県ホームページ用データも作成し掲載）によ
り、県内病院等の採用情報を看護学生等に発信できた。参加者へ
のアンケートでは、内容及び時期ともに概ね好評を得た。
※看護師等養成奨学金貸与者の指定医療機関就職率　91％（R3年
3月）

①委託先と事業の進め方等においてより詳細に連携
を図る必要がある。
②③中山間地域における看護職員確保のため、指定
医療機関等の魅力を伝える取り組みが必要。また、奨
学金借受者と定期的な面談を行い、意思確認をする
必要がある。
④就職説明会に一般の参加者が少ない。

①委託事業は継続するが、事業内容については高等
学校の学生のニーズ等を反映できるように委託先と協
議・検討

②県の奨学金制度の周知及び奨学金貸与者へ定期
的な面談、働きかけ等の支援を行い、県内の指定医
療機関への就職を支援する。

④学生以外の方が参加しやすくなるよう、広報を工夫
する。

２　職場環境の整備と復職支援の取組
　①潜在看護職員等復職支援研修の実施と拡大
　②就業環境改善指導者派遣事業の実施及び医療勤務
環境改善支援事業との連携強化
　③教育担当者・実地指導者研修、看護管理者

①潜在看護職員研修の実施。
・再就職相談会の実施（年２回）

②就労環境改善事業（病院訪問等）の実施
③教育担当者研修：３日間
　実地指導者研修：３日間
　看護管理者研修：２回/年（看護部長・事務長対象）

①研修を受講したいと希望する者の個々の状況に合わせた研修を
するため、受講生にとっては、タイムリーな研修となった。また、事業
を委託することにより、救急対応や感染管理の基礎等集合研修が開
催でき、仲間で学べる機会ができたことはよかった。
②就労環境改善に関する事業を実施している12施設を対象とした
ワークショップの開催、その他の病院も含めた合計14施設を訪問し、
WLB取組状況や夜勤、交代制勤務ガイドラインの普及及び情報交換
を行い、その結果をフィードバックすることで、就業環境の改善に取
組むことができた。
③新人看護職員等の育成にあたる指導者の実地に必要な能力等に
ついて、講義演習を通じて学ぶことが出来た。看護管理者研修で
は、看護部長、事務長を研修対象者とし、魅力ある病院づくりのため
の具体的な取組みをすすめるための方法、看護部としての課題やそ
の解決策を検討する場として対応できた。

①潜在看護職員の研修受講者が横ばい

②就業環境改善指導者派遣事業を希望する病院が少
ない。

③看護管理者が職場環境の改善に向けて自ら課題解
決について考える研修の場がない。

①各事業の紹介の工夫（各種メディアとの協働）

②医療勤務環境改善支援センターの事業の活用につ
いては、看護管理者研修等の場でPRするなど工夫が
必要。さらに、医療機関の情報を収集しつつ、看護協
会のナースセンターの活動と連携する必要がある。

③看護部長だけでなく、事務長クラスも共に学ぶこと
のできる研修を検討

３　研修体制の充実 新人看護職員研修補助金対象施設：23施設
多施設合同研修：医療安全、感染管理、注射輸液、フィジカルアセス
メント、救急対応
新人助産師合同研修：５日間
保健師助産師看護師実習指導者講習会：参加者37人
地域包括ケア推進のための人材育成研修：５日間
訪問看護師研修：４日間
看護教員継続研修：２日間

・新人看護職員、中堅看護職員、さらに看護管理者等に対して、段
階に応じた研修を実施することで、離職を防止し、臨床実践能力を
向上させた。
・在宅移行役割を担う病棟看護職員、在宅領域で勤務する看護職員
に対して、キャリア開発ができる教育体制と研修受講後、在宅移行
支援並びに訪問看護に関する実践能力を向上させた。

・次世代の看護を担う学生を支援する教員に対して、教育内容の充
実を図る研修を実施することで、看護教育の質を向上させた。

キャリアアップにつながる研修及び内容の充実 これまでの取組みを継続するとともに、施設の特徴に
応じた看護職員の育成方法及び新人看護職員の確保
定着に向けた事業の再検討

４　キャリア形成支援
　高知医療再生機構が、認定看護師や認定看護管理者
の資格を取得するために必要な経費を一部支援

認定看護師：３人受講（資格取得状況）
内訳：クリティカルケア（１）、慢性心不全（１）、認知症看護（１）
特定行為研修受講者：12名
看護職員・医療スタッフ研修派遣支援事業費補助金の枠を拡大（４
施設→６施設）
補助金活用状況：受講者13名のうち受講者12名（６施設）

H25年からH30年までの医療機関別の認定看護師数は46人。職能
団体が開催する研修の講師や施設内外の研修会の講師として活
躍。

特定行為研修は、６施設12名が補助金を活用し、受講修了した。県
内研修機関における修了生は、27名となった。

・認定看護師に加え、専門性の高い看護師の需要の
増加を踏まえ、特定行為研修についても受講しやすい
環境の整備が必要。
・認定看護師資格取得支援事業を活用して資格取得
をすすめる医療機関が固定化している。

・平成28年度から近森病院で特定行為研修が開催さ
れ、平成31年度には３区分での受講が可能となるた
め、補助金枠の拡大を検討。また、認定看護師への支
援も継続して行っていくことで、看護職員の質の向上を
図る。
（日本看護協会が新たな認定看護師制度を検討して
いることから、補助制度も含めて情報提供等検討）
・研修会等の機会を活用し、制度の周知を行う。

現状 課題 対策
項目 目標設定時

直近値
（計画評価時）

目標
（平成35年度）

看護師等養成奨学金貸与
者の指定医療機関就職率

82.2% 83.3% 93.5%

Ｐ(計画） Ｄ（実行） Ｃ（評価）
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第７期　高知県保健医療計画　評価調書

評価
項目 看護職員（看護師・准看護師）

担当
課名 医療政策課

目標

１　看護師等の就業状況
　人口10万人当たりの就業者数（H30）
 ・看護師：1,511.0人（全国1位）・准看護師：485.8人（全国7位）
・100床当たりの看護師数は59.2人と全国47位
・中央保健医療圏に8割の看護職員が集中している。

就職先に地域偏在がある

２　養成状況
・県内13校の看護師等学校養成所があり、入学定員数は825人
・約9割が中央保健医療圏に、６割以上が高知市内に就職
・大学や5年一貫校の県内就職率が低い。
・新卒の就職者のうち約4割の者が県外に就職している。

県内に就職する看護師の割合が低い 県内に就職する仕組みづくりの検討

３　中山間地域及び急性期病院での人材確保
　県内に就職する者の約８割が中央保健医療圏に集中し、中山間地
域における看護職員の確保が困難
　診療報酬の改定で看護師等の需要が増えた事により、急性期病院
における看護職員の確保が困難

中山間部や急性期病院などの看護職員の確保が厳しい

４　離職防止と潜在看護師の活用
　常勤看護職員の離職率：8.3%
　新人看護職員の離職率：8.3%
　今後18歳人口の減少が予測されることから、新卒者の確保が困難

離職防止と潜在看護職員の再就業の促進 ・働きやすい職場環境の整備と潜在看護職員の復職支援の検討
・段階に応じたキャリアアップが図れる体制の整備

5　専門性の高い看護師等の状況
・専門看護師　13分野42人、認定看護師　21分野114人
　専門分野により看護師数の偏りがある。
・特定行為研修修了者　２区分11人
　研修実施施設　１施設（近森病院）
　長期間の研修を受ける必要があり、本人・勤務先の負担が大き
い。

研修が受けられる環境を確保しづらい。

認定看護師、特定行為研
修を受講した者を一定数

確保

　(H28)
　認定看護師　12人
　特定行為終了者　11人

(H28～30)
　認定看護師　12人
　特定行為研修修了者23人

認定看護師、
特定行為研修修了者

合計　10人/年

Ａ（改善）

課題 今後の対策

１　次世代の育成と県内定着
　①関係団体と連携した事業の実施
　　　こうち看護フェア、進学ガイダンスの開催
　②看護学生に対して「看護師等養成奨学金」の定期的な
説明及び指定
　　 医療機関の病院紹介
　③学校運営及び教育体制の強化と充実
　④卒業生の県内就職者の確保

①こうち看護フェア、進学ガイダンスの開催
②奨学金制度及び看護師等学校への進学説明会を開催
　・進学説明会にて奨学金に関する説明を５月～７月に実施（高等学
校19校延べ248人）
　・奨学金借受者（令和３年度卒業見込み）を対象とする面談を10・
11月に実施（27名）
③５校に看護師等養成所運営費補助金（国立、龍馬、開成、近森、
　清和）交付決定額：82,458千円
④看護職員就職フェアの開催を「さんSUN高知」や「ほっとこうち」で
広報。「高知県看護職員就職ガイド」リーフレットの発行（1,200部）

２　職場環境の整備と復職支援の取組
　①潜在看護職員等復職支援研修の実施と拡大
　②就業環境改善指導者派遣事業の実施及び医療勤務
環境改善支援事業との連携強化
　③教育担当者・実地指導者研修、看護管理者

①潜在看護職員研修の実施
・再就職相談会の実施（年２回）
・復職支援研修会の開催（年５回）
②就労環境改善事業（病院訪問等）の実施
③教育担当者研修：4日間
　実地指導者研修：4日間
　看護管理者研修：２回/年（看護部長・事務長対象）

３　研修体制の充実 新人看護職員研修補助金対象施設：24施設
多施設合同研修：医療安全、感染管理、注射輸液、フィジカルアセス
メント、救急対応
新人助産師合同研修：５日間
保健師助産師看護師実習指導者講習会：参加者29人
訪問看護師研修：３日間
看護教員継続研修：4日間

４　キャリア形成支援
　高知医療再生機構が、認定看護師や認定看護管理者の
資格を取得するために必要な経費を一部支援

認定看護師：３人受講中（資格取得状況）
内訳：脳卒中リハビリテーション（１人）、感染管理（２人）
特定行為研修受講者：12名
補助金活用状況：受講者12名のうち受講者12名（７施設）

現状 課題 対策
項目 目標設定時

直近値
（計画評価時）

目標
（平成35年度）

看護師等養成奨学金貸与
者の指定医療機関就職率

82.2% 83.3% 93.5%

Ｐ(計画） Ｄ（実行） Ｃ（評価）
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評価
項目 看護職員（助産師）

担当
課名 医療政策課

目標

１　助産師の就業状況
　・就業助産師数
　　169人（H22）⇒184人（H28）に増加
　・人口10万人あたりの就業助産師数
　　　25.6人（全国38位）
　・出生千人あたりの就業助産師数
　　　38.5人（全国22位）
　・一次周産期医療を担う診療所勤務26人、
　　二次・三次周産期医療を担う病院勤務129人
　　　　　　　　　←診療所・病院勤務84.2％

１　助産師の確保
　・奨学金制度の継続
　・復職支援
　・助産師の出向等の支援

２　助産師の養成・現任教育
　・高知県立大学看護学部看護学科（助産師課程）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ←入学定員8名　　　　　　　　　　　　　　
　・高知大学大学院総合人間自然科学研究看護学専攻　　
　　　　　　　　　　（実践助産学課程）←入学定員5名程度
　・少子化、高齢妊娠の増加等によるハイリスク妊婦の増加
　・正常分娩の介助経験の積み重ねが困難

正常分娩介助を行う臨地実習施設の確保
人材育成のための現任教育

２　助産師の専門性の向上
　・継続的な研修システム構築に向けた、計画的な現任教育の仕組
み
　　づくりの検討

３　期待される役割の拡大
　・助産師外来・院内助産所等での専門性の活用
　・地域における助産師による支援の必要性が増大

３　周産期におけるチーム医療の推進
　・院内助産所、助産師外来の開設促進等

Ａ（改善）

課題 今後の対策

１　助産師の確保
　①高知県助産師緊急確保対策奨学金（県内に就業する
新卒助産師確保）
　②助産師学生の実習施設の拡大
　③県内分娩取扱施設への助産師出向支援事業の周知、
助産師出向等の支援

①高知県助産師緊急確保対策奨学金条例の新規申請・継
続申請の審査を行い、貸付けを行う
②県内助産学生受入れ可能な病院看護部長に対し、実習
受入れ拡大について依頼
③出向元の候補となる分娩取扱施設へ資料を送付し、出
向事業について周知した。また、病院から診療所への助産
師の出向を支援した。（1名：各3か月）

①R2年度助産師緊急確保対策奨学金貸付件数：８件/県
内就職率：１００％　　　
②新型コロナウイルスの影響もあり、実習そのものが困難
であった。
③出向助産師の助産実践能力の向上及び受け入れ施設
のマンパワー確保につながった。（出向期間中の出向助産
師の分娩介助件数20件（うち帝王切開10件）

①高知県の助産師を確保するため、指定医療
機関の魅力を伝える取組が必要。
②夜勤に従事できる助産師の確保及び診療所
における助産学実習施設の確保
③・出向元と受入側のニーズがマッチしないと
出向の実施に繋がらない。
　・出向助産師の収入の減少

①県の奨学金制度の周知及び働きかけ等の
支援を行い、県内の指定医療機関への就職を
支援する。
②課題の解決に向けて関係機関とさらに検討
を重ねていく。
③潜在助産師の復職を支援する。
④出向の希望があった場合には、その目的に
合ったものとなるように、コーディネーターと連
携して出向先のマッチングを行う。併せて出向
助産師のフォローを実施していく。

２　助産師の専門性の向上
　新人助産師合同研修事業

高知県看護協会に委託して、新人助産師に対する研修（5
日間）を実施

現状 課題 対策
項目 目標設定時

直近値
（計画評価時）

目標
（平成35年度）

助産師緊急確保対策
奨学金貸付者の

新規県内就職者数

（平成30年度）
７名

（令和元年度）
　９名

14名

Ｐ(計画） Ｄ（実行） Ｃ（評価）
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評価
項目 看護職員（助産師）

担当
課名 医療政策課

目標

１　助産師の就業状況
　・就業助産師数
　　169人（H22）⇒184人（H28）⇒191人（H30）に増加
　・人口10万人あたりの就業助産師数
　　　27.1人（全国37位）
　・出生千人あたりの就業助産師数
　　　41.9人（全国23位）
　・一次周産期医療を担う診療所勤務25人、
　　二次・三次周産期医療を担う病院勤務140人
　　　　　　　　　←診療所・病院勤務86.4％

１　助産師の確保
　・奨学金制度の継続
　・復職支援
　・助産師の出向等の支援

２　助産師の養成・現任教育
　・高知県立大学看護学部看護学科（助産師課程）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ←入学定員8名　　　　　　　　　　　　　　
　・高知大学大学院総合人間自然科学研究看護学専攻　　
　　　　　　　　　　（実践助産学課程）←入学定員5名程度
　・少子化、高齢妊娠の増加等によるハイリスク妊婦の増加
　・正常分娩の介助経験の積み重ねが困難

正常分娩介助を行う臨地実習施設の確保
人材育成のための現任教育

２　助産師の専門性の向上
　・継続的な研修システム構築に向けた、計画的な現任教育の仕組
み
　　づくりの検討

３　期待される役割の拡大
　・助産師外来・院内助産所等での専門性の活用
　・地域における助産師による支援の必要性が増大

３　周産期におけるチーム医療の推進
　・院内助産所、助産師外来の開設促進等

Ａ（改善）

課題 今後の対策

１　助産師の確保
　①高知県助産師緊急確保対策奨学金（県内に就業する
新卒助産師確保）
　②助産師学生の実習施設の拡大
　③県内分娩取扱施設への助産師出向支援事業の周知、
助産師出向等の支援

①高知県助産師緊急確保対策奨学金条例の新規申請・継
続申請の審査を行い、貸付けを行う
②県内助産学生受入れ可能な病院看護部長に対し、実習
受入れ拡大について依頼
③当初予定していた出向者（1名）について、出向元の都合
により中止となった。 

２　助産師の専門性の向上
　新人助産師合同研修事業

高知県看護協会に委託して、新人助産師に対する研修（5
日間）を実施

現状 課題 対策
項目 目標設定時

直近値
（計画評価時）

目標
（平成35年度）

助産師緊急確保対策
奨学金貸付者の

新規県内就職者数

（平成30年度）
７名

（令和元年度）
　９名

14名

Ｐ(計画） Ｄ（実行） Ｃ（評価）



第７期　高知県保健医療計画　記載内容

令和２年度の取り組みについて

第７期　高知県保健医療計画　評価調書

評価
項目 看護職員（保健師）

担当
課名 健康長寿政策課

目標

１ 保健師の状況（平成28年12月31日現在）
・人口10万人あたり73.5人（全国第２位）
・就業場所は、県94人（17.8%）、市町村351人（66.2％）、そ
の他事業所等85人（16.0%）
・年齢別では、30歳代が135人（25.5%）、40歳代172人
（32.5％）と30～40歳代保健師の割合が高い。

県内には、保健師を養成する施設は２大学、１短期大学
（専攻科）があり、入学定員はH30卒業生までは170人、
H31卒業生からは135人
（※高知大学が選抜制になったことにより、H31から定員が
少なくなる）

３　期待される役割の変化
・少子高齢化の進展や疾病構造の変化などによる複雑多
岐な健康課題への対応
・南海トラフ地震をはじめとする健康危機管理事象発生時
における保健活動の実施

Ａ（改善）

課題 今後の対策

１　保健師の人材確保 ①市町村保健師の募集について県内大学へ情報提供及
び県ホームページと高知求人ネットへ掲載して周知
②市町村保健師の募集について高知県ナースセンターの
活用促進を周知

市町村からの保健師募集に関する情報提供があった場合
は、県ホームページに掲載するとともに、県内大学への情
報提供を行ったことで、採用につながった市町村があっ
た。

保健師の退職や増員に伴う新規採用、長期休
業者の代替保健師の確保等、市町村の状況
に応じて、個別に対応していくことが必要。

高知県ナースセンターの活用促進を市町村に
呼びかける。また、高知県在宅保健活動者な
でしこの会の協力も得ながら、人材確保につ
なげる。

２　行政で従事する保健師の人材育成 ①新任期保健師人材育成支援プログラム参加市町村
　　24市町村
②階層別研修受講者数（実人数）
　・中堅期保健師人材育成研修　　29名（１回）
　・管理期保健師人材育成研修  　36名（１回、Web研修）
　・保健活動評価研修（中堅期）    中止

①新任期保健師人材育成プログラムには、ほとんどの市
町村が参加しており、市町村と県が連携した新任期保健
師の人材育成が進められている。
②中堅期及び管理期人材育成研修は、新型コロナウイル
ス感染症の影響により、多くの研修が中止となった。管理
期保健師人材育成研修については、新型コロナウイルス
感染症の状況を考慮しWeb研修としたところ、対面研修時
よりも多くの参加者が集まった。

中堅期及び管理期保健師を対象とした人材育
成研修について、感染予防対策を行いながら
研修機会を保証する必要がある。

高知県保健師人材育成ガイドラインの中堅
期、管理期研修プログラムの体系化及び内容
の充実化を図る。Web研修の実施、感染予防
対策を行った上での集合研修等、研修の実施
方法を工夫する。特に保健活動評価研修につ
いては、受講しやすいプログラムの構成の検
討、未受講市町村に対する受講促進を行う。

３　関係団体と連携した人材育成 ①行政や医療保険者等を対象にした生活習慣病に関する
研修会を実施。
・特定保健指導従事者育成研修会（延人数）360名
・血管病重症化予防に関する研修会　156名
②高知県保健師人材育成評価検討会にて、県内の保健
師養成課程を持つ大学や職能団体の意見を聞きながら、
保健師の人材育成に取り組んでいる。

①研修を通して保健指導技術の向上が図れた。
②高知県保健師人材育成評価検討会にて、大学や職能
団体の意見を聴取し、取組に反映することができた。

多様化する保健ニーズに対応できる保健師の
人材育成のためには、引き続き関係団体との
連携・協働が必要。

引き続き関係団体と協働した人材育成に取り
組んでいく。

現状 課題 対策
項目 目標設定時

直近値
（計画評価時）

目標
（平成35年度）

・様々な分野で働く保健師が、専門性を高め、実践力を向
上させるとともに、分野間の連携を深め、保健活動の優先
度を決定し、効果的・効率的な保健活動を展開することが
必要
・南海トラフ地震をはじめとする健康危機管理事象発生時
には、迅速に適切な保健活動を行うことが必要

１．行政に所属する保健師の人材育成
　高知県保健師人材育成ガイドラインに基づき、人事交流
や集合研修、保健師のOJT（職場内研修）を充実させ、新
任期、中堅期、管理期と階層に応じた人材育成に努めると
ともに、ガイドラインの内容を見直し、充実する。
　また、南海トラフ地震に備え、平成２９年度に改定した
「南海トラフ地震時保健活動ガイドライン（Ver.2）」に基づ
き、市町村ごとの災害時保健活動マニュアル作成及び見
直しを支援するとともに、訓練や研修により災害時に活動
できる保健師の育成を進める。

２．関係団体と連携した保健師の人材育成
　県及び関係団体は、生活習慣病の予防や介護予防な
ど、地域における県民の健康づくりの取り組みを進めるた
め、相互に連携して保健や医療に関する研修会を開催す
るなど、体系的に研修を実施する。
　また、高知県保健師人材育成評価検討会において、関
係団体や大学などが実施する研修や人材育成の取組とも
連携を図る。

①新任期保健師育成
プログラム参加率

②保健活動評価研修
終了者数

①100%

②59名

①100%（R1実施率）

②85名（R1受講者含
む）

①100%

②155名

Ｐ(計画） Ｄ（実行） Ｃ（評価）



第７期　高知県保健医療計画　記載内容

令和３年度の取り組みについて

第７期　高知県保健医療計画　評価調書

評価
項目 看護職員（保健師）

担当
課名 健康長寿政策課

目標

１ 保健師の状況（平成28年12月31日現在）
・人口10万人あたり73.5人（全国第２位）
・就業場所は、県94人（17.8%）、市町村351人（66.2％）、そ
の他事業所等85人（16.0%）
・年齢別では、30歳代が135人（25.5%）、40歳代172人
（32.5％）と30～40歳代保健師の割合が高い。

県内には、保健師を養成する施設は２大学、１短期大学
（専攻科）があり、入学定員はH30卒業生までは170人、
H31卒業生からは135人
（※高知大学が選抜制になったことにより、H31から定員が
少なくなる）

３　期待される役割の変化
・少子高齢化の進展や疾病構造の変化などによる複雑多
岐な健康課題への対応
・南海トラフ地震をはじめとする健康危機管理事象発生時
における保健活動の実施

Ａ（改善）

課題 今後の対策

１　保健師の人材確保 ①市町村保健師の募集について県内大学へ情報提供及
び県ホームページと高知求人ネットへ掲載して周知
②市町村保健師の募集について高知県ナースセンターの
活用促進を周知

２　行政で従事する保健師の人材育成 ①新任期保健師人材育成支援プログラム参加市町村
　　23市町村
②階層別研修受講者数（実人数）
　・中堅期保健師人材育成研修　　49名（２回）、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 11/29予定
　・管理期保健師人材育成研修  　34名（１回）
　・保健活動評価研修（中堅期）    ４名

３　関係団体と連携した人材育成 ①行政や医療保険者等を対象にした生活習慣病に関する
研修会を実施。
・特定保健指導従事者育成研修会
・血管病重症化予防に関する研修会
②高知県保健師人材育成評価検討会にて、県内の保健
師養成課程を持つ大学や職能団体の意見を聞きながら、
保健師の人材育成に取り組んでいる。

現状 課題 対策
項目 目標設定時

直近値
（計画評価時）

目標
（平成35年度）

・様々な分野で働く保健師が、専門性を高め、実践力を向
上させるとともに、分野間の連携を深め、保健活動の優先
度を決定し、効果的・効率的な保健活動を展開することが
必要
・南海トラフ地震をはじめとする健康危機管理事象発生時
には、迅速に適切な保健活動を行うことが必要

１．行政に所属する保健師の人材育成
　高知県保健師人材育成ガイドラインに基づき、人事交流
や集合研修、保健師のOJT（職場内研修）を充実させ、新
任期、中堅期、管理期と階層に応じた人材育成に努めると
ともに、ガイドラインの内容を見直し、充実する。
　また、南海トラフ地震に備え、平成２９年度に改定した
「南海トラフ地震時保健活動ガイドライン（Ver.2）」に基づ
き、市町村ごとの災害時保健活動マニュアル作成及び見
直しを支援するとともに、訓練や研修により災害時に活動
できる保健師の育成を進める。

２．関係団体と連携した保健師の人材育成
　県及び関係団体は、生活習慣病の予防や介護予防な
ど、地域における県民の健康づくりの取り組みを進めるた
め、相互に連携して保健や医療に関する研修会を開催す
るなど、体系的に研修を実施する。
　また、高知県保健師人材育成評価検討会において、関
係団体や大学などが実施する研修や人材育成の取組とも
連携を図る。

①新任期保健師育成
プログラム参加率

②保健活動評価研修
終了者数

①100%

②59名

①100%（R2実施率）

②85名（R２は新型コロ
ナウイルス感染症の
状況を考慮し中止）

①100%

②155名

Ｐ(計画） Ｄ（実行） Ｃ（評価）



第７期　高知県保健医療計画　記載内容

令和２年度の取り組みについて

第７期　高知県保健医療計画　評価調書

評価
項目 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士

担当
課名 医療政策課

目標

　県内の病院で勤務する就業者数は、平成27年10月１日
時点において、理学療法士1,207.6人、作業療法士618.9
人、言語聴覚士247.9人（いずれも常勤換算）となっており、
いずれの職種も年々増加している。また、10万人あたりの
就業者数は全国平均を大幅に上回っている。
　介護老人保健施設で勤務している就業者は、理学療法
士・作業療法士は増加、言語聴覚士は横ばいとなってい
る。

　それぞれの職種の就業者数は全国平均を上回っている
が、高齢化の進展や慢性疾患の増加などの疾病構造の変
化、医学・医療技術の急速な進歩・発展に伴う医療技術者
の担当分野の細分化などへ対応するため、一層の専門性
の向上に努める必要がある。

　各職種の関係団体などが行う、各業務に関する知識・技
能の向上を目指した研修に対して支援を行う。

Ａ（改善）

課題 今後の対策

　理学療法士・作業療法士の教育の充実を図るため、養成
所の実習施設追加申請等に対し、内容の精査等により、
適正な養成所運営を支援する。　また、新型コロナウイル
ス感染症に関する問い合わせがあると考えられるため、国
の通知等を参考に迅速な対応を行う。

　県内の３養成所からの変更申請に対する承認事務を通
じ、適正な学校運営の支援を図った。
　また、新型コロナウイルス感染症に関する問い合わせが
多数あったため、国の通知等を参考に迅速な対応を行っ
た。

　主な変更申請内容である、実習施設の追加や新教育課
程の導入による学則の変更などにより、実施実習の確保を
図ることができ、また、養成所からの新型コロナウイルス感
染症に関する問い合わせに対して迅速な対応を行えたこと
で、適正な教育体制の維持が図れた。

　理学療法士等の活躍する場の広がりに伴っ
たスキルを身に付ける機会の確保が必要。

　養成段階においては、引き続き一定の教育
体制の維持を図っていくとともに、より専門性
の高い研修の機会を確保するため、理学療法
士協会等、関係団体へ助言などを行うことで支
援を図る。

現状 課題 対策
項目 目標設定時

直近値
（計画評価時）

目標
（平成35年度）

Ｐ(計画） Ｄ（実行） Ｃ（評価）



第７期　高知県保健医療計画　記載内容

令和３年度の取り組みについて

第７期　高知県保健医療計画　評価調書

評価
項目 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士

担当
課名 医療政策課

目標

　県内の病院で勤務する就業者数は、平成27年10月１日
時点において、理学療法士1,207.6人、作業療法士618.9
人、言語聴覚士247.9人（いずれも常勤換算）となっており、
いずれの職種も年々増加している。また、10万人あたりの
就業者数は全国平均を大幅に上回っている。
　介護老人保健施設で勤務している就業者は、理学療法
士・作業療法士は増加、言語聴覚士は横ばいとなってい
る。

　それぞれの職種の就業者数は全国平均を上回っている
が、高齢化の進展や慢性疾患の増加などの疾病構造の変
化、医学・医療技術の急速な進歩・発展に伴う医療技術者
の担当分野の細分化などへ対応するため、一層の専門性
の向上に努める必要がある。

　各職種の関係団体などが行う、各業務に関する知識・技
能の向上を目指した研修に対して支援を行う。

Ａ（改善）

課題 今後の対策

　理学療法士・作業療法士の教育の充実を図るため、養成
所の実習施設追加申請等に対し、内容の精査等により、
適正な養成所運営を支援する。　また、新型コロナウイル
ス感染症に関する問い合わせがあると考えられるため、国
の通知等を参考に迅速な対応を行う。

　県内の３養成所からの変更申請に対する承認事務を通
じ、適正な学校運営の支援を図った。
　また、新型コロナウイルス感染症に関する問い合わせが
多数あったため、国の通知等を参考に迅速な対応を行っ
た。

現状 課題 対策
項目 目標設定時

直近値
（計画評価時）

目標
（平成35年度）

Ｐ(計画） Ｄ（実行） Ｃ（評価）



第７期　高知県保健医療計画　記載内容

令和２年度の取り組みについて

第７期　高知県保健医療計画　評価調書

評価
項目 管理栄養士・栄養士

担当
課名 健康長寿政策課

目標

１．管理栄養士・栄養士の状況
・県16人、高知市13人、その他市町村42人（平成29年６月
現在）
・高知市を除いた市町村管理栄養士・栄養士の配置率
72.7％、全国平均84.4％
・病院の従事者411.1人（H27病院報告　常勤換算）
・管理栄養士1人未満の病院１（H28病院報告）
・栄養教諭の配置小中学校59人（平成29年４月現在）

・すべての市町村に管理栄養士・栄養士が配置されていな
い
・病院及び有床診療所への管理栄養士の配置が必要であ
り、さらに無床診療所での管理栄養士の活用が望まれる

・管理栄養士・栄養士を雇用していない市町村に対しては
配置を、また、既に配置している市町村に対しては、複数
人数の配置を促す
・医療機関の管理栄養士・栄養士の需要動向を把握し、人
材の確保や養成の在り方、再就職に向けた支援方法など
について、養成施設や関係団体と協議する

２．養成施設
管理栄養士養成施設は大学１校、栄養士養成施設は短期
大学１校あり、入学定員は120人（H29)
・管理栄養士施設は大学2校（入学定員は40名、70名）、栄
養士養成施設は短期大学１校あり（入学定員は80名（現在
募集停止））（R2年度）

・管理栄養士の約３割程度、栄養士の約８割程度が県内で
就業しているが、管理栄養士の一層の確保が必要

３．期待される役割
・特定保健指導や栄養サポートチームの展開など多職種と
連携した多岐にわたる活動
・南海トラフ地震に備えた災害時の支援活動

・人材の確保と専門性の向上
・災害時に活動できる人材の育成

・専門性の向上を図るため、医療機関や養成施設、関係団
体等と連携して研修を実施する

Ａ（改善）

課題 今後の対策

人材育成
・行政栄養士等育成研修等の実施
・ガイドラインに基づく人材育成の実施

・行政栄養士等育成研修会年１回実施
・福祉保健所単位で市町村栄養士担当者会の開催
・行政栄養士研修会新任期（１～２年目）年２回実施
・行政栄養士研修会中堅期（保健師と合同）年１回実施

・高知県行政栄養士人材育成ガイドラインに基づいて研修
会を開催し、各ステージにおける栄養士の育成ができた。

・新任期研修については新規採用が少ないた
め参加者も減少傾向にあるが、継続した人材
育成が必要

・行政栄養士人材育成ガイドラインに基づき育
成していく。

南海トラフ地震等に備えた災害時の支援活動 ・高知県南海トラフ地震時栄養・食生活支援活動ガイドライ
ンの改定（検討会３回、WG５回）

・検討会やWGでの意見をもとにガイドラインVer.2を作成す
ることができた。

・市町村保健活動ガイドラインに高知県南海ト
ラフ食生活支援活動ガイドラインVer.2を反映し
た体制整備に向け内容の周知と市町村への
支援が必要

・市町村保健活動ガイドライン改定時に高知県
南海トラフ地震時栄養・食生活支援活動ガイド
ラインの内容を反映するよう支援していく

現状 課題 対策
項目 目標設定時

直近値
（計画評価時）

目標
（平成35年度）

Ｐ(計画） Ｄ（実行） Ｃ（評価）



第７期　高知県保健医療計画　記載内容

令和３年度の取り組みについて

第７期　高知県保健医療計画　評価調書

評価
項目 管理栄養士・栄養士

担当
課名 健康長寿政策課

目標

１．管理栄養士・栄養士の状況　
・県16人、高知市13人、その他市町村42人（平成29年６月
現在）
・県17人、高知市11人、その他市町村39人（令和３年６月
現在）
・高知市を除いた市町村管理栄養士・栄養士の配置率
72.7％、全国平均84.4％（H29)
・高知市を除いた市町村管理栄養士・栄養士の配置率
72.7％
・病院の従事者411.1人（H27病院報告　常勤換算）
・管理栄養士1人未満の病院１（H28病院報告）
・栄養教諭の配置
・栄養教諭の配置小中学校59人（平成29年４月現在）
・計80名（小中学校60人、特別支援4人、非正規14人（令和
３年５月現在）

・すべての市町村に管理栄養士・栄養士が配置されていな
い
・病院及び有床診療所への管理栄養士の配置が必要であ
り、さらに無床診療所での管理栄養士の活用が望まれる

・管理栄養士・栄養士を雇用していない市町村に対しては
配置を、また、既に配置している市町村に対しては、複数
人数の配置を促す
・医療機関の管理栄養士・栄養士の需要動向を把握し、人
材の確保や養成の在り方、再就職に向けた支援方法など
について、養成施設や関係団体と協議する

２．養成施設
・管理栄養士養成施設は大学１校、栄養士養成施設は短
期大学１校あり、入学定員は120人（H29)
・管理栄養士養成施設は大学2校（入学定員は40名、70
名）、栄養士養成施設は短期大学１校あり（入学定員は80
名（現在募集停止））（R3)

・管理栄養士の約３割程度、栄養士の約８割程度が県内で
就業しているが、管理栄養士の一層の確保が必要

３．期待される役割
・特定保健指導や栄養サポートチームの展開など多職種と
連携した多岐にわたる活動
・南海トラフ地震に備えた災害時の支援活動

・人材の確保と専門性の向上
・災害時に活動できる人材の育成

・専門性の向上を図るため、医療機関や養成施設、関係団
体等と連携して研修を実施する

Ａ（改善）

課題 今後の対策

人材育成
・行政栄養士等育成研修等の実施
・ガイドラインに基づく人材育成の実施

・行政栄養士等育成研修会年１回実施
・福祉保健所単位で市町村栄養士担当者会の開催
・行政栄養士研修会新任期（１～２年目）年２回実施
・行政栄養士研修会中堅期（保健師と合同）年１回実施

南海トラフ地震等に備えた災害時の支援活動 ・高知県南海トラフ地震時栄養・食生活支援活動事例検討
会の開催

現状 課題 対策
項目 目標設定時

直近値
（計画評価時）

目標
（平成35年度）

Ｐ(計画） Ｄ（実行） Ｃ（評価）



第７期　高知県保健医療計画　記載内容

令和２年度の取り組みについて

第７期　高知県保健医療計画　評価調書

評価
項目 歯科衛生士・歯科技工士

担当
課名 健康長寿政策課

目標

１．歯科衛生士・歯科技工士の状況
・歯科衛生士の医療機関への就業者数は955人、人口10
万人当たり142.1人、全国平均104.9人（平成30年衛生行政
報告例）
・圏域別の1歯科診療所当たりでは、安芸2.1人、中央2.3
人、高幡1.5人、幡多1.3人
・歯科技工士の医療機関等への就業者数は235人、人口
10万人当たり33.3人、全国平均27.3人（平成30年衛生行政
報告例）

・県内の歯科技工士養成所の廃止に伴い、今後、歯科技
工士の人材不足が懸念される。

・離職した歯科医療従事者に対する復職支援を行うととも
に、大学などの関係機関と連携し、人材の確保に努める。
・歯科保健・医療のニーズなどの需要動向を踏まえ、養成
のあり方について関係団体と検討し、歯科衛生士・歯科技
工士の確保に努める。

２．期待される役割
・在宅歯科医療の対応力強化に向けた人材の確保と専門
性の向上
・南海トラフ地震など大規模災害時の被災者への口腔ケア
や医療救護活動などへの派遣体制の検討

在宅歯科医療や災害対応に向けた人材の確保と専門性
の向上が必要。

在宅歯科医療の推進・充実に向け、歯科衛生士に対する
研修を行うなど専門性の強化に取り組む。

Ａ（改善）

課題 今後の対策

在宅歯科医療の充実 ・人材育成研修会の開催（5回開催　歯科衛生士等延184
名）

研修会等の開催により、歯科衛生士の在宅歯科医療に対
する知識・技術の向上を図ることができた。

在宅歯科医療に携わる人材のさらなる育成・
確保が必要。

・研修会の継続。
・離職した歯科衛生士に対する復職支援、実
技を含む研修会実施による資質向上及びマン
パワー確保。

歯科衛生士の人材確保対策 ・歯科衛生士養成奨学金貸付の実施（H30及びR元からの
継続者8名、R2年度新規9名）

・歯科衛生士を目指す学生の就学支援を行うことができ
た。
・令和2年度卒業生4名が指定指定医療機関への就職につ
ながった。

歯科衛生士の地域偏在の是正と安定的な養
成を図る必要がある。

・奨学金制度事業の継続
・指定地域の医療機関への就職につなげるた
め、歯科医師会と養成施設との連携を支援

現状 課題 対策
項目 目標設定時

直近値
（計画評価時）

目標
（平成35年度）

Ｐ(計画） Ｄ（実行） Ｃ（評価）



第７期　高知県保健医療計画　記載内容

令和３年度の取り組みについて

第７期　高知県保健医療計画　評価調書

評価
項目 歯科衛生士・歯科技工士

担当
課名 健康長寿政策課

目標

１．歯科衛生士・歯科技工士の状況
・歯科衛生士の医療機関への就業者数は955人、人口10
万人当たり142.1人、全国平均104.9人（平成30年衛生行政
報告例）
・圏域別の1歯科診療所当たりでは、安芸2.1人、中央2.3
人、高幡1.5人、幡多1.3人
・歯科技工士の医療機関等への就業者数は235人、人口
10万人当たり33.3人、全国平均27.3人（平成30年衛生行政
報告例）

・県内の歯科技工士養成所の廃止に伴い、今後、歯科技
工士の人材不足が懸念される。

・離職した歯科医療従事者に対する復職支援を行うととも
に、大学などの関係機関と連携し、人材の確保に努める。
・歯科保健・医療のニーズなどの需要動向を踏まえ、養成
のあり方について関係団体と検討し、歯科衛生士・歯科技
工士の確保に努める。

２．期待される役割
・在宅歯科医療の対応力強化に向けた人材の確保と専門
性の向上
・南海トラフ地震など大規模災害時の被災者への口腔ケア
や医療救護活動などへの派遣体制の検討

在宅歯科医療や災害対応に向けた人材の確保と専門性
の向上が必要。

在宅歯科医療の推進・充実に向け、歯科衛生士に対する
研修を行うなど専門性の強化に取り組む。

Ａ（改善）

課題 今後の対策

在宅歯科医療の充実 ・人材育成研修会を開催５回開催予定

歯科衛生士の人材確保対策 ・歯科衛生士養成奨学金貸付の実施（R1及びR2からの継
続者10名、R3年度新規2名）

現状 課題 対策
項目 目標設定時

直近値
（計画評価時）

目標
（平成35年度）

Ｐ(計画） Ｄ（実行） Ｃ（評価）



第７期　高知県保健医療計画　記載内容

令和２年度の取り組みについて

第７期　高知県保健医療計画　評価調書

評価
項目 医療ソーシャルワーカー

担当
課名 医療政策課

目標

１　就業者数
　病院や介護老人保健施設等で勤務
　高知県医療ソーシャルワーカー協会加入者　約270名

全医療施設等に必要数のMSWが配置されていないことと、
医療機関内の指導体制が弱い。

国立保健医療科学院で開催される医療ソーシャルワー
カーリーダーシップ研修への派遣

Ａ（改善）

課題 今後の対策

専門性の向上
　国立保健医療科学院で開催される医療ソーシャルワー
カーリーダーシップﾟ研修への派遣

研修内容の周知と受講者募集案内を関係団体会長及び
医療機関あてに研修派遣依頼・情報提供
団体のホームページ等を活用した情報発信

中央西福祉保健所管内の医療機関から1名の受講者が
あった。
また、医療ソーシャルワーカー協会の会員としても活動さ
れ、学びの共有がされた。

オンライン等の研修でも、平日複数日の研修
には参加しづらい。

関係団体会長とも情報交換しつつ、定例会、理
事会等でも研修案内や研修参加者からの報告
会（紙面報告）等を設けるなど継続して依頼す
る。

現状 課題 対策
項目 目標設定時

直近値
（計画評価時）

目標
（平成35年度）

Ｐ(計画） Ｄ（実行） Ｃ（評価）



第７期　高知県保健医療計画　記載内容

令和３年度の取り組みについて

第７期　高知県保健医療計画　評価調書

評価
項目 医療ソーシャルワーカー

担当
課名 医療政策課

目標

１　就業者数
　病院や介護老人保健施設等で勤務
　高知県医療ソーシャルワーカー協会加入者　約270名

全医療施設等に必要数のMSWが配置されていないことと、
医療機関内の指導体制が弱い。

国立保健医療科学院で開催される医療ソーシャルワー
カーリーダーシップ研修への派遣

Ａ（改善）

課題 今後の対策

専門性の向上
　国立保健医療科学院で開催される医療ソーシャルワー
カーリーダーシップﾟ研修への派遣

研修内容の周知と受講者募集案内を関係団体会長及び
医療機関あてに研修派遣依頼・情報提供
団体のホームページ等を活用した情報発信

現状 課題 対策
項目 目標設定時

直近値
（計画評価時）

目標
（平成35年度）

Ｐ(計画） Ｄ（実行） Ｃ（評価）



第７期　高知県保健医療計画　記載内容

令和２年度の取り組みについて

第７期　高知県保健医療計画　評価調書

評価
項目 患者本位の医療の提供

担当
課名 医療政策課

目標

・患者が安心して医療を受けるためには、患者と医療従事
者との間に信頼関係が構築していることが重要
・患者本人が求める医療サービスを受けることが可能とな
る取組（インフォームド・コンセント）が求められている

・取組は一定浸透してきたが、継続した取組が必要 ・インフォームド・コンセント等の推進のため、平成18年医
療法改正により、入院時の治療計画書の作成並びに交付
及び適切な説明等の規定がされたため、立入検査等必要
に応じて医療機関に対し必要性の周知と指導を行うなど
の取組の推進

・診断や治療方針について主治医以外の医師の意見を聞
くセカンドオピニオンを活用できる

・希望する患者や家族がセカンドオピニオンを受けるため
には情報の提供が必要

・「こうち医療ネット」で、セカンドオピニオンを実施している
医療機関名の公表

・医療法では、医療機関における診療内容に関する情報
の報告を義務付けるとともに、その情報を住民や患者に対
し分かりやすい形で提供することで、適切な医療機関の選
択を支援する医療機能情報提供制度を設けている
・高知県では平成22年度から医療機関がインターネット上
から医療機能情報を登録でき、かつ、県民がその情報を
閲覧できるシステム「こうち医療ネット」を運用している

・医療機能情報提供制度は、医療機関が自らの責任で情
報を報告し、県は基本的にその情報をそのまま公表するも
のとされているため、医療機関側の入力誤りや定期的な
更新作業を怠った場合、誤った情報が発信されることとな
る

・誤った情報登録があった場合は速やかに是正を求める
ほか、医療機関への立入検査などにおいて医療機能情報
提供制度の周知徹底を行う

Ａ（改善）

課題 今後の対策

・立入検査のなかで、患者が入院する際に、医師が患者・
家族に対し入院中の治療に関する計画等を書面にて作
成・交付し適切な説明を行っているか確認する。
・患者側に上手な医者のかかり方について説明し、医療従
事者との間で信頼関係を構築してもらう。

・新型コロナウイルス感染症の感染状況の影響により、限
られた施設数での立入検査となり、この検査施設において
も病棟でのラウンドを実施できなかったため、患者が入院
する際に、医師が患者・家族に対し入院中の治療に関す
る計画等を書面にて作成・交付し適切な説明を行っている
か確認できなかった。
・医療相談の中で、患者側に上手な医者のかかり方につ
いて説明し、医療従事者との間で信頼関係を構築するよう
アドバイスをしている。

・医療相談の中で、医師に聞きたいことを聞くことにより患
者が求める医療サービスを受けることができるということを
患者側が知ることが一定できている。

・「こうち医療ネット」で、セカンドオピニオンを実施している
医療機関名の公表

・医療機関に「こうち医療ネット」への報告の周知依頼 ・セカンドオピニオンを実施している医療機関が「こうち医
療ネット」に登録することで、希望する患者や家族に情報
の提供が一定できている。

・会議で指摘された「セカンドオピニオン」の検
索については、項目別で選択すると可能であ
るが、文字入力では「セカンド・オピニオン」で
検索する必要がある。

・「セカンドオピニオン」での検索については、
令和3年度システム保守運用の範囲内で修正
を検討する。

・医療法改正に伴い「こうち医療ネット」の入力項目が変更
したため、システム改修を実施する。
・「こうち医療ネット」の更新率の向上を図る。

・令和２年9月までにシステム改修を行い、令和2年10月か
ら運用している。
・令和3年2月に、全医療機関に改修後の「こうち医療ネッ
ト」の修正報告するよう、また、定期報告の更新ができてい
ない医療機関には更新するよう郵送により周知を図った。
また、県医師会、県歯科医師会及び保健所にも医療機関
への周知の実施と協力を依頼した。
・医療機能情報提供制度は医療法に規定されており、施
設において立入検査（新型コロナウイルス感染症の影響
により限定　※高知市除く）時に、「こうち医療ネット」の定
期更新の実施について確認した。

・更新の周知を図ったものの、更新率は昨年度より低下し
た。

[R2.3.23時点]   （全体の平均）（高知市内）（高知市以外）
　　病　　　　 院　　　７９％　　　　　６５％　　　　　９３％　　　　　
　　一般診療所　　　５９％　　　　　４３％　　　　　７５％
　　歯科診療所　　　４８％　　　　　３０％　　　　　７０％

・定期報告未実施医療機関への督促
・更新率の向上

・全医療機関へ通知文書を送付する機会を利
用するなど、定期報告を督促する文書を送付
し、周知徹底を図る。また、併せて、関係団体
への依頼も行い協力を求めていく。
・「こうち医療ネット」の一斉通報により定期報
告の周知を図る。
・病院事務長連絡会において、「こうち医療ネッ
ト」について説明し周知を図る。また、高知市
保健所が実施する高知市病院事務長連絡会
において、「こうち医療ネット」の資料を配布し
周知を図る。

現状 課題 対策
項目 目標設定時

直近値
（計画評価時）

目標
（平成35年度）

Ｐ(計画） Ｄ（実行） Ｃ（評価）



第７期　高知県保健医療計画　記載内容

令和３年度の取り組みについて

第７期　高知県保健医療計画　評価調書

評価
項目 患者本位の医療の提供

担当
課名 医療政策課

目標

・患者が安心して医療を受けるためには、患者と医療従事
者との間に信頼関係が構築していることが重要
・患者本人が求める医療サービスを受けることが可能とな
る取組（インフォームド・コンセント）が求められている

・取組は一定浸透してきたが、継続した取組が必要 ・インフォームド・コンセント等の推進のため、平成18年医
療法改正により、入院時の治療計画書の作成並びに交付
及び適切な説明等の規定がされたため、立入検査等必要
に応じて医療機関に対し必要性の周知と指導を行うなどの
取組の推進

・診断や治療方針について主治医以外の医師の意見を聞
くセカンドオピニオンを活用できる

・希望する患者や家族がセカンドオピニオンを受けるため
には情報の提供が必要

・「こうち医療ネット」で、セカンドオピニオンを実施している
医療機関名の公表

・医療法では、医療機関における診療内容に関する情報の
報告を義務付けるとともに、その情報を住民や患者に対し
分かりやすい形で提供することで、適切な医療機関の選択
を支援する医療機能情報提供制度を設けている
・高知県では平成22年度から医療機関がインターネット上
から医療機能情報を登録でき、かつ、県民がその情報を閲
覧できるシステム「こうち医療ネット」を運用している

・医療機能情報提供制度は、医療機関が自らの責任で情
報を報告し、県は基本的にその情報をそのまま公表するも
のとされているため、医療機関側の入力誤りや定期的な更
新作業を怠った場合、誤った情報が発信されることとなる

・誤った情報登録があった場合は速やかに是正を求めるほ
か、医療機関への立入検査などにおいて医療機能情報提
供制度の周知徹底を行う

Ａ（改善）

課題 今後の対策

・立入検査のなかで、患者が入院する際に、医師が患者・
家族に対し入院中の治療に関する計画等を書面にて作
成・交付し適切な説明を行っているか確認する。

・立入検査の中で、患者が入院する際に、医師が患者・家
族に対し入院中の治療に関する計画等を書面にて作成・
交付し適切な説明を行っているか確認する。
（※新型コロナウイルス感染症の感染状況の影響による立
入検査：限られた施設かつ病棟でのラウンドが可能な場
合）

・「こうち医療ネット」で、セカンドオピニオンを実施している
医療機関名の公表

・医療機関に「こうち医療ネット」への報告の周知依頼
・こうち医療ネットにおける「セカンドオピニオン」での検索に
ついては、令和3年度システム保守運用の範囲内で修正対
応している。

・医療法改正に伴い「こうち医療ネット」の入力項目が変更
したため、システム改修を実施する。

・「こうち医療ネット」の更新率の向上を図る。

・医療機能情報提供制度のR5年度に厚生労働省が所管す
る全国統一システムへの移行に伴う、R4年度テストデータ
移行作業に係る予算要求を行う。

・令和４年1月までにシステム改修を行い、令和4年2月から
運用する。
・改修に伴い、全医療機関に改修後の「こうち医療ネット」
の修正報告するともに、定期報告の更新ができていない医
療機関には更新するよう周知を図る。また、関係機関へも
周知の実施と協力を依頼する。

・医療機能情報提供制度は医療法に規定されており、施設
において立入検査時に、「こうち医療ネット」の定期更新の
実施について確認する。
（新型コロナウイルス感染症の影響により限定　※高知市
除く）

・R4年度テストデータ移行作業に係る予算要求を行う。

現状 課題 対策
項目 目標設定時

直近値
（計画評価時）

目標
（平成35年度）

Ｐ(計画） Ｄ（実行） Ｃ（評価）



第７期　高知県保健医療計画　記載内容

令和２年度の取り組みについて

第７期　高知県保健医療計画　評価調書

評価
項目 医療の安全の確保

担当
課名 医療政策課

目標

＜医療安全管理対策＞
・医療安全支援センターは県と高知市が設置
・センターは県民からの医療に関する苦情や相談に対応
・県民を対象にした啓発活動や医療機関に対する研修会
を実施

・県民からの、苦情だけでなく健康や病気に関する相談や医療制度に関すること等多岐にわたるた
め、幅広い専門的な知識が必要
・どこの医療安全支援センターでも適切な対応ができるよう、各センターの連携や情報共有が必要
・医療相談窓口を知らない方への周知が必要
・医療相談件数の３割を占める医療機関に対する苦情・不満の要因として、医療機関側の説明が
不十分であることや患者との意思疎通不足による誤解などが挙げられ、医療機関と患者及びその
家族とのコミュニケーションの充実が必要

・医療相談員の苦情や相談対応の向上につながる研修の受講
・県、高知市医療安全支援センターの活動報告や情報交換を行い、連
携体制の強化
・立入検査等の機会に、医療機関における医療安全の確保について
助言や情報提供を行う
・病院及び診療所の職員を対象にした医療安全管理研修会を開催
し、職員のスキルアップを図る
・県のホームページや県政出前講座で医療相談窓口の周知や上手な
医療機関へのかかり方の啓発を行う

医療安全管理対策 ・全医療機関におい
て、医療安全の確保や
相談体制の確立
・医療機関の相談窓口
に気軽に相談できる環
境の整備

Ａ（改善）

課題 今後の対策

・患者等の医療に関する相談等に対応する。
・医療安全に関する研修会の受講等により、医療相談員
の資質の向上を図る。
・患者等からの相談等に適切に対応するために、関係する
機関、団体と連絡調整を行う。
・医療機関における医療安全管理体制の構築を促進する
ことを目的に、医療機関職員を対象とした研修会を開催す
る。
・県のホームページや県政出前講座で医療安全支援セン
ターの周知や上手な医療機関へのかかり方の啓発を行
う。
・立入検査等の機会に、医療機関における医療安全の確
保について助言や情報提供を行う。

・医療相談対応：939件
・医療相談員のスキルアップのための研修会への参加
　参加者：10名（延べ）
・高知県医療安全推進協議会の実施（1回）
　委員：医師会、歯科医師会、弁護士会、行政機関等
・高知市医療安全支援センターとの連絡会の実施（新型コロナウイルスの影響で中止）
・医事担当者会等での高知県医療安全支援センターの活動の報告
・医療安全管理研修会の実施中止（新型コロナウイルス感染症流行のため）
・県政出前講座の実施（令和3年2月26日：31名参加）
　テーマ：上手な受診の仕方～医療相談員の視点から～
・ホームページに医療安全支援センターの紹介や上手な医療機関へのかかり方に関する情報を掲
載

・患者等からの医療に関する苦情や相談に対応し、必要時関係機関
等への助言や情報提供を行うことで、患者等の医療に対する信頼の
確保につながった。
・医療相談員が研修会に参加することで、他の医療安全支援センター
の活動や相談対応方法等に関する知識を深めることができた。
・高知県医療安全推進協議会で医療安全に関係する機関の代表者と
協議をすることで、相談事例に対する専門的な助言が得られた。ま
た、関係機関との情報共有もでき、医療安全の推進のための関係作
りにつながった。
・高知市医療安全支援センターとの連絡会（令和元～２年度は新型コ
ロナウイルス感染症の影響により中止）や医事担当者会を実施するこ
とで、相談事例の共有や活動報告ができ、連携の強化につながって
いる。
・医療安全管理研修会は、令和２年度は新型コロナウイルス感染症の
影響により中止としたが、医療機関における医療安全管理体制の構
築の促進及び医療安全の質の向上につながることや、研修の機会が
少ない診療所等の学習の場となることからも、継続が必要。
・上手な受診の仕方について県民に対して講演を行うことで、安心し
て診察・治療を受けるための医療従事者とのコミュニケーションについ
て理解を深めることにつながった。また、医療安全支援センターの周
知の場にもなった。

・医療機関側の説明不足や患者等との意思疎
通不足による誤解などが原因でのトラブルもあ
るため、医療機関と患者等とのコミュニケー
ションの充実が必要。
・今後も研修の機会が少ない診療所の医療安
全管理に係る最新の情報を得る機会を継続し
て提供することが必要。
・病院に相談窓口があることを知らない方もお
り、周知を図ることが必要。

・ホームページや県政出前講座で医療安全支
援センターの周知や上手な医療機関へのかか
り方の啓発を行う。
・病院・診療所の職員を対象に医療安全に係
る研修会を開催し、職員のスキルアップを図
る。
・立入検査等の機会に、医療機関における医
療安全の確保について助言や情報提供を行
う。

現状 課題 対策
項目 目標設定時

直近値
（計画評価時）

目標
（平成35年度）

＜院内感染対策＞
・医療機関の具体的な方針のもと、院内全ての医療従事
者が院内感染について正しく理解し、対策に取り組むこと
が必要
・個々の医療機関での日常の感染対策の強化と医療機
関、高知市及び福祉保健所などの関係機関が連携して、
院内感染予防及び院内感染発生時の体制を構築すること
が重要
・100床以下の病院が全病院数の半数、さらに高知市に医
療機関が集中していることから、医療機関のネットワークを
構築し、標準化された質の高い感染対策ができるよう取組
を進めることが必要
・平成24年度より拠点病院の感染管理の専門家（ICD・
ICN)や関係行政機関をメンバーとした「高知県医療関連感
染対策地域支援ネットワーク会議」を立ち上げ、アウトブレ
イク時の対応の検討、情報共有や日常的な相互の協力関
係の構築を推進
・最新の感染対策の情報・知識・技術を提供するため、医
療機関職員を対象に医療関連感染対策研修会を実施

・100床以下の病院が全病院数の半数を占めており、臨床検査部門がない病院も多く、基本となる
標準予防策などの院内感染対策が不十分であったり、感染対策の体制が脆弱
・医療機関への具体的な支援として、県下を保健所管轄区域の６エリアに区分し検討会を行い、エ
リア毎の課題に対応した研修会等を開催して、感染対策の底上げを図る
・南海トラフ地震時等の災害時の感染症対策について、検討が必要

・医療関連感染対策地域支援ネットワーク会議の設置により、医療機
関の感染対策への支援、対応策の検討、情報の共有や日常的な相
互の協力関係の構築
・感染症のアウトブレイク発生時には、拠点病院の感染管理専門家に
よる院内ラウンドや、臨時のネットワーク会議を開催するなどの支援
・ネットワーク会議の委員やICN、行政をメンバーとしたワーキングを開
催し、医療関連感染対策相談対応やアウトブレイク対応等の取組を検
討するとともに、医療関連感染対策相談対応事業パンフレットを配布
し、医療機関から気軽に相談できるよう周知を図る
・また医療機関からの相談内容を県のHPに「医療関連感染対策Q＆
A」として掲載し、他の医療機関でも活用できるよう情報提供を行う
・最新の感染対策の情報・知識・技術を提供することで、個々のスキ
ルアップを図り、医療機関等の感染対策全体の底上げにつなげる
・各エリアの医療機関等に対し、研修会や交流会等、地域の実情に応
じた事業を企画し開催する
・ネットワーク会議を中心とした医療関連感染対策のネットワークを生
かし、災害時の感染症対策についても検討

院内感染対策 ・地域全体の医療現場
での医療関連感染対
策のレベルアップ

Ｐ(計画） Ｄ（実行） Ｃ（評価）

・拠点病院等の感染管理の専門家であるＩＣＤ及びＩＣＮ等
と連携し、平常時の地域における感染対策の取組の支援
及びアウトブレイク時における対応及び再発防止への支
援を実施する。
・拠点病院を中心として地域の医療機関を支援する体制
や感染対策を充実・強化するため、地域の医療機関等の
ネットワークを整備し、日頃から相互に支援できる体制を
構築する。
・最新の医療関連感染対策に係る情報を提供するため
に、医療機関等の職員を対象とした研修会を開催する。
・医療機関が気軽に相談できるよう医療関連感染対策相
談対応事業の周知を図る。
・薬剤耐性（ＡＭＲ）対策を推進するため、地域ＡＭＲ協議
会を設置し、医療機関における抗菌薬使用量の把握、抗
菌薬適正使用の必要な対策等を検討する。

・高知県医療関連感染対策地域支援ネットワーク会議（地域薬剤耐性対策協議会を兼ねる）の開
催（2回）
　委員：拠点病院ＩＣＤ、ＩＣＮ代表、医師会、歯科医師会、病院薬剤師会、臨床検査技師会、行政機
関
・高知県ＩＣＮネットワークの会の開催（2回：高知県医療関連感染対策地域支援ネットワーク会議と
合同開催）
・エリアネットワーク事業の実施
　①安芸エリア：合同カンファレンス（8月14日、9月11日）、打合せ（7月17日）、研修会（8月25日）
　②中央東エリア：検討会（ICD,ICNと随時実施）、研修会（6月21日、8月1日、12月28日）、診療所へ
の医療関連感染対策に関する相談対応
　③高知市エリア：検討会（開催なし）、研修会（6月6日）
　④中央西・須崎エリア（合同開催）：検討会の代わり（（ICNとメール、電話で意見交換→面談により
講習会の方向性確認）、講習会の代替策（ 医療機関から質問・相談を募集→Q&Aにまとめて配布）
　⑤幡多エリア：打合せ（6月15日）、研修会（8月5日）
・医療関連感染対策相談対応事業の実施
　新型コロナウイルス感染症の院内感染対策について講演（高知県精神科病院事務長会協議
会）：７月22日
　相談件数：21件（うち実地支援該当17件（18回支援））
・高知県版新型コロナウイルス感染症（COVID-19）医療機関・社会福祉施設内感染対策チェックリ
ストの作成・配布
・ホームページに医療関連感染対策Ｑ＆Ａを掲載
・医療関連感染対策相談対応事業パンフレットの配布
・高知県医療関連感染対策研修会の実施中止（新型コロナウイルス感染症流行のため）
・抗菌薬適正使用に係る地域の現状を把握（サーベイランス分析）（高知県感染対策・サーベイラン
ス研究会委託）

・高知県医療関連感染対策地域支援ネットワーク会議と高知県ICN
ネットワークの会を合同開催し、新型コロナウイルス感染症対策を主
とした医療関連感染対策の向上のための取組の企画や検証、具体的
な取組について協議を行うことで院内感染対策の強化につながった。
・エリアネットワーク事業では、全てのエリアで研修会等の地域の現状
に応じた取組を行うことができ、地域の感染管理の専門家と行政機関
が協働することで、医療機関を支援する関係作りにつながった。
・医療関連感染対策相談対応事業の相談は、事業の実績については
高知県医療関連感染対策地域支援ネットワーク会議及び高知県ＩＣＮ
ネットワークの会で報告、検証した。
・高知県医療関連感染対策研修会は、令和２年度は新型コロナウイ
ルス感染症の影響により中止としたが、現場で活用できる内容を学ぶ
ことで、県内医療機関の院内感染対策の底上げにつながり、医療機
関での院内感染対策の見直し等について考える機会となることから
も、継続が必要。

・100床以下の病院が全病院の半数を占めて
おり、臨床検査部門がない病院もあるため、基
本となる標準予防策などの院内感染対策が不
十分であったり、感染対策の体制が脆弱な医
療機関がある。また、小規模医療機関では抗
菌薬適正使用の支援がなされていない場合が
ある。
・免疫力の低下した易感染性患者は、通常の
病原微生物のみならず、感染力の弱い微生物
によっても院内感染を起こす可能性があるた
め、個々の医療従事者に判断を委ねるのでは
なく、医療機関全体で院内感染対策に取り組
むことが必要。
・医療機関で、平時からの感染予防やアウトブ
レイク時（疑いを含む）の早期対応ができるよ
う、院内感染対策のさらなる充実・強化が必
要。

・高知県医療関連感染対策地域支援ネット
ワークにおいて、平常時の地域における感染
対策の取組への支援や、アウトブレイク時にお
ける適切な対応及び再発防止への支援を行
う。
・感染症のアウトブレイク発生時には、拠点病
院の感染管理専門家による院内ラウンドや、
臨時のネットワーク会議を開催するなどの支
援を行う。
・医療関連感染対策相談対応事業パンフレット
を配布し、医療機関が気軽に相談できるよう周
知を図る。
・最新の感染対策の情報・知識・技術を提供す
ることで、個々のスキルアップを図り、医療機
関等の感染対策全体の底上げにつなげる。
・各エリアの医療機関等に対し、研修会や交流
会等、地域の実情に応じた事業を企画し開催
する。
・高知県医療関連感染対策地域支援ネット
ワーク会議を中心とした医療関連感染対策の
ネットワークを生かし、災害時の感染症対策に
ついても検討を行う。
・薬剤耐性（ＡＭＲ）対策に関する研修会を開
催する。



第７期　高知県保健医療計画　記載内容

令和３年度の取り組みについて

第７期　高知県保健医療計画　評価調書

評価
項目 医療の安全の確保

担当
課名 医療政策課

目標

＜医療安全管理対策＞
・医療安全支援センターは県と高知市が設置
・センターは県民からの医療に関する苦情や相談に対応
・県民を対象にした啓発活動や医療機関に対する研修会
を実施

・県民からの、苦情だけでなく健康や病気に関する相談や
医療制度に関すること等多岐にわたるため、幅広い専門
的な知識が必要
・どこの医療安全支援センターでも適切な対応ができるよ
う、各センターの連携や情報共有が必要
・医療相談窓口を知らない方への周知が必要
・医療相談件数の３割を占める医療機関に対する苦情・不
満の要因として、医療機関側の説明が不十分であることや
患者との意思疎通不足による誤解などが挙げられ、医療
機関と患者及びその家族とのコミュニケーションの充実が
必要

・医療相談員の苦情や相談対応の向上につながる研修の
受講
・県、高知市医療安全支援センターの活動報告や情報交
換を行い、連携体制の強化
・立入検査等の機会に、医療機関における医療安全の確
保について助言や情報提供を行う
・病院及び診療所の職員を対象にした医療安全管理研修
会を開催し、職員のスキルアップを図る
・県のホームページや県政出前講座で医療相談窓口の周
知や上手な医療機関へのかかり方の啓発を行う

医療安全管理対策 ・全医療機関におい
て、医療安全の確保や
相談体制の確立
・医療機関の相談窓口
に気軽に相談できる環
境の整備

Ａ（改善）

課題 今後の対策

・患者等の医療に関する相談等に対応する。
・医療安全に関する研修会の受講等により、医療相談員
の資質の向上を図る。
・患者等からの相談等に適切に対応するために、関係する
機関、団体と連絡調整を行う。
・医療機関における医療安全管理体制の構築を促進する
ことを目的に、医療機関職員を対象とした研修会を開催す
る。
・県のホームページや県政出前講座で医療安全支援セン
ターの周知や上手な医療機関へのかかり方の啓発を行
う。
・立入検査等の機会に、医療機関における医療安全の確
保について助言や情報提供を行う。

・医療相談対応（378件：9月末）
・医療相談員のスキルアップのための研修会への参加
　参加者：3名
・高知市医療安全支援センターとの連絡会の実施（1回）
・病院事務長連絡会での高知県医療安全支援センターの
活動の報告（新型コロナウイルス感染症の影響により資料
配布のみ）
・医療政策課ホームページに医療安全支援センターの紹
介や上手な医療機関へのかかり方に関する情報を掲載

・拠点病院等の感染管理の専門家であるＩＣＤ及びＩＣＮ等
と連携し、平常時の地域における感染対策の取組の支援
及びアウトブレイク時における対応及び再発防止への支
援を実施する。
・拠点病院を中心として地域の医療機関を支援する体制
や感染対策を充実・強化するため、地域の医療機関等の
ネットワークを整備し、日頃から相互に支援できる体制を
構築する。
・最新の医療関連感染対策に係る情報を提供するため
に、医療機関等の職員を対象とした研修会を開催する。
・医療機関が気軽に相談できるよう医療関連感染対策相
談対応事業の周知を図る。
・薬剤耐性（ＡＭＲ）対策を推進するため、地域ＡＭＲ協議
会を設置し、医療機関における抗菌薬使用量の把握、抗
菌薬適正使用の必要な対策等を検討する。

・エリアネットワーク事業の実施
・医療関連感染対策相談対応事業の実施
　相談件数：2件（うち実地支援該当2件）
・医療政策課ホームページに医療関連感染対策Ｑ＆Ａを
掲載
・医療関連感染対策相談対応事業パンフレットの配布

現状 課題 対策
項目 目標設定時

直近値
（計画評価時）

目標
（平成35年度）

＜院内感染対策＞
・医療機関の具体的な方針のもと、院内全ての医療従事
者が院内感染について正しく理解し、対策に取り組むこと
が必要
・個々の医療機関での日常の感染対策の強化と医療機
関、高知市及び福祉保健所などの関係機関が連携して、
院内感染予防及び院内感染発生時の体制を構築すること
が重要
・100床以下の病院が全病院数の半数、さらに高知市に医
療機関が集中していることから、医療機関のネットワーク
を構築し、標準化された質の高い感染対策ができるよう取
組を進めることが必要
・平成24年度より拠点病院の感染管理の専門家（ICD・
ICN)や関係行政機関をメンバーとした「高知県医療関連感
染対策地域支援ネットワーク会議」を立ち上げ、アウトブレ
イク時の対応の検討、情報共有や日常的な相互の協力関
係の構築を推進
・最新の感染対策の情報・知識・技術を提供するため、医
療機関職員を対象に医療関連感染対策研修会を実施

・100床以下の病院が全病院数の半数を占めており、臨床
検査部門がない病院も多く、基本となる標準予防策などの
院内感染対策が不十分であったり、感染対策の体制が脆
弱
・医療機関への具体的な支援として、県下を保健所管轄区
域の６エリアに区分し検討会を行い、エリア毎の課題に対
応した研修会等を開催して、感染対策の底上げを図る
・南海トラフ地震時等の災害時の感染症対策について、検
討が必要

・医療関連感染対策地域支援ネットワーク会議の設置によ
り、医療機関の感染対策への支援、対応策の検討、情報
の共有や日常的な相互の協力関係の構築
・感染症のアウトブレイク発生時には、拠点病院の感染管
理専門家による院内ラウンドや、臨時のネットワーク会議
を開催するなどの支援
・ネットワーク会議の委員やICN、行政をメンバーとした
ワーキングを開催し、医療関連感染対策相談対応やアウ
トブレイク対応等の取組を検討するとともに、医療関連感
染対策相談対応事業パンフレットを配布し、医療機関から
気軽に相談できるよう周知を図る
・また医療機関からの相談内容を県のHPに「医療関連感
染対策Q＆A」として掲載し、他の医療機関でも活用できる
よう情報提供を行う
・最新の感染対策の情報・知識・技術を提供することで、
個々のスキルアップを図り、医療機関等の感染対策全体
の底上げにつなげる
・各エリアの医療機関等に対し、研修会や交流会等、地域
の実情に応じた事業を企画し開催する
・ネットワーク会議を中心とした医療関連感染対策のネット
ワークを生かし、災害時の感染症対策についても検討

院内感染対策 ・地域全体の医療現場
での医療関連感染対
策のレベルアップ

Ｐ(計画） Ｄ（実行） Ｃ（評価）



第７期　高知県保健医療計画　記載内容

令和２年度の取り組みについて

第７期　高知県保健医療計画　評価調書

評価
項目 薬局の役割

担当
課名 薬務衛生課

目標

・薬局の役割
　　平成27年に「患者のための薬局ビジョン」が策定され、患者本位
の医薬分業の実現に向け、かかりつけ薬剤師・薬局の今後のめざ
すべき姿が明確化

・ポリファーマシー等による重複投薬、残薬等を未然に防止するた
め、薬歴管理を一元的に行い、服薬指導を行う「かかりつけ薬局」を
持つことが重要
・在宅医療サービスの提供においては、入退院時の薬薬連携の強
化、また訪問看護ステーション等の多職種連携の強化が重要

・関係団体との連携により、かかりつけ機能強化のための資質向上
研修の開催
・かかりつけ薬局の意義、有用性に関する県民への普及啓発
・薬薬連携強化のための研修会開催及び入退院調整ルールを踏ま
えた多職種との連携体制の整備

・健康サポート薬局制度の開始
　　地域包括ケアシステムの一翼を担う地域の拠点薬局として「健康
サポート薬局」が位置づけられた
　　当県では平成26年より健康サポート機能をもつ薬局を「高知家健
康づくり支援薬局」として認定。

・健康サポート薬局は日常生活圏域ごとに整備が必要
・健康サポート薬局を拠点とする、地域の薬局が連携してかかりつ
け機能や健康サポート機能を発揮する体制整備が必要

・「高知家健康づくり支援薬局」の整備を進める
・地域の実情を踏まえた薬局間の連携をを進め、地域ごとにかかり
つけ機能や健康サポート機能を発揮できる体制を整備

・お薬手帳の普及（平成29年高知県薬剤師会調査）
　お薬手帳を「知っている」；99.1%
　お薬手帳を「持っている」；85.1%

・重複投薬や薬剤の相互作用による副作用を未然に防止するため、
お薬手帳をもつことと、一冊に集約することが重要であり、その正し
い使用方法の周知が必要
・家族等の複数人の服薬情報が入力できること、また災害時におい
て活用が期待できる電子版お薬手帳の普及啓発強化が必要

・お薬手帳の有用性について、普及啓発を強化するとともに、正しい
利用の定着を図る。

Ａ（改善）

課題 今後の対策

・高知家健康づくり支援薬局の整備と取組の強化
　　健康テーマごとの研修等への支援

○県民の健康づくりを支援するため薬剤師を対象とした研修会等を
開催
・高知家健康づくり支援薬局を通じた県民への健康情報の提供（５
回）
・在宅訪問可能薬剤師の育成のための指導薬剤師研修会（１回）
・多職種との連携研修会（４回）
○県民へのかかりつけ薬剤師・薬局の機能等の周知
・健康パスポート事業と連携した薬局店頭での血圧測定やお薬相談
の実施
・あったかふれあいセンター等でのお薬出前教室や相談会の開催
（８カ所）
○市町村や多職種との連携
・地域ケア会議への薬剤師の参加

・高知家健康づくり支援薬局認定数は県内薬局の約8割を占める３１
１薬局（R3.3末現在）となり、身近で気軽にお薬や健康相談できる体
制ができた
・高知家健康づくり支援薬局より幅広に対応可能な健康サポート薬
局は１７薬局（R3.3末現在）となり前年度より倍増した。
・多職種が集まる地域ケア会議への薬剤師の参画が増加した（２９
市町村R3.3末現在）。

・長寿県構想における生活習慣病予防の取組と連携
した高知家健康づくり支援薬局等での活動の拡大が
必要
・多職種との連携した取組が必要

・糖尿病重症化予防対策の取組
・薬局、薬剤師に対する健康づくり関連情報の提供や
研修等の実施
・多職種との連携体制の強化

・高知型薬局連携モデルの強化
　　薬局間連携体制強化
　　地域活動強化システムの活用

※地域活動強化システム…市町村の健康関連イベント（地域活動）
と薬剤師（講師）のマッチングをインターネット上で行い、情報共有す
るシステム。

○薬局間連携体制の構築、強化
・薬局間連携表の作成、更新
・薬局数の多い高知市での実態調査の実施
○地域活動強化システムの活用
・薬剤師、市町村等登録者数　４３５件（R3.3末現在）
・地域活動とのマッチング数　１５件（R２年度）

・薬局間連携表を活用した連携体制が構築された（４地区）
・地域活動強化システムを活用した市町村等からの会議要請等の
依頼が増加した。
　また、会議内容等の情報の共有ができたことから地域活動に参加
する薬剤師が増加した。

・地域毎の薬局間連携表の活用の具体化及び地域の
医療、介護職への薬局機能の見える化が必要
・参加する薬剤師の増加や市町村等の関係団体への
地域活動へのさらなるシステム活用の周知が必要

・薬局間連携体制の強化
・地域活動強化システムの活用拡大

・薬薬連携に関する共通ルールを協議・作成
　　薬薬連携シートの運用方法
　　退院カンファレンスにおける情報共有体制
　　その他の連携

薬局薬剤師と病院薬剤師との協議、研修会等の開催
・薬薬連携推進検討会の開催（１回）、基幹病院薬剤師と薬剤師会
支部長を加えた検討会（1回）
・地区ごとの薬薬連携検討会（5回）
・保健所単位でのワーキング開催（6回）

・地域ごとに基幹病院と地域の薬局を中心とした薬薬連携体制につ
いて検討を実施し、連携体制が強化された。
・高知あんしんネットやはたまるネットを使った入退院時も含む薬薬
連携シートの運用を開始。

・薬薬連携シートを活用する医療機関や薬局のさらな
る拡大が必要

・薬薬連携シートを活用した取組の拡充
・地域毎に運用している連携ツールの共通化

現状 課題 対策
項目 目標設定時

直近値
（計画評価時）

目標
（平成35年度）

Ｐ(計画） Ｄ（実行） Ｃ（評価）



第７期　高知県保健医療計画　記載内容

令和３年度の取り組みについて

第７期　高知県保健医療計画　評価調書

評価
項目 薬局の役割

担当
課名 薬務衛生課

目標

・薬局の役割
　　平成27年に「患者のための薬局ビジョン」が策定され、患者本位
の医薬分業の実現に向け、かかりつけ薬剤師・薬局の今後のめざ
すべき姿が明確化

・ポリファーマシー等による重複投薬、残薬等を未然に防止するた
め、薬歴管理を一元的に行い、服薬指導を行う「かかりつけ薬局」を
持つことが重要
・在宅医療サービスの提供においては、入退院時の薬薬連携の強
化、また訪問看護ステーション等の多職種連携の強化が重要

・関係団体との連携により、かかりつけ機能強化のための資質向上
研修の開催
・かかりつけ薬局の意義、有用性に関する県民への普及啓発
・薬薬連携強化のための研修会開催及び入退院調整ルールを踏ま
えた多職種との連携体制の整備

・健康サポート薬局制度の開始
　　地域包括ケアシステムの一翼を担う地域の拠点薬局として「健康
サポート薬局」が位置づけられた
　　当県では平成26年より健康サポート機能をもつ薬局を「高知家健
康づくり支援薬局」として認定。

・健康サポート薬局は日常生活圏域ごとに整備が必要
・健康サポート薬局を拠点とする、地域の薬局が連携してかかりつけ
機能や健康サポート機能を発揮する体制整備が必要

・「高知家健康づくり支援薬局」の整備を進める
・地域の実情を踏まえた薬局間の連携をを進め、地域ごとにかかり
つけ機能や健康サポート機能を発揮できる体制を整備

・お薬手帳の普及（平成29年高知県薬剤師会調査）
　お薬手帳を「知っている」；99.1%
　お薬手帳を「持っている」；85.1%

・重複投薬や薬剤の相互作用による副作用を未然に防止するため、
お薬手帳をもつことと、一冊に集約することが重要であり、その正し
い使用方法の周知が必要
・家族等の複数人の服薬情報が入力できること、また災害時におい
て活用が期待できる電子版お薬手帳の普及啓発強化が必要

・お薬手帳の有用性について、普及啓発を強化するとともに、正しい
利用の定着を図る。

Ａ（改善）

課題 今後の対策

・高知家健康づくり支援薬局等を中心とした県民の健康づくりのサ
ポート体制の構築
　　・糖尿病重症化予防の取組の実施
　　・薬局、薬剤師に対する健康づくり関連情報の提供や研修等の
実施
　　・多職種との連携体制の強化

○糖尿病重症化予防の取組
・薬局店頭での糖尿病薬の服薬中断を防ぐ取組の実施
○薬局、薬剤師に対する健康づくり関連情報の提供や研修等の実施
・高知家健康づくり支援薬局を通じた県民への健康情報の提供（１０回）
・フレイル研修会（１回）
○多職種との連携体制の強化
・在宅訪問可能薬剤師の育成のための指導薬剤師研修会（１回）
・地域単位での在宅訪問薬剤師研修会、多職種との連携検討会

・薬局間連携体制の強化
・地域活動強化システムの活用拡大

○薬局間連携体制の構築、強化
・薬局間連携表の作成、更新
・令和3年8月よりスタートした薬局認定制度の周知
○地域活動強化システムの活用
・薬剤師、市町村等登録者数　４４５件（R3.9末現在）
・県福祉保健所へのID付与による地域情報の共有開始

・薬薬連携シートの取組の拡充
・地域で運用している連携ツールの共通化

〇薬局薬剤師と病院薬剤師との協議、研修会等の開催
・薬薬連携推進検討会の開催（２回）
・薬薬連携研修会（2回）
・地区ごとの薬薬連携検討会
・保健所単位でのワーキング開催

現状 課題 対策
項目 目標設定時

直近値
（計画評価時）

目標
（平成35年度）

Ｐ(計画） Ｄ（実行） Ｃ（評価）



第７期　高知県保健医療計画　記載内容

令和２年度の取り組みについて

第７期　高知県保健医療計画　評価調書

評価
項目 歯科保健医療

担当
課名 健康長寿政策課

目標

歯科保健推進体制の構築 市町村や関係機関と連携した歯と口の健康づくりの一層の推進 県に高知県歯と口の健康づくり推進協議会、福祉保健所ごとに歯科保健地域連絡会
を設置し、施策の実施状況の評価・検討、進捗管理、関係者間の連携及び協働の推
進を行う

かかりつけ歯科医の普及 かかりつけ歯科医の普及 かかりつけ歯科医の重要性と必要性について啓発を行う

訪問歯科医療について 在宅歯科医療を支える医療機関や介護事業所等との連携を含めた医療体制の構築
口腔ケア等を担う歯科衛生士のマンパワーの充実

訪問歯科医療のための人材育成、環境整備及び啓発を行う

年代や対象別の歯科保健医療
（１）妊娠期・胎児期

むし歯や歯周病予防のため、妊娠の可能性がある女性や妊婦への歯科疾患対策の
推進が必要

・歯科医師会や市町村などと連携して、思春期から、母体の健康状態の重要性や子
どもの歯科保健の重要性についての啓発を行う
・市町村と連携して、妊婦歯科健診の実施等により妊娠期の歯周病予防の重要性を
啓発を行う

一人平均むし歯数
３歳

12歳（永久歯）
17歳（永久歯）

0.6本（H26年度歯科健康診査）
1.1本（H26年度高知県学校歯科

保健調査）
3.1本（H26年度高知県学校歯科

保健調査）

0.4本（R2年度歯科健康調査）
0.68本（R2年度高知県学校歯科

保健調査）
2.14本（R2年度高知県学校歯科

保健調査）

0.4本以下
0.5本以下
1.5本以下

歯肉炎り患率
12歳
17歳

25.4%（H26年度高知県学校歯科
保健調査）

25.2%（H26年度高知県学校歯科
保健調査）

27.0%（R2年度高知県学校歯科保
健調査）

23.5%  (R2年度高知県学校歯科
保健調査）

20%以下
20%以下

（３）成人 ・年齢が上がるほど歯周病の罹患率が上がる
・40歳代後半から一人平均喪失歯数が急増する

・フッ素入り歯磨剤の利用、口腔清掃の定着を図る
・歯周病予防の重要性や歯科健診に基づいた精密検査、予防処置及び定期的な受
診の必要性を啓発する
・歯科医師会等と連携し、歯科保健従事者に対する人材育成研修の実施、歯周病検
診の実施市町村の増加を促進する

20歳代における歯肉に炎症所見
を有する者の割合

74.2%（H27年度高知県歯と口の
健康づくり実態調査）

62.1%（R2年度高知県歯と口の健
康づくり実態調査）

70%以下

40歳代で進行した歯周病（4mm以
上の歯周ポケットあり）にり患して
いる者の割合

－
68.7%（R2年度高知県歯と口の健

康づくり実態調査）
25%以下

60歳で自分の歯を24本以上有す
る人の割合

72.8%（H27年度高知県歯と口の
健康づくり実態調査）

70.1%（R2年度高知県歯と口の健
康づくり実態調査）

80%以上

（４）高齢者 歯の喪失本数が多くなり、摂食・咀嚼・嚥下機能のほか全身的な身体機能の低下によ
り、様々な問題が起きやすくなる

・歯科医療関係者に対し、全身疾患との関連などで複雑・多様化する最新の歯科医療
と救急対応についての研修や講習会を開催し歯科医療水準の向上を図る
・歯科医師会や歯科衛生士会等と連携し、介護予防に従事する職員に対して、口腔
機能の向上や口腔ケアの必要性について普及啓発を行う

80歳で自分の歯を20本以上有す
る人の割合

59.3%（H27年度高知県歯と口の
健康づくり実態調査）

56.7%（R2年度高知県歯と口の健
康づくり実態調査）

60%以上

（５）障害児（者）、要介護者 歯科疾患が重症化しやすく、また、必要な歯科保健サービスや歯科医療が本人や介
護者などに認識されにくい

・歯科医師会等と連携し、障害者・高齢者通所及び入所施設を対象に、利用者への歯
科健診の及び職員への口腔ケア・食事介助指導を推進する
・在宅歯科医療に関わる多職種間の連携を促進する
・関係団体と連携し、介護職員に対して在宅歯科医療の必要性の啓発を行う、歯科医
療従事者等に対して研修を実施する

（６）へき地 通院が困難なため、必要な歯科医療を受けにくい 無歯科医地区への訪問が可能な歯科医院を増やすとともに、離島歯科診療班を定期
的に派遣する体制づくりを推進する

（７）休日歯科診療 地域や時間が限られているため受診困難な場合がある

（８）災害時 歯科保健医療に必要な人員の不足、医療施設の機能不全 ・災害時に対応できる歯科保健・医療に関する研修などを実施し、人材の育成を行う
・歯科医師会などと連携し、災害時にも対応できる携帯用歯科医療機器の整備を行う

Ａ（改善）

課題 今後の対策

むし歯・歯肉炎予防対策の推進（フッ化物洗口等の普及拡大） ・フッ化物洗口開始支援・既にフッ化物洗口を実施している施設へのフォロー
・歯肉炎予防のためブラッシングの重要性を周知

フッ化物洗口実施率は64.1％と増加。一人平均むし歯数は減少傾向 フッ化物洗口実施率は増加傾向にあるが、実施率には地域格差が
ある。

・実施率の低い市町村への働きかけを継続
・洗口を実施している施設においても手順等のフォローアップを継続

歯周病予防の推進・かかりつけの歯科医の普及 ・歯周病予防の啓発事業を実施（テレビCM放映：計85本）
・歯周疾患健診の実施調整及び未実施市町村への働きかけ

・CMやポスターを通して県民に広く歯周病予防の重要性についての意識を啓発でき
た。
・妊婦歯科健診、成人歯科健診を実施する市町村が増加（妊婦　R1:27市町村→R2: 
31市町村、成人　R1:30市町村→R2:32市町村）

定期的な歯科健診受診者は増加傾向であるが、引き続き県民へ歯
周病と全身疾患との関係を啓発が必要

・早期発見早期治療の重要性啓発を継続

訪問歯科医療の充実 ・在宅歯科連携室による訪問歯科診療の相談・調整対応
・歯科医師等を対象とした人材育成研修会を５回開催予定

訪問歯科医療従事者の知識及び技術の向上を図ることができた。 歯科医療従事者の在宅歯科医療への専門知識及び専門技術の向
上が必要

研修会を継続

歯科医療安全管理体制の推進 人材育成研修会の開催（歯科医師等209人参加） 多くの歯科医療従事者が参加し、安全管理意識の向上を図ることができた。 院内における感染予防や安全に係る処置等の対応能力の向上が
必要

研修会を継続

離島歯科診療班の派遣 ・離島歯科診療班の派遣（2回）
・事業検討会の開催（1回）

診療班による歯科診療が行えている。 島民人口は減少しているが、高齢化によりニーズが高い住民が存在 診療のみならず歯科指導の機会として歯科診療班派遣を継続

現状 課題 対策
項目 目標設定時

直近値
（計画評価時）

目標
（平成35年度）

定期的に歯科健診を受けている
人の割合

53.5%
(H27年度高知県歯と口の健康づ

くり実態調査）

62.4%
(R2年度高知県歯と口の健康づく

り実態調査）
65%以上

（２）乳幼児期から学齢期 ・全年齢でむし歯数は減少傾向にあるが、全国平均と比べると高い状況
・歯肉炎り患率は、全年齢でほぼ横ばい傾向

・効果的なむし歯予防法として、フッ素入り歯磨剤の使用やフッ素塗布、フッ素洗口な
どのフッ素応用を推進する
・歯肉炎予防に直接結びつく歯磨きや歯間部清掃用具の使用について啓発を行う
・子どもの頃からの良好な生活習慣の定着のため、副読本を活用しての学校での健
康教育を推進する

Ｐ(計画） Ｄ（実行） Ｃ（評価）



第７期　高知県保健医療計画　記載内容

令和３年度の取り組みについて

第７期　高知県保健医療計画　評価調書

評価
項目 歯科保健医療

担当
課名 健康長寿政策課

目標

歯科保健推進体制の構築 市町村や関係機関と連携した歯と口の健康づくりの一層の推進 県に高知県歯と口の健康づくり推進協議会、福祉保健所ごとに歯科保健地域連絡会
を設置し、施策の実施状況の評価・検討、進捗管理、関係者間の連携及び協働の推
進を行う

かかりつけ歯科医の普及 かかりつけ歯科医の普及 かかりつけ歯科医の重要性と必要性について啓発を行う

訪問歯科医療について 在宅歯科医療を支える医療機関や介護事業所等との連携を含めた医療体制の構築
口腔ケア等を担う歯科衛生士のマンパワーの充実

訪問歯科医療のための人材育成、環境整備及び啓発を行う

年代や対象別の歯科保健医療
（１）妊娠期・胎児期

むし歯や歯周病予防のため、妊娠の可能性がある女性や妊婦への歯科疾患対策の
推進が必要

・歯科医師会や市町村などと連携して、思春期から、母体の健康状態の重要性や子
どもの歯科保健の重要性についての啓発を行う
・市町村と連携して、妊婦歯科健診の実施等により妊娠期の歯周病予防の重要性を
啓発を行う

一人平均むし歯数
３歳

12歳（永久歯）
17歳（永久歯）

0.6本（H26年度歯科健康診査）
1.1本（H26年度高知県学校歯科

保健調査）
3.1本（H26年度高知県学校歯科

保健調査）

0.4本（R2年度歯科健康調査）
0.68本（R2年度高知県学校歯科

保健調査）
2.14本（R2年度高知県学校歯科

保健調査）

0.4本以下
0.5本以下
1.5本以下

歯肉炎り患率
12歳
17歳

25.4%（H26年度高知県学校歯科
保健調査）

25.2%（H26年度高知県学校歯科
保健調査）

27.0%（R2年度高知県学校歯科保
健調査）

23.5%  (R2年度高知県学校歯科
保健調査）

20%以下
20%以下

（３）成人 ・年齢が上がるほど歯周病の罹患率が上がる
・40歳代後半から一人平均喪失歯数が急増する

・フッ素入り歯磨剤の利用、口腔清掃の定着を図る
・歯周病予防の重要性や歯科健診に基づいた精密検査、予防処置及び定期的な受
診の必要性を啓発する
・歯科医師会等と連携し、歯科保健従事者に対する人材育成研修の実施、歯周病検
診の実施市町村の増加を促進する

20歳代における歯肉に炎症所見
を有する者の割合

74.2%（H27年度高知県歯と口の
健康づくり実態調査）

62.1%（R2年度高知県歯と口の健
康づくり実態調査）

70%以下

40歳代で進行した歯周病（4mm以
上の歯周ポケットあり）にり患して
いる者の割合

－
68.7%（R2年度高知県歯と口の健

康づくり実態調査）
25%以下

60歳で自分の歯を24本以上有す
る人の割合

72.8%（H27年度高知県歯と口の
健康づくり実態調査）

70.1%（R2年度高知県歯と口の健
康づくり実態調査）

80%以上

（４）高齢者 歯の喪失本数が多くなり、摂食・咀嚼・嚥下機能のほか全身的な身体機能の低下によ
り、様々な問題が起きやすくなる

・歯科医療関係者に対し、全身疾患との関連などで複雑・多様化する最新の歯科医療
と救急対応についての研修や講習会を開催し歯科医療水準の向上を図る
・歯科医師会や歯科衛生士会等と連携し、介護予防に従事する職員に対して、口腔
機能の向上や口腔ケアの必要性について普及啓発を行う

80歳で自分の歯を20本以上有す
る人の割合

59.3%（H27年度高知県歯と口の
健康づくり実態調査）

56.7%（R2年度高知県歯と口の健
康づくり実態調査）

60%以上

（５）障害児（者）、要介護者 歯科疾患が重症化しやすく、また、必要な歯科保健サービスや歯科医療が本人や介
護者などに認識されにくい

・歯科医師会等と連携し、障害者・高齢者通所及び入所施設を対象に、利用者への歯
科健診の及び職員への口腔ケア・食事介助指導を推進する
・在宅歯科医療に関わる多職種間の連携を促進する
・関係団体と連携し、介護職員に対して在宅歯科医療の必要性の啓発を行う、歯科医
療従事者等に対して研修を実施する

（６）へき地 通院が困難なため、必要な歯科医療を受けにくい 無歯科医地区への訪問が可能な歯科医院を増やすとともに、離島歯科診療班を定期
的に派遣する体制づくりを推進する

（７）休日歯科診療 地域や時間が限られているため受診困難な場合がある

（８）災害時 歯科保健医療に必要な人員の不足、医療施設の機能不全 ・災害時に対応できる歯科保健・医療に関する研修などを実施し、人材の育成を行う
・歯科医師会などと連携し、災害時にも対応できる携帯用歯科医療機器の整備を行う

Ａ（改善）

課題 今後の対策

むし歯・歯肉炎予防対策の推進（フッ化物洗口等の普及拡大） ・フッ化物洗口開始支援・既にフッ化物洗口を実施している施設へのフォロー
・歯肉炎予防のためブラッシングの重要性を周知

歯周病予防の推進・かかりつけの歯科医の普及 ・歯周病予防の啓発事業を実施予定

訪問歯科医療の充実 ・在宅歯科連携室による訪問歯科診療の相談・調整対応
・歯科医師等を対象とした人材育成研修会を５回開催予定

歯科医療安全管理体制の推進 ・人材育成研修会を２回開催予定

離島歯科診療班の派遣 ・離島歯科診療班の派遣（2回）
・事業検討会の開催（1回）

現状 課題 対策
項目 目標設定時

直近値
（計画評価時）

目標
（平成35年度）

定期的に歯科健診を受けている
人の割合

53.5%
(H27年度高知県歯と口の健康づ

くり実態調査）

62.4%
(R2年度高知県歯と口の健康づく

り実態調査）
65%以上

（２）乳幼児期から学齢期 ・全年齢でむし歯数は減少傾向にあるが、全国平均と比べると高い状況
・歯肉炎り患率は、全年齢でほぼ横ばい傾向

・効果的なむし歯予防法として、フッ素入り歯磨剤の使用やフッ素塗布、フッ素洗口な
どのフッ素応用を推進する
・歯肉炎予防に直接結びつく歯磨きや歯間部清掃用具の使用について啓発を行う
・子どもの頃からの良好な生活習慣の定着のため、副読本を活用しての学校での健
康教育を推進する

Ｐ(計画） Ｄ（実行） Ｃ（評価）



第７期　高知県保健医療計画　記載内容
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第７期　高知県保健医療計画　評価調書

評価
項目 臓器等移植

担当
課名 医療政策課

目標

第１　臓器移植
１　腎移植希望登録者数などの推移
　　法改正後も、県内での腎臓提供者数及び移植例数は、
増加していない。

脳死下、心停止下の臓器提供者数が増えない。 情報提供を行う医療関係者の理解と資質の向上、医療機
関の体制整備の支援を行う。

２　臓器移植の推進体制
　・高知県腎バンク協会に県の移植コーディネーター（Co）
を1名配置
　・病院内の臓器提供に関する体制整備を行う院内Co（県
　　知事の委嘱）に対する研修実施による支援や情報提供
　・臓器移植希望者などからの相談や支援
　・NPO法人高知アイバンクの活動

医療機関に対する普及啓発及び院内Coの育成 院内Co育成のための研修会の開催

３　県内の医療提供施設
　　脳死下臓器提供施設：高知赤十字病院、高知医療セン
　　　　　　　　　　　　　　　　ター、高知大学医学部附属病
　　　　　　　　　　　　　　　　院、近森病院
　　移植実施施設：高知医療センター、高知大学医学部附
　　　　　　　　　　　 属病院

４　県民の意識と献眼の状況
　　何らかの形で意思表示している者の割合は2割程度に
　留まっている。
　　献眼登録者数及び献眼者数ともに増えていない。

臓器提供について、意思表示している者の割合が低い。
献眼者や家族の理解を深める。

県民への臓器移植に対する普及啓発
・街頭キャンペーンや講演会を開催し県民に正しい知識を
伝え、啓発を行う。
・保険証、運転免許証や個人番号カードに意思表示欄が
あることや、インターネットによる臓器提供意思登録制度を
周知する。

第２　骨髄移植、末梢血関細胞移植について
１　骨髄移植ドナー登録者及び移植希望者と認定施設
　　献血ルーム（ハートピアやまもも）での登録及び量販店
　等で実施
　　ドナー登録会等での説明及び登録
　　移植手術が可能な施設：高知大学医学部附属病院

骨髄バンクドナー登録者数の確保 高知県骨髄バンク推進協議会、日本骨髄バンク等と連携
し、県民に対してイベント活動等を通じて普及啓発活動を
行うとともに、ドナー登録会の開催支援を行う。

ドナー候補者を支援するためのドナー助成制度を策定し、
ドナーへの補助を行った市町村へ支援を行う。

Ａ（改善）

課題 今後の対策

【臓器移植】
県民に対する啓発活動の強化、院内Ｃｏの育成

（１）高知県腎バンク協会への活動支援
①高知県腎バンク協会が実施する普及啓発事業、臓器移
植コーディネーター設置事業へ補助する。
②高知県腎バンク協会が実施する臓器移植の院内体制
整備支援活動、コーディネートに関する効率的なノウハウ
の蓄積、県民への普及啓発活動を支援する。

（２）県民の理解を深めるための普及啓発
　移植医療について正しく理解をしてもらうための普及啓
発活動を行う。

（１）
①腎バンク協会に対し臓器移植対策事業費補助金を交付
した。 （第３四半期分まで：7,246千円）
（普及啓発事業）
・移植医療関係団体と連携した啓発の実施
　　グッズ配布等による啓発活動
・推進月間におけるグリーンライトアップ事業
（臓器移植コーディネーター設置事業）
・県の移植Ｃｏ設置 　常勤1名
・県内市町村への訪問活動等
②腎バンク協会への活動支援
・成人式での意思表示説明用リーフレットの配布予定（31
市町村）
・各団体の啓発イベント等において普及啓発活動を行っ
た。

（１）
①
（普及啓発事業）
・運転免許センター、高知県スポーツ振興財団等に啓発資
材を設置・配布してもらうことで、県民に対する普及啓発の
場の拡大に繋げた。
・デジタルサイネージ（道路沿いに設置されている大型ビ
ジョン）を活用して県民へ普及啓発を行った。
・10月の臓器移植普及推進月間の活動として、高知城等
を移植医療のシンボルカラーの緑色にライトアップすること
で、より多くの方に臓器移植普及推進月間をPRでき、移植
医療について考えてもらう機会の一つとなった。
（臓器移植コーディネーター設置事業）
・院内Co研修会を開催し、各施設の院内Coの研修の場を
設け、移植に関する情報共有ができた。
②腎バンク協会への活動支援
・県ホームページやマスコミ等を利用して普及啓発を行っ
た。
（２）
・県内31市町村に啓発用のリーフレット送付し、新成人に
臓器移植の啓発ができた。（3,796部配布）
・各団体の啓発イベント等に参加して普及啓発活動を行
い、県民へ周知した。

県Co.の育成

院内Coの確保と院内Coの活動しやすい環境
づくり

効果的な普及啓発活動の実施、コーディネート
に関する効率的なノウハウの蓄積の支援

院内体制の整備のため、脳死下臓器提供施
設、移植実施施設の院内教育の場で、県Co.
によるフォローができる体制をつくる。

【骨髄移植・末梢血幹細胞移植】
（１）日本骨髄バンク、高知県骨髄バンク推進協議会と連
携した骨髄等移植の普及啓発活動を行う。
・骨髄提供に関する啓発イベントへの参加及び高知県骨
髄バンク推進協議会が取り組むドナー登録会への参加
・ドナー登録可能施設のPR（イベント会場及び施設の広
報）
（２）骨髄提供について正しく理解をしてもらうための普及
啓発
（３）市町村が実施するドナー助成制度に対する支援

（１）普及啓発及びドナー登録者確保の取り組み支援
・集団登録会（コロナウイルスの影響により中止）
・県のホームページやマスコミ等を活用した登録会場の広
報
　（テレビ、ポスター、チラシ）
（２）
・高知県骨髄バンク推進月間における普及啓発活動
　　（テレビ、ポスター、チラシ）
・県内高校卒業生、看護専門学校入学生へのチラシ配布
（３）市町村が実施するドナー助成制度に対する補助1件

・今年度新たに骨髄ドナー助成制度を導入した市町村４市
町
・県が補助し、市町村が実施するドナー助成制度を利用し
て１名が骨髄を提供した。

更なるドナー登録者の確保
・若者も多く通る大手量販店で登録会を開催し
ているが、若年層の登録者が少ない。
・令和２年度以降骨髄ドナー登録会が新型コロ
ナウイルスの影響により、予定されていた登録
会が全て中止となっている。
・全国で骨髄ドナー助成制度を導入する市町
村は増加しており、高知県では、１6市町が制
度導入済み。（県内対象人口82.7％）

市町村の骨髄ドナー助成制度の導入推進及
び制度支援を行う。

現状 課題 対策
項目 目標設定時

直近値
（計画評価時）

目標
（平成35年度）

Ｐ(計画） Ｄ（実行） Ｃ（評価）
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評価
項目 臓器等移植

担当
課名 医療政策課

目標

第１　臓器移植
１　腎移植希望登録者数などの推移
　　法改正後も、県内での腎臓提供者数及び移植例数は、
増加していない。

脳死下、心停止下の臓器提供者数が増えない。 情報提供を行う医療関係者の理解と資質の向上、医療機
関の体制整備の支援を行う。

２　臓器移植の推進体制
　・高知県腎バンク協会に県の移植コーディネーター（Co）
を1名配置
　・病院内の臓器提供に関する体制整備を行う院内Co（県
　　知事の委嘱）に対する研修実施による支援や情報提供
　・臓器移植希望者などからの相談や支援
　・NPO法人高知アイバンクの活動

医療機関に対する普及啓発及び院内Coの育成 院内Co育成のための研修会の開催

３　県内の医療提供施設
　　脳死下臓器提供施設：高知赤十字病院、高知医療セン
　　　　　　　　　　　　　　　　ター、高知大学医学部附属病
　　　　　　　　　　　　　　　　院、近森病院
　　移植実施施設：高知医療センター、高知大学医学部附
　　　　　　　　　　　 属病院

４　県民の意識と献眼の状況
　　何らかの形で意思表示している者の割合は2割程度に
　留まっている。
　　献眼登録者数及び献眼者数ともに増えていない。

臓器提供について、意思表示している者の割合が低い。
献眼者や家族の理解を深める。

県民への臓器移植に対する普及啓発
・街頭キャンペーンや講演会を開催し県民に正しい知識を
伝え、啓発を行う。
・保険証、運転免許証や個人番号カードに意思表示欄が
あることや、インターネットによる臓器提供意思登録制度を
周知する。

第２　骨髄移植、末梢血関細胞移植について
１　骨髄移植ドナー登録者及び移植希望者と認定施設
　　献血ルーム（ハートピアやまもも）での登録及び量販店
　等で実施
　　ドナー登録会等での説明及び登録
　　移植手術が可能な施設：高知大学医学部附属病院

骨髄バンクドナー登録者数の確保 高知県骨髄バンク推進協議会、日本骨髄バンク等と連携
し、県民に対してイベント活動等を通じて普及啓発活動を
行うとともに、ドナー登録会の開催支援を行う。

ドナー候補者を支援するためのドナー助成制度を策定し、
ドナーへの補助を行った市町村へ支援を行う。

Ａ（改善）

課題 今後の対策

【臓器移植】
県民に対する啓発活動の強化、院内Ｃｏの育成

（１）高知県腎バンク協会への活動支援
①高知県腎バンク協会が実施する普及啓発事業、臓器移
植コーディネーター設置事業へ補助する。
②高知県腎バンク協会が実施する臓器移植の院内体制
整備支援活動、コーディネートに関する効率的なノウハウ
の蓄積、県民への普及啓発活動を支援する。

（２）県民の理解を深めるための普及啓発
　移植医療について正しく理解をしてもらうための普及啓
発活動を行う。

（１）
①腎バンク協会に対し臓器移植対策事業費補助金を交付
した。 （第３四半期分まで：7,246千円）
（普及啓発事業）
・移植医療関係団体と連携した啓発の実施
　　グッズ配布等による啓発活動
・推進月間におけるグリーンライトアップ事業
（臓器移植コーディネーター設置事業）
・県の移植Ｃｏ設置 　常勤1名
・県内市町村への訪問活動等
②腎バンク協会への活動支援
・成人式での意思表示説明用リーフレットの配布予定（R2
年度は 31市町村）
・各団体の啓発イベント等において普及啓発活動を行っ
た。

【骨髄移植・末梢血幹細胞移植】
（１）日本骨髄バンク、高知県骨髄バンク推進協議会と連携
した骨髄等移植の普及啓発活動を行う。
・骨髄提供に関する啓発イベントへの参加及び高知県骨
髄バンク推進協議会が取り組むドナー登録会への参加
・ドナー登録可能施設のPR（イベント会場及び施設の広
報）
（２）骨髄提供について正しく理解をしてもらうための普及
啓発
（３）市町村が実施するドナー助成制度に対する支援

（１）普及啓発及びドナー登録者確保の取り組み支援
・集団登録会（コロナウイルスの影響により中止）
・県のホームページやマスコミ等を活用した登録会場の広
報
　（テレビ、ポスター、チラシ）
（２）
・高知県骨髄バンク推進月間における普及啓発活動
　　（テレビ、ポスター、チラシ）
・県内高校卒業生、看護専門学校入学生へのチラシ配布
（３）市町村が実施するドナー助成制度に対する補助1件予
定あり

現状 課題 対策
項目 目標設定時

直近値
（計画評価時）

目標
（平成35年度）

Ｐ(計画） Ｄ（実行） Ｃ（評価）



第７期　高知県保健医療計画　記載内容

第７期　高知県保健医療計画　評価調書

評価
項目 難病

担当
課名 健康対策課

目標

１　医療費の助成制度の周知と適正な運用
・特定医療費（指定難病）の331疾患を公費負担医療給付の対
象とし、医療費の一部を公費負担している。
・今後も疾病数の増加が見込まれている。

１　医療費の助成制度の周知と適正な運用
・指定疾病数の増加に伴い、医療関係者等による申請勧奨漏
れが生じないための、特定医療費制度の周知・広報
・臨床調査個人票の記載方法や医療費助成の適応範囲など、
更なる制度の周知

１　医療費の助成制度の周知と適正な運用
①特定医療費制度の周知・広報
②難病指定医への制度の最新状況について情報提供

２　難病医療ネットワークの連携推進
・入院施設の確保を容易にするため、神経・筋疾患分野でネッ
トワークを構築している。（拠点病院1施設、基幹協力病院6施
設、一般協力病院・診療所26施設）
・難病の指定医療機関が中央部に多く、疾患によっては診療で
きる指定医療機関や指定医が少ない地域がある。
・看護師を対象とした重症神経難病患者への看護の実務研修
院として環境が整っている病院が少なく、南国病院だけでの実
施となっている。
・難病診療連携コーディネーターが医療従事者、介護従事者等
関係者からの難病医療に関する相談、調整等を行っている。

２　難病医療ネットワークの連携推進
・分野ごとの診断・診療できる医療機関の見える化
・診断・治療を行う専門医療機関と地域のかかりつけ医の病診
連携等の充実

２　難病医療ネットワークの連携推進
①分野ごとの診断・診療できる医療機関の情報公開に向けた
検討
②分野ごとの拠点病院の確保、役割の明確化

３　在宅療養を支える保健・医療・福祉の体制
・専門医の診察を受けることが困難な地域では、訪問診療（診
察）を行うなど、地域の主治医等と連携して在宅療養生活を支
援している。
・地域の実情に応じた難病患者への支援について協議が行え
るように難病対策地域協議会を設置している。
・適切なサービス提供に必要な知識・技能を有する訪問介護員
の養成を図るために、ホームヘルパー養成研修を実施してい
る。

３　在宅療養を支える保健・医療・福祉の体制の充実
・指定疾病数や患者の増加に伴い、在宅療養を支える関係職
種の養成、関係者間の情報共有や支援体制の充実
・救急搬送時の連絡体制や患者情報の共有など連携の充実

３　在宅療養を支える保健・医療・福祉の体制の充実
①医療介護従事者研修等の継続
②県及び福祉保健所毎における難病対策地域協議会での検
討
③保健・医療・福祉の関係者と家族との平時からの連携の充
実
④在宅難病患者一時入院事業の実施

４　相談・支援体制
・福祉保健所・保健所で難病患者やその家族の相談や支援を
行っている。
・こうち難病相談支援センターに保健師等の専門職を難病支援
専門員として配し、難病の患者家族であるピアサポーターによ
る相談できる体制としている。
・こうち難病相談支援センターにおいて、医療学習会、交流会
やサロンを開催し、患者同士の交流や就労、学びを支援してい
る。

４　相談・支援体制の整備
・外出が困難な難病患者への相談対応。

４　相談・支援体制の整備
①ピアサポーターによる相談の周知や交流の充実
②難病支援専門員、難病診療連携コーディネーターの人材育
成
③難病支援専門員、難病診療連携コーディネーターと福祉保
健所等関係機関との連携

現状 課題 対策
項目 目標設定時

直近値
（計画評価時）

目標
（平成35年度）



令和２年度の取り組みについて

Ａ（改善）

課題 今後の対策

１　医療費の助成制度の周知と適正な運用
①特定医療費制度の周知・広報
②難病指定医への制度の最新状況について情報提供

１　医療費の助成制度の周知と適正な運用
①特定医療費制度の周知・広報
　申請窓口での説明及び制度の詳細を記したリーフレットを受給者証交付時
に同封し、周知を行った。
②難病指定医への制度の最新状況について情報提供
　特定医療費制度のリーフレット（最新版）を作成し、難病指定医と医療機関に
送付した。

１　医療費の助成制度の周知と適正な運用
①特定医療費制度の周知・広報
　受給者証の記載事項変更等があった際、円滑に手続きを進めることができ
た。
②難病指定医への制度の最新状況について情報提供
　リーフレットを活用した患者への情報提供に役立てられている。

・医療関係者等による申請勧奨漏れが
生じないための、特定医療費制度の周
知・広報
・臨床調査個人票の記載方法や医療費
助成の適応範囲など、更なる制度の周
知

年度当初のリーフレット配布時や受給者
証更新時など、医療機関に対して引き続
き制度に関する周知を行っていく。

２　難病医療ネットワークの連携推進
①免疫分野の診断・診療できる医療機関の情報公開に向けた検討
②免疫分野の拠点病院（神経・筋、免疫）の役割の明確化

２　難病医療ネットワークの連携推進
①免疫分野の診断・診療ができる医療機関の情報公開に向けた検討
 　免疫分野の拠点病院である国立高知病院と情報公開に向けて検討予定。
②免疫分野の拠点病院の役割の明確化
 　現在、指定しているそれぞれの拠点病院において役割の明確化を行う予
定。

２　難病医療ネットワークの連携推進
①免疫分野の診断・診療ができる医療機関の情報公開に向けた検討

②免疫分野の拠点病院の役割の明確化

・情報公開に向けた具体的な検討が不
十分

・情報公開に向け、ホームページを整備
していく

３　在宅療養を支える保健・医療・福祉の体制の充実
①医療介護従事者研修等の継続
②各福祉保健所、保健所における難病対策地域協議会での検討
③保健・医療・福祉の関係者と家族との平時からの連携の充実
④在宅難病患者一時入院事業の実施

３　在宅療養を支える保健・医療・福祉の体制の充実
①医療介護従事者研修等の継続
　研修テーマについて疾病をしぼる等の工夫をし、難病患者のケアにあたる関
係者が難病のケアについて理解を深められる研修を３月に実施予定。
　南国病院に委託し、神経難病医療従事者研修を10、11月に実施予定だった
が、新型コロナウイルス感染症の状況を考慮して中止とした。
　高知介護労働安定センターに委託し、難病患者等ホームヘルパー養成研修
を11月に実施予定。
②各福祉保健所、保健所における難病対策地域協議会での検討
　地域の課題の共有及び支援体制の構築に向けた検討の場とし実施予定。
③保健・医療・福祉の関係者と家族との平時からの連携の充実
　緊急時の対応が必要となる難病患者に対し、平時から保健・医療・福祉の関
係者及び家族と災害時の個別支援計画を作成するなど情報共有の実施。
④在宅難病患者一時入院事業の実施
　実施要綱を制定し、１医療機関と契約済み。今後、実施医療機関の拡大に
向け医療機関へ働きかける予定。

３　在宅療養を支える保健・医療・福祉の体制の充実
①医療介護従事者研修等の継続
　神経難病医療従事者研修は、新型コロナウイルス感染症の影響により中止
としたが、研修希望が多くある。
　研修等の継続により、県内の難病患者の療養生活を支える体制整備が推進
されている。

②各福祉保健所、保健所における難病対策地域協議会での検討
　新型コロナウイルス感染症の影響により未実施となった福祉保健所もあった
が、地域の難病患者に対する支援体制の構築のためにも各圏域における課
題等に応じた検討が今後も必要。

③保健・医療・福祉の関係者と家族との平時からの連携の充実
　緊急時の対応が必要となる難病患者ひとり一人に対し、各関係機関連携に
よる関係づくりが推進され始めている。

④在宅難病患者一時入院事業の実施
　昨年度に１医療機関と契約済み。年１回の難病医療提供体制整備事業登録
医療機関調査において、入院受入についての意見を聴取。

・受講可能人数が限られている研修が
ある。

・難病対策地域協議会を実施できていな
い福祉保健所もあり、情報共有や支援
体制の検討が十分でない地域もある。

・在宅難病患者一時入院事業の実施医
療機関が県内１ヶ所のみに限られてい
る。

・委託先と検討しながら、受講可能人数
の調整を行う。今後も研修の実施を行
い、支援者の人材育成を図っていく。

・県及び福祉保健所・保健所毎の難病
対策地域協議会を活用し、地域課題の
共有及び検討の場とする

・在宅難病患者・家族がより良い療養生
活を送るために、患者等のニーズに応じ
て利用可能医療機関の増加等に向けた
働きかけを行う

４　相談・支援体制の整備
①ピアサポーターによる相談の周知や交流の充実
②難病支援専門員、難病診療連携コーディネーターの人材育成
③難病支援専門員、難病診療連携コーディネーターと福祉保健所等関係機関
との連携

４　相談・支援体制の整備
①ピアサポーターによる相談の周知や交流の充実
　年間スケジュールを難病相談支援センターの登録患者に送付及びホーム
ページに掲載し、周知。
　ピアサポーター養成研修を実施。（１コース３回、４名修了）
　ピアサポーターフォローアップ研修を実施。(１回、11名)
　ピアサポーターによる相談の実施（10疾患にピアサポーター12名が対応）
②難病支援専門員、難病診療連携コーディネーターの人材育成
　国立保健医療科学院の研修に難病相談支援センター職員が参加予定で
あったが都合により辞退。また、難病診療連携コーディネーターも研修に参加
できるよう予算を確保。
③難病支援専門員、難病診療連携コーディネーターと福祉保健所等関係機関
との連携
　各機関が相談内容や患者・家族の状況等に合わせて、連携をしながら支援
をしている。

①ピアサポーターによる相談の周知や交流の充実
　・同じ疾患のピアサポーターへの相談により、気持ちや体験の共有ができて
いる一方で、相談を受けられる疾患が限られている。

②難病支援専門員、難病診療連携コーディネーターの人材育成
　・相談支援技術向上のため、研修等に参加し、難病患者の状態に合わせた
柔軟な対応ができている。また、月１回の定例会等により、事例の振り返り等
も行うことができた。

③難病支援専門員、難病診療連携コーディネーターと福祉保健所等関係機関
との連携
　・相談内容に応じて、情報共有等しながら連携を行うことができている
　・福祉保健所で実施している難病対策地域検討会等に出席することで、地域
の支援者との関係づくりを行っている。

・ピアサポーターが対応できる疾患が限
られている。

・専門性・個別性が高いため、継続した
スキルアップが必要。

・新型コロナウイルス感染症の影響もあ
り地域に積極的に入ることができなかっ
たため、地域の医療機関や地域の支援
者とのつながりが十分ではなかった事例
もあった。

・ピアサポーター養成研修修了者の活
動促進及び対象疾患のピアサポーター
がいない場合は、患者本人の希望を聞
き、交流会等への参加を促していく等の
方法を本人の希望を聞きながら取る

・外部研修への積極的な参加及び定例
会等における定期的な振り返りの実施
による相談支援技術等のスキルアップを
行う

・本人が安心して療養生活を継続できる
よう、相談業務等を通して積極的に地域
の支援者とのつながりを持つ

Ｐ(計画） Ｄ（実行） Ｃ（評価）



第７期　高知県保健医療計画　記載内容

令和３年度の取り組みについて

第７期　高知県保健医療計画　評価調書

評価
項目 難病

担当
課名 健康対策課

目標

１　医療費の助成制度の周知と適正な運用
・特定医療費（指定難病）の333疾患を公費負担医療給付
の対象とし、医療費の一部を公費負担している。
・今後も疾病数の増加が見込まれている。

１　医療費の助成制度の周知と適正な運用
・指定疾病数の増加に伴い、医療関係者等による申請勧
奨漏れが生じないための、特定医療費制度の周知・広報
・臨床調査個人票の記載方法や医療費助成の適応範囲
など、更なる制度の周知

１　医療費の助成制度の周知と適正な運用
①特定医療費制度の周知・広報
②難病指定医への制度の最新状況について情報提供

２　難病医療ネットワークの連携推進
・神経・筋疾患分野でネットワークを構築している。
・難病診療連携拠点病院や神経・筋疾患の基幹協力病院
による医療従事者・介護従事者に対する研修の実施及び
診療連携拠点病院による支援者からの難病医療に関す
る相談を随時受け付けを行っている。
・難病の指定医療機関が中央部に多く、疾患によっては
診療できる指定医療機関や指定医が少ない地域がある。

２　難病医療ネットワークの連携推進
・診断・治療を行う専門医療機関と地域のかかりつけ医の
連携等の充実

２　難病医療ネットワークの連携推進
①分野ごとの拠点病院の指定・基幹協力等の登録継続
等による専門的診療が可能な医療機関の確保・情報提供
②難病診療連携コーディネーター等による専門医療機関
とかかりつけ医のスムーズな連携促進

３　在宅療養を支える保健・医療・福祉の体制
・専門医の診察を受けることが困難な地域では、訪問診
療（診察）を行うなど、地域の主治医等と連携して在宅療
養生活を支援している。
・地域の実情に応じた難病患者への支援について協議の
場として、難病対策地域協議会を設置している。
・適切なサービス提供に必要な知識・技能を有する支援
者のスキルアップを目的として、各種研修を実施してい
る。

３　在宅療養を支える保健・医療・福祉の体制の充実
・指定疾病数や患者の増加に伴う、在宅療養を支える関
係職種のスキルアップ。
・関係者間の情報共有や支援体制の充実のための協議

３　在宅療養を支える保健・医療・福祉の体制の充実
①医療介護従事者研修等の継続
②県及び福祉保健所毎における難病対策地域協議会に
おける各圏域の課題の検討
③保健・医療・福祉の関係者と家族との平時からの連携
の充実

４　相談・支援体制
・福祉保健所・保健所で難病患者やその家族の相談や支
援を行っている。
・こうち難病相談支援センターに保健師等の専門職を難
病支援専門員として配置し、難病の患者家族であるピア
サポーターによる相談できる体制がある。
・こうち難病相談支援センターにおいて、医療学習会、交
流会やサロンを開催し、患者同士の交流や就労、学びを
支援している。

４　相談・支援体制の整備
・相談業務従事者のスキルアップ
・難病相談支援センターや難病診療連携コーディネーター
と地域の支援者との連携

４　相談・支援体制の整備
①ピアサポーターによる相談の周知や交流の充実
②難病支援専門員、難病診療連携コーディネーターの人
材育成
③難病支援専門員、難病診療連携コーディネーターと福
祉保健所等関係機関との連携

Ａ（改善）

課題 今後の対策

１　医療費の助成制度の周知と適正な運用
①特定医療費制度の周知・広報
②難病指定医への制度の最新状況について情報提供

１　医療費の助成制度の周知と適正な運用
①特定医療費制度の周知・広報
　申請窓口での説明及び制度の詳細を記したリーフレット
を受給者証交付時に同封し、周知を行った。
②難病指定医への制度の最新状況について情報提供
　特定医療費制度のリーフレット（最新版）を作成し、難病
指定医と医療機関あてに送付した。

２　難病医療ネットワークの連携推進
①分野ごとの拠点病院の指定・基幹協力等の登録継続
等による専門的診療が可能な医療機関の確保・情報提供
②難病診療連携コーディネーター等による専門医療機関
とかかりつけ医のスムーズな連携促進

２　難病医療ネットワークの連携推進
①分野ごとの拠点病院の指定・基幹協力等の登録継続
等による専門的診療が可能な医療機関の確保・情報提供
　ホームページ及び受給者等からの相談受付時に診療・
治療が可能な医療機関の情報提供を行っている
②難病診療連携コーディネーター等による専門医療機関
とかかりつけ医のスムーズな連携促進
　事例や相談受付時に、地域の医療機関や地域の支援
者との連携を図っている

３　在宅療養を支える保健・医療・福祉の体制の充実
①医療介護従事者研修等の継続
②県及び福祉保健所毎における難病対策地域協議にお
ける各圏域の課題の検討
③保健・医療・福祉の関係者と家族との平時からの連携
の充実

３　在宅療養を支える保健・医療・福祉の体制の充実
①医療介護従事者研修等の継続
　医療従事者向けの研修や、神経難病医療従事者（看護
師）向け研修・難病患者を担当しているホームヘルパーの
養成研修を行っている
②県及び福祉保健所毎における難病対策地域協議にお
ける各圏域の課題の検討
　地域の課題の共有及び支援体制の構築に向けた検討
の場よして、協議会を実施する予定。
③保健・医療・福祉の関係者と家族との平時からの連携
の充実
　受給者証申請受付時に支援が必要な患者を把握し、
フォローしている。また、緊急時の対応が必要となる難病
患者に対し、平時から保健・医療・福祉の関係者及び家族
と災害時の個別支援計画を作成するなど、備えを進めて
いる。

４　相談・支援体制の整備
①ピアサポーターによる相談の周知や交流の充実
②難病支援専門員、難病診療連携コーディネーターの人
材育成
③難病支援専門員、難病診療連携コーディネーターと福
祉保健所等関係機関との連携

４　相談・支援体制の整備
①ピアサポーターによる相談の周知や交流の充実
　　難病相談支援センターにおいてピアサポーター相談の
実施をしている。また、ピアサポーター養成研修・スキル
アップ研修を実施している。
②難病支援専門員、難病診療連携コーディネーターの人
材育成
　Web研修等を適宜受講している。
③難病支援専門員、難病診療連携コーディネーターと福
祉保健所等関係機関との連携
　各機関が相談内容や患者・家族の状況等に合わせて、
連携をしながら支援をしている。

現状 課題 対策
項目 目標設定時

直近値
（計画評価時）

目標
（平成35年度）

Ｐ(計画） Ｄ（実行） Ｃ（評価）



第７期　高知県保健医療計画　記載内容

令和２年度の取り組みについて

第７期　高知県保健医療計画　評価調書

評価
項目 感染症 担当

課名 健康対策課

目標

1類、2類（結核以外）
の感染症発生数

平成28年
０人

令和元年
０人

平成34年
０人

予防接種率
（麻しん）

平成27年度
1期　93.3%
2期　91.4%

平成30年度
1期　100.2%
2期　94.1%

平成32年度
1期、2期とも

95%以上

2.結核
　近年、結核患者数は減少傾向にあるが、高齢者の患者
が多く、新規登録患者の７割以上を占める。予防計画によ
り対策に取り組んでいる。

2.結核
　結核罹患率は減少しているが、高知県結核予防計画の
目標には達していないので、罹患率減少に向けた取組み
及び合併症治療の体制整備が必要。

2.結核
　「高知県結核予防計画」により、結核の発生予防、まん
延防止と適正な医療の提供に取り組む

全結核り患率
(人口10万人当たり)

平成27年
14.8

平成30年
10.5

平成32年
10.0以下

3.新型インフルエンザ等
　行動計画を策定し体制整備を行っている。

3.新型インフルエンザ等
　協力医療機関の資機材が十分でない個所がまだあり、
患者受入れの体制がそれぞれ異なるので、医療機関など
との協力体制をはじめ、更なる強化が必要。

3.新型インフルエンザ等
　「高知県新型インフルエンザ等対策行動計画」により、医
療提供体制の整備に取り組む

4.肝炎
　治療・検査体制の整備を行うとともに、肝炎医療コーディ
ネーター等と協力して適切な治療が受けられるように対策
を行っている。

4.肝炎
　検査で陽性と判明しているにもかかわらず、まだ治療に
繋がっていない陽性者がいるので、精密検査費用の助成
や陽性者のフォローアップの強化が必要。

4.肝炎
　治療費用や精密検査費用の助成及び患者等へのフォ
ローアップを今後数年間継続するとともに、ウイルス性肝
炎感染者の早期発見、早期治療、医療提供体制の強化
に取り組む

5.エイズ・性感染症
　HIV感染者/エイズ患者は、近年徐々に増加し、エイズを
発症してからの報告が増えている。そのため、福祉保健
所での相談検査を実施し、その他啓発等の対策を実施し
ている。また、針刺し事故等が生じた場合に、ＨＩＶ感染防
止のための予防薬を服用できる体制を整備している。

5.エイズ・性感染症
　近年のエイズ・性感染症の増加に対応するため、検査・
相談体制の充実や普及啓発など対策の更なる強化が必
要。

5.エイズ、性感染症
　検査及び相談体制の一層の充実を図るとともに、思春
期からのエイズ・性感染症に関する正しい知識の普及啓
発の実施

Ａ（改善）

課題 今後の対策

1.感染症全般
(1)流行情報の収集分析の実施と、インターネットなどを通
じた適切な情報提供の実施
(2)感染症の大規模な流行に備えた関係機関との協力体
制等の強化
(3)関係機関と連携した予防接種の正しい知識の普及啓
発

1.感染症全般
(1)感染症情報について、発生動向調査事業により収集分
析し、迅速に情報提供を行っている。
(2)新型コロナウイルス感染症の流行に係る体制整備（医
療提供体制、検査体制、相談体制等）を関係機関と連携し
ながら構築した。
(3)麻しんの予防接種について、市町村に対し、学校等関
係機関への協力依頼を行った。

1.感染症全般
(1)各種の感染症発生時例について、関係機関への適切
な情報提供ができた。
(2)新型コロナウイルス感染症への体制整備（医療提供体
制、検査体制、相談体制等）が関係機関と連携しながら構
築できた。
(3)麻しんの予防接種について、市町村に対し、学校等関
係機関との協力依頼を行った。

1.感染症全般
　新型コロナウイルス感染症の更なる感染拡
大時に対応するための医療提供体制等の強
化が必要。
　麻しんや風しんなど、輸入症例からの感染
事例があるため、輸入感染症対策や予防接
種の普及啓発が引き続き必要。

1.感染症全般
(1)流行情報の収集分析の実施と、インター
ネットなどを通じた適切な情報提供の実施
(2)医療提供体制等の強化
(3)海外渡航者等への積極的な情報提供の実
施
(4)関係機関と連携した予防接種の正しい知識
の普及啓発

2.結核
(1)医師等研修の実施
(2)DOTSの適切な実施

2.結核
(1)福祉保健所の新規担当者に結核研究所の研修を受講
することにより体制の充実を図った。（今年度結核指定医
療機関医師の研修受講希望があったが新型コロナウイル
ス感染症の影響により、次年度以降に持ち越しとなっ
た。）
(2)高知県DOTS実施要領に基づき、対象者全員に実施し
ている。

2.結核
(1)結核に携わる者が少なくなっている中、福祉保健所担
当者が研修を受講し、体制の充実が図れた。
(2)新型コロナウイルス感染症の状況に応じてDOTSの方
法を変えながら、対象者に合った方法で全員に対して実
施できた。

2.結核
　結核の罹患率は減少しているが、新型コロ
ナウイルス感染症の影響による、発見の遅れ
が起きている可能性を踏まえ、今後の結核患
者の発生状況を注視し、結核対策や早期発見
の普及啓発を引き続き行う必要がある。

2.結核
「高知県結核予防計画」により、結核の発生予
防、まん延防止と適切な医療の提供に取組む

3.新型インフルエンザ等
(1)医療提供体制の整備
(2)協力医療機関での訓練実施

3.新型インフルエンザ等
(1)協力医療機関に対し、資機材購入費の補助を行った。

3.新型インフルエンザ等
新型インフルエンザ対策としての資機材の整備を行い体
制強化が図れた。新型コロナウイルス感染症の発生によ
り訓練は実施できなかったが、新型コロナウイルス感染症
に対応することで、新型インフルエンザ発生時の体制強化
が図れた。

3.新型インフルエンザ等
　これまで整備してきた資機材の更新を計画
的に行い、協力医療機関ごとの協力体制の強
化を図る必要がある。

3.新型インフルエンザ等
　「高知県新型インフルエンザ等対策行動計
画」により、医療機関体制の整備に取り組む

4.肝炎
(1)陽性者へのフォローアップの実施
(2)肝炎の啓発強化

4.肝炎
(1)肝炎医療コーディネーターのフォローアップ研修会をＷ
ＥＢで開催。コーディネーターの活動に繋げるためにピン
バッチを作成し配布。
(2)イベント開催にあわせて無料検査を実施予定であった
が新型コロナウイルス感染症の影響により各種イベントが
中止となったため無料検査も中止となった。

4.肝炎
(1)新薬によりC型肝炎が100%治る時代となり、過去の検
査陽性者等に連絡することで、治療に繋がる事例が増え
た。

4.肝炎　
　検査で陽性と判明しているにもかかわらず
治療に繋がっていない陽性者へのフォロー
アップの強化。

4.肝炎
　治療費用や精密検査費用の助成及び患者
等へのフォローアップを今後数年間継続する
とともに、ウイルス性肝炎感染者の早期発見、
早期治療、医療提供体制の強化に取り組む。

5.エイズ・性感染症
(1)検査相談等体制の充実（予防薬を服用できる体制の整
備）

5.エイズ・性感染症
(1)予防薬配置医療機関に配布するHIV検査キットを随時
補充可能な配布方法に変更。予防薬配布時に医療機関
に対して説明を行った。

5.エイズ・性感染症
(1)歯科や透析、急性期リハなどとの診療連携体制の整備
が図れた。また、針刺し事故後の対応体制が整った。

5.エイズ・性感染症
　近年のエイズ・性感染症の増加に対応する
ため、新型コロナ禍での検査・相談体制の充
実や普及啓発など対策のさらなる強化が必
要。

5.エイズ・性感染症
　検査及び相談体制の一層の充実を図るとと
もに、思春期からのエイズ・性感染症に関する
正しい知識の普及啓発の実施

現状 課題 対策
項目 目標設定時

直近値
（計画評価時）

目標
（平成35年度）

1.感染症全般
　一類、二類（結核除く）の発生はなく、三類の発生も近年
低位に推移。

1.感染症全般
　新たな感染症の脅威が毎年起こっており、情報提供及
び流行に備えた関係機関との継続的な協力体制構築が
必要。
　麻しん及び風しんは、全国で輸入例からの集団感染事
例の発生が起こっており、予防接種の普及啓発が引き続
き必要。

1.感染症全般
(1)流行情報の収集分析の実施と、インターネットなどを通
じた適切な情報提供の実施
(2)医療提供体制の強化
(3)海外渡航者等への積極的な情報提供の実施
(4)関係機関と連携した予防接種の正しい知識の普及啓
発

Ｐ(計画） Ｄ（実行） Ｃ（評価）



第７期　高知県保健医療計画　記載内容

令和３年度の取り組みについて

第７期　高知県保健医療計画　評価調書

評価
項目 感染症

担当
課名 健康対策課

目標

1類、2類（結核以外）
の感染症発生数

平成28年
０人

令和元年
０人

平成34年
０人

予防接種率
（麻しん）

平成27年度
1期　93.3%
2期　91.4%

平成30年度
1期　100.2%
2期　94.1%

平成32年度
1期、2期とも

95%以上

2.結核
　近年、結核患者数は減少傾向にあるが、高齢者の患者
が多く、新規登録患者の７割以上を占める。予防計画によ
り対策に取り組んでいる。

2.結核
　結核罹患率は減少しているが、新型コロナウイルス感染
症による影響を考慮し、罹患率減少維持に向けた取組み
及び合併症治療の体制整備が必要。

2.結核
　「高知県結核予防計画」により、結核の発生予防、まん
延防止と適正な医療の提供に取り組む

全結核り患率
(人口10万人当たり)

平成27年
14.8

平成30年
10.5

平成32年
10.0以下

3.新型インフルエンザ等
　行動計画を策定し体制整備を行っている。

3.新型インフルエンザ等
　これまで整備してきた資機材の更新を計画的に行い、協
力医療機関ごとの協力体制の強化を図る必要がある。

3.新型インフルエンザ等
　「高知県新型インフルエンザ等対策行動計画」により、医
療提供体制の整備に取り組む

4.肝炎 
　治療・検査体制の整備など対策を行っている。

4.肝炎
　検査で陽性と判明しているにもかかわらず、まだ治療に
繋がっていない陽性者がいるので、精密検査費用の助成
や陽性者のフォローアップの強化が必要。

4.肝炎
　治療費用や精密検査費用の助成及び患者等へのフォ
ローアップを今後数年間継続するとともに、ウイルス性肝
炎感染者の早期発見、早期治療、医療尾提供体制の強化
に取り組む。

5.エイズ・性感染症
　HIV感染者/エイズ患者は、近年徐々に増加し、エイズを
発症してからの報告が増えている。そのため、福祉保健所
での相談検査を実施し、その他啓発等の対策を実施して
いる。また、針刺し事故等が生じた場合に、ＨＩＶ感染防止
のための予防薬を服用できる体制を整備している。

5.エイズ・性感染症
　近年のエイズ・性感染症特に梅毒の増加に対応するた
め、新型コロナ禍での検査・相談体制の充実や普及啓発
など対策の更なる強化が必要。

5.エイズ、性感染症
　検査及び相談体制の一層の充実を図るとともに、思春期
からのエイズ・性感染症に関する正しい知識の普及啓発
の実施

Ａ（改善）

課題 今後の対策

1.感染症全般
(1)流行情報の収集分析の実施と、インターネットなどを通
じた適切な情報提供の実施
(2)感染症の大規模な流行に備えた関係機関との協力体
制等の強化
(3)関係機関と連携した予防接種の正しい知識の普及啓発

1.感染症全般
(1)感染症情報について、発生動向調査事業により収集分
析し、迅速に情報提供を行っている。
(2)新型コロナウイルス感染症の流行に係る体制整備（医
療提供体制、検査体制、相談体制等）を関係機関と連携し
ながら構築した。
(3)麻しんの予防接種について、市町村及び、教育等関係
機関への協力依頼を行った。

2.結核
(1)医師等研修の実施
(2)DOTSの適切な実施

2.結核
(1)福祉保健所の新規担当者が結核研究所の研修を受講
することにより体制の充実を図った。（今年度は福祉保健
所医師に研修受講予定。）
(2)高知県DOTS実施要領に基づき、対象者全員に実施し
ている。

3.新型インフルエンザ等
(1)医療提供体制の整備

3.新型インフルエンザ等
(1)協力医療機関に対し、資機材購入費の補助を行った。

4.肝炎
(1)医療提供体制の整備
(2)肝炎の啓発強化

4.肝炎
(1)過去の治療実施者や陽性者に対し状況確認や検査費
用助成の案内を行う。

5.エイズ・性感染症
(1)検査相談等体制の充実（予防薬を服用できる体制の整
備）

5.エイズ・性感染症
(1)近年のエイズ・性感染症特に梅毒の増加に伴い、メディ
ア等を通じて県民に広く普及啓発を行う。
また、新型コロナ禍における各保健所での検査・相談体制
を維持する。

現状 課題 対策
項目 目標設定時

直近値
（計画評価時）

目標
（平成35年度）

1.感染症全般
　新型コロナウイルス感染症が発生し、繰り返し流行が発
生している。
　一類、二類（結核除く）の発生はなく、三類の発生も近年
低位に推移。

1.感染症全般
　新型コロナウイルス感染症の更なる感染拡大時に対応
するための医療提供体制等の強化が必要。
　麻しんや風しんなど、輸入症例からの感染事例があるた
め、輸入感染症対策や予防接種の普及啓発が引き続き必
要。

1.感染症全般
(1)流行情報の収集分析の実施と、インターネットなどを通
じた適切な情報提供の実施
(2)医療提供体制の強化
(3)海外渡航者等への積極的な情報提供の実施
(4)関係機関と連携した予防接種の正しい知識の普及啓発

Ｐ(計画） Ｄ（実行） Ｃ（評価）



第７期　高知県保健医療計画　記載内容

令和２年度の取り組みについて

第７期　高知県保健医療計画　評価調書

評価
項目 医薬品等の適正使用

担当
課名 薬務衛生課

目標

・医薬品等の適正使用
　　薬事関係許可届出施設数；3,118カ所（H29年３月末現在）
　　ジェネリック医薬品の使用促進

・製造・流通・販売から服薬などに至るまでの医薬品等の品質、有効性及
び安全性の確保
・医薬品等の不適正使用や無承認無許可医薬品等による健康被害の防
止
・ジェネリック医薬品に関する正しい知識の普及啓発が重要

・薬局等への監視指導等による法令遵守の徹底
・無承認無許可医薬品等の流通の防止
・県民への医薬品適正使用の啓発
・ジェネリック医薬品について、医療提供者側及び県民側両者への
普及啓発を強化

・毒物劇物による危害防止
　毒物劇物関係登録届出施設数；508カ所（H29年３月末現在）

・南海トラフ地震等の災害時における、毒物劇物の流出及び漏洩事故防
止対策

・毒物劇物販売業者等への監視指導の実施
・研修会を開催し、事故の防止と発生時における対応についての指
導

・麻薬・覚せい剤等の薬物乱用防止
　　県内における薬物事犯の検挙者数；56名（H28年）
　　その内７割は覚せい剤事犯
　　大麻事犯が増加傾向

・乱用薬物が多様化
・薬物乱用の更なる拡大や乱用者の低年齢化

・麻薬、覚せい剤等の管理者等に対する適正管理と適正使用の周
知徹底
・薬物乱用防止意識を高揚するための普及啓発活動等の実施
・中・高校生を中心とする若年層に対する薬物乱用防止教室の実施

Ａ（改善）

課題 今後の対策

１．医薬品の適正使用

＜薬局等への監視指導等による法令遵守の徹底＞
　・薬事監視を通じた指導
  ・「患者のための薬局ビジョン」に関する「高知型薬局連携モデル」
の整備等薬局機能強化を高める取組み（以下、「薬局ビジョン事業」
という）に関する支援
　・無承認無許可医薬品の買い上げ調査及び広告監視の実施

＜医薬品適正使用等の推進事業＞
　・ジェネリック医薬品の使用促進と重複多剤投薬等の是正による患
者QOLの向上に向けた取組みの実施
・新聞、TVCM等の広告媒体を活用した事業周知、及び、医薬品適
正使用に関する正しい知識の普及啓発

＜法令遵守の徹底＞
・薬局等への監視指導（監視率）：29.0%（58/200）
・薬局向け「薬局ビジョン事業」説明会の開催：６回（のべ407名参加）
・無承認無許可医薬品の買い上げ調査：２品目

＜医薬品適正使用等の推進事業＞
・レセプト分析を活用した３段階の個別勧奨によるジェネリック医薬品の使
用促進と重複投薬等是正のための取組みの継続（医療保険者、県薬剤
師会との協働による）
　①レセプト分析による通知対象患者の抽出及び対象者へのジェネリック
医薬品差額通知及び重複多剤等服薬通知の発送
　②各医療保険者に配置する服薬サポーターによる通知対象者への電
話勧奨
　③薬局における服薬指導
・薬局店頭での服薬確認の徹底に加え、医療保険者による服薬支援の個
別訪問への同行
・県民に対する新聞、TVCM等による広報及び薬局店頭等での事業周知
・薬局、医療機関等医療提供側に対するジェネリック医薬品の安心使用
に関する正しい知識の普及
・市町村健康まつり、「薬と健康の週間」イベント等におけるお薬健康相談
等の実施

＜法令遵守の徹底＞
・新型コロナウイルス感染拡大の影響により監視率は低下。
　　監視率：R1年度　37.6% →R2年度　29.0%　　
薬事監視を通じて法令遵守の周知徹底ができた。
・県下６カ所（薬剤師会支部毎）においてビジョン事業に関する説明
会を開催し、「在宅服薬支援事業高知家お薬プロジェクト」等、高知
家健康づくり支援薬局を中心に県下全域の薬局がビジョン事業に取
り組んだ。
・買上調査及び日頃からの広告監視により、無承認無許可医薬品の
流通の有無の確認及び流通防止に繋がった。

＜医薬品適正使用等の推進事業＞
・医薬品適正使用等の推進事業の実施により、ジェネリック医薬品
の使用が進むとともに、重複多剤投薬の是正効果が見られた。
　　ジェネリック医薬品使用割合： 79.2%(全国45位）R3.3時点
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１年間の使用割合伸び率 全国4位 
)
・医療保険者と薬剤師による服薬支援同行訪問により、個別勧奨の
強化に繋がった。
・広報を通じて、患者側及び医療提供者側へのジェネリック医薬品に
関する正しい知識の普及啓発ができた。
・新型コロナウイルス感染拡大の影響により、地域毎のイベント等が
中止となり地域活動の場が減少。

＜法令遵守の徹底＞
・法令遵守のための継続した監視指導
・高知版地域包括ケアシステムの一翼を担う薬剤師の
育成や本システムにおいて薬局機能強化を図るため
の取組みが必要（県下全域）

＜医薬品適正使用等の推進事業＞
・通知事業による事業効果をさらに高めるための取組
が必要　
・医療提供者側に対するGE医薬品使用促進に有用な
情報の提供が必要
・県民及び医療提供者に対する継続的な医薬品の適
正使用に関する正しい知識の普及啓発が必要

＜法令遵守の徹底＞
・研修会等を通じた薬局等への情報提供
・県薬剤師会と連携し薬局機能強化に繋がるビジョン
事業を継続実施するとともに、研修会等を開催（県下
全域）

＜医薬品適正使用等の推進事業＞
・服薬サポーターから通知対象者への個別勧奨及び
薬剤師の同行訪問による服薬指導の強化（服薬指導
事業実施モデル地域の拡充）
　・地域の基幹病院と薬局が連携した地域のGE医薬
品の使用促進体制の整備（採用リストの公表や地域
フォーミュラリー等）
　・新聞、TVCM等あらゆる広告媒体を活用した正しい
知識の普及啓発及び通知事業の周知
・市町村健康まつり、県政出前講座等による県民への
啓発

２　毒物劇物による危害防止
　・毒物劇物販売業者に対する監視指導や研修会等を通じた情報提
供及び適正使用の周知徹底

・毒物劇物販売業者等への監視指導（監視率）：9.8%（26/264）
・毒物劇物取扱者等への研修の実施
　　農薬危害防止運動月間における研修会の開催（３会場）
　　農薬管理士養成講習会等での毒物劇物取扱に関する研修の実施
・ポスターなどの掲示による啓発

・新型コロナウイルス感染拡大の影響により、監視率は低下。
　　監視率：R1年度　21.4% →R2年度　9.8%　
・研修会や立入検査の実施により毒物劇物販売業者、農薬管理士
等に対して法令遵守と事故等の防止、発生時の対応について指導
を行うことができた。

・毒物劇物販売業者から毒物劇物使用者に対して継
続的な情報提供及び適正使用の周知徹底が必要。

・毒物劇物販売業者に対する監視指導や研修会の開
催等取組みの継続

３　麻薬、覚醒剤等の薬物乱用防止
　・麻薬、覚せい剤等の管理者等に対する適正管理及び適正使用の
周知徹底　
　・薬物乱用防止意識を高揚するための普及啓発活動等の実施
　　　関係機関と連携した薬物乱用防止の啓発

・麻薬、覚せい剤等の管理者等に対する適正管理と適正使用の周知
　　医療機関や薬局等への監視指導の実施
・普及啓発活動等（薬物乱用防止推進員を中心とした啓発活動）
　　「ダメ。ゼッタイ。」普及運動における啓発　　
・薬物乱用防止推進員等への研修：書面開催　
・小中高等学校等における薬物乱用防止教室：40校（1,607名受講）　
・中学生を対象とした薬物乱用防止ポスター・標語コンテストの実施
　　ポスター243点（13校）、標語56点（4校）　　
・薬物相談：100件　　
・ポスター掲示等による啓発

・麻薬管理者、施用者等の麻薬取扱者に対し、監視指導等を行い、
医療用麻薬等の適正使用に関し周知できた。
・新型コロナウイルス感染拡大の影響を考慮し、「ダメ。ゼッタイ。」普
及運動における大規模なイベントは中止となったが、薬物乱用防止
推進員を中心に啓発資材の配布及び薬物乱用防止教室の開催など
により、地域毎の若年層を対象とした薬物乱用防止の啓発を実施で
きた。

・医師、薬剤師等麻薬等取扱者に対し、医療用麻薬、
向精神薬等の適正使用に関する継続的な情報提供が
必要
・薬物乱用防止に係る啓発については、新型コロナウ
イルス感染対策も考慮した啓発手法を検討するととも
に、若年層を中心とする県民への薬物乱用防止に関
する最新の正しい知識の普及啓発が必要

・医療機関等への監視指導の継続
・薬物乱用防止教室の実施等、関係機関と連携した薬
物乱用防止の継続的な啓発活動の実施

現状 課題 対策
項目 目標設定時

直近値
（計画評価時）

目標
（平成35年度）

Ｐ(計画） Ｄ（実行） Ｃ（評価）



第７期　高知県保健医療計画　記載内容

令和３年度の取り組みについて

第７期　高知県保健医療計画　評価調書

評価
項目 医薬品等の適正使用

担当
課名 薬務衛生課

目標

・医薬品等の適正使用
　　薬事関係許可届出施設数；3,118カ所（H29年３月末現在）
　　ジェネリック医薬品の使用促進

・製造・流通・販売から服薬などに至るまでの医薬品等の品質、有効
性及び安全性の確保
・医薬品等の不適正使用や無承認無許可医薬品等による健康被害
の防止
・ジェネリック医薬品に関する正しい知識の普及啓発が重要

・薬局等への監視指導等による法令遵守の徹底
・無承認無許可医薬品等の流通の防止
・県民への医薬品適正使用の啓発
・ジェネリック医薬品について、医療提供者側及び県民側両者への
普及啓発を強化

・毒物劇物による危害防止
　毒物劇物関係登録届出施設数；508カ所（H29年３月末現在）

・南海トラフ地震等の災害時における、毒物劇物の流出及び漏洩事
故防止対策

・毒物劇物販売業者等への監視指導の実施
・研修会を開催し、事故の防止と発生時における対応についての指
導

・麻薬・覚せい剤等の薬物乱用防止
　　県内における薬物事犯の検挙者数；56名（H28年）
　　その内７割は覚せい剤事犯
　　大麻事犯が増加傾向

・乱用薬物が多様化
・薬物乱用の更なる拡大や乱用者の低年齢化

・麻薬、覚せい剤等の管理者等に対する適正管理と適正使用の周
知徹底
・薬物乱用防止意識を高揚するための普及啓発活動等の実施
・中・高校生を中心とする若年層に対する薬物乱用防止教室の実施

Ａ（改善）

課題 今後の対策

１．医薬品の適正使用
＜薬局等への監視指導等による法令遵守の徹底＞
　・薬事監視を通じた指導
　・「地域における薬局の機能強化・連携体制構築のための薬剤師
の取組み（以下、連携事業）に関する情報提供を実施
　・無承認無許可医薬品の買い上げ調査及び広告監視の実施

＜医薬品適正使用等の推進事業＞
　・ジェネリック医薬品の使用促進と重複多剤投薬等の是正による患
者QOLの向上に向けた取組みの実施
　・新聞、TVCM等の広告媒体を活用した事業周知及び医薬品適正
使用に関する正しい知識の普及啓発

＜法令遵守の徹底＞
・薬局等への監視指導
・薬局向け「連携事業」説明会の開催　６回
・無承認無許可医薬品の買い上げ調査

＜医薬品適正使用等の推進事業＞
・レセプト分析を活用した３段階の個別勧奨によるジェネリック医薬
品の使用促進と重複投薬等是正のための取組みの継続（医療保険
者、県薬剤師会との協働による）
　①レセプト分析による通知対象患者の抽出及び対象者へのジェネ
リック
　　医薬品差額通知及び重複多剤等服薬通知の発送
　②各医療保険者に配置する服薬サポーターによる通知対象者へ
の電話
　　勧奨
　③薬局における服薬指導
・薬局店頭での服薬確認の徹底に加え、医療保険者による服薬支
援の個別訪問への同行（モデル地域の拡充）
・県民に対するTVCM等による広報及び薬局店頭等での事業周知
・薬局、医療機関等医療提供側に対するジェネリック医薬品の安心
使用に関する正しい知識の普及
・市町村健康まつり、「薬と健康の週間」イベント等におけるお薬健康
相談等の実施

２　毒物劇物による危害防止
　・毒物劇物販売業者に対する監視指導や研修会等を通じた情報提
供及び適正使用の周知徹底

・毒物劇物販売業者等への監視指導
・毒物劇物取扱者等への研修の実施
　　農薬危害防止運動月間における研修会の開催　
　　農薬管理士養成講習会　
・農薬危害防止運動等ポスターの掲示等による啓発

３　麻薬、覚醒剤等の薬物乱用防止
・麻薬、覚醒剤等の管理者等に対する適正管理及び適正使用の周
知徹底
・薬物乱用防止意識を高揚するための普及啓発活動等の実施
　　関係機関と連携した薬物乱用防止の啓発

・普及啓発活動等
　 　薬物乱用防止推進員を中心とした啓発活動
　　「ダメ。ゼッタイ。」普及運動における啓発　　
・薬物乱用防止推進員等への研修　
・小中高等学校等における薬物乱用防止教室　
・中学生を対象とした薬物乱用防止ポスター・標語コンテストの実施　
・薬物相談　　　
・ポスター掲示等による啓発

現状 課題 対策
項目 目標設定時

直近値
（計画評価時）

目標
（平成35年度）

Ｐ(計画） Ｄ（実行） Ｃ（評価）



がんの医療体制構築に係る現状把握のための指標 ●国の作成指針で示された指標　　■県独自で追加した指標

合計 安芸 中央 高幡 幡多 合計 安芸 中央 高幡 幡多 合計 安芸 中央 高幡 幡多

63 7 50 3 3 3 0 2 0 1 39 4 28 3 4

合計 安芸 中央 高幡 幡多 合計 安芸 中央 高幡 幡多

45 2 34 1 8 6 0 5 0 1 337

合計 安芸 中央 高幡 幡多

22 1 17 3 1

合計 安芸 中央 高幡 幡多

8 1 6 0 1

合計 安芸 中央 高幡 幡多

7 0 6 1 0

合計 安芸 中央 高幡 幡多

86 0 76 10 0

合計 安芸 中央 高幡 幡多

13 2 7 2 2

合計 安芸 中央 高幡 幡多

13 0 13 0 0

合計 安芸 中央 高幡 幡多

8 1 6 0 1

合計 安芸 中央 高幡 幡多

101 6 75 5 15

●喫煙率（H28県民健康・栄養調査）

男性 女性 合計 安芸 中央 高幡 幡多

28.6% 7.4% 392 6 355 2 29

●がん検診受診率（R2地域保健・健康増進事業報告）

胃がん 肺がん 大腸がん 子宮頸がん 乳がん 合計 安芸 中央 高幡 幡多

4.0% 10.2% 7.9% 9.7% 12.2% 990 0 896 0 94

●がん検診受診率(R元国民生活基礎調査（40～69歳（子宮頸20～69歳））　

（胃･肺･大腸：過去1年、子宮頸･乳：過去2年） 合計 安芸 中央 高幡 幡多

胃がん 肺がん 大腸がん 子宮頸がん 乳がん 1,439 44 1,223 34 138

46.4% 55.4% 44.6% 45.1% 50.0%

■がん検診受診率(R2県調査(全年齢）　地域＋職域検診） 合計 安芸 中央 高幡 幡多

胃がん 肺がん 大腸がん 子宮頸がん 乳がん 1,088 17 1,035 4 32 

23.0% 39.3% 29.4% 25.9% 28.9%

がん患者リハビリテーション料の算定件数：756件

48.8g/千人

●年齢調整死亡率（R元 悪性新生物　75歳未満　国立がん研究センター）

男女計 男性 女性

78.3 100.1 58.8

予防 治療 療養支援

●禁煙外来を行っている一般診療所数(R2.9.1四国厚生支局) ●がん診療連携拠点病院数(R3 県調べ） ●末期のがん患者に対して在宅医療を提供する医療機関数(R3.10.4 診療報酬施設基準）

●禁煙外来を行っている病院数(R2.9.1四国厚生支局) ●放射線治療を実施している医療機関数（H29医療施設調査)

●麻薬小売業免許取得薬局数(R3.10.21現在　麻薬・覚醒剤行政の概況）

●外来化学療法を実施している医療機関数（H29医療施設調査）

●緩和ケアチームのある医療機関数(H29医療施設調査)

●緩和ケア病棟を有する病院数(R3診療報酬施設基準）

●緩和ケア病棟を有する病院の病床数(R3診療報酬施設基準）

●がんリハビリテーションを実施する医療機関数(R3診療報酬施設基準）

●病理診断科医師数(H30医師・歯科医師・薬剤師調査)

●がん患者に対してカウンセリングを実施している医療機関数(R3診療報酬施設基準）

●医療用麻薬の処方を行っている医療機関数(H26医療施設調査）

●悪性腫瘍手術の実施件数(1か月間の患者数　H29医療施設調査)

●放射線治療の実施件数(1か月間の患者数　H29医療施設調査)

●外来化学療法の実施件数(1か月間の患者数　H29医療施設調査）

●緩和ケアの実施件数(1か月間の取扱患者延数　H29医療施設調査）

●がんリハビリテーションの実施件数(H27のﾚｾﾌﾟﾄ数）

●地域連携クリニカルパスに基づく診療計画策定等の実施件数(H27のﾚｾﾌﾟﾄ数）

がん診療連携計画策定料の算定件数：27件

●地域連携クリニカルパスに基づく診療提供等の実施件数(H27のﾚｾﾌﾟﾄ数）

がん治療連携指導料の算定件数：86件

●医療用麻薬の消費量(H23ﾓﾙﾋﾈ･ｵｷｼｺﾄﾞﾝ・ﾌｪﾝﾀﾆﾙの人口千人当たりの消費量)

●がん患者の在宅死亡割合(R2人口動態調査）  14.3%

■がん患者の自宅死亡割合(R2人口動態調査）  12.2%ア
ウ
ト
カ
ム

(

医
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果

)

ス
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ー
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や
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の
充
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度
）　
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　　　　　　　　　　　●国の作成指針で示された指標　　　■県独自で追加した指標

中央東 高知市 中央西

104 10 6 8 医療施設調査

99 9 5 9 厚生労働省提供資料

105 9 5 9

103

106

109 9 17 57 10 4 11

107 9 19 58 9 3 9

55.3%｛男58.8%、女52.3%｝

67.7%｛男70.5%、女66.5%｝

72.0%｛男72.7%、女70.2%｝

46.6%

48.2%

49.2%

50.1%

52.5%

14.6%

18.0%

17.9%

23.7%

23.7%

254.3

259.7

43.9

55.4

99.4

84.2

35.9%（57.3%）

33.8%（51.7%）

39.3%（58.3%）

36.0%（64.8%）

40.0%（61.4%)

男35.4%、女10.4%

男28.4%、女7.4%

2,826

3,026

3,134

3,269

3,238

入院：261　外来：72

入院：282　外来：181

男37.6、女20.2 

男37.9、女20.4 

男41.3、女19.5 

男33.7、女19.6

男34.8、女19.9 

脳卒中医療体制構築に係る現状把握のための指標

中央医療圏

H26 80

H29 76

H29.12 82

H30

R1

R2.8

R3.10

H25 【参考】全国：62.3％

H28 【参考】全国：71.0％

R1 【参考】全国：73.3％

H27 【参考】全国：50.1%

H28 【参考】全国：51.4%

H29 【参考】全国：53.1%

H30 【参考】全国：54.7%

R1 【参考】全国：55.6%

H27 【参考】全国：17.5%

H28 【参考】全国：18.8%

H29 【参考】全国：19.5%

H30 【参考】全国：23.3%

R1 【参考】全国：23.2%

H26 【参考】全国：262.2

H29 【参考】全国：240.3

H26 【参考】全国：67.5

H29 【参考】全国：64.6

H26 【参考】全国：98.4

H29 【参考】全国：95.2

H28 －

H29 －

H30 －

R1 －

R2 －

H25 －

H28 －

H28 －

H29 －

H30 －

R1 －

R2 －

H26 【参考】全国　入院：125　外来：74

H29 【参考】全国　入院：115　外来：68

H27  【参考】全国：男37.8、女21.0

H28  【参考】全国：男36.2、女20.0

H29 【参考】全国：男35.5、女19.4

H30 【参考】全国：男34.2、女18.8

R1 【参考】全国：男33.2、女18.0

予防 年度等 計等 出典等安芸
医療圏

高幡
医療圏

幡多
医療圏

●禁煙外来を行っている医療機関数

●ニコチン依存症管理料届出医療機関数 四国厚生支局ＨＰ

●健康診断・健康検査の受診率 国民生活基礎調査

●特定健診実施率

●特定保健指導実施率

●高血圧疾患患者の年齢調整外来受療
率(人口10万人対）

厚生労働省提供資料
●脂質異常症患者の年齢調整外来受療
率（人口10万人対）

●糖尿病患者の年齢調整外来受療率
（人口10万人対）

■心原性脳塞栓症患者における心房細
動合併者で治療中の割合
※（）内は心房細動合併者の治療中割合

高知県脳卒中患者
実態調査

●喫煙率
高知県県民健康・

栄養調査

■脳血管疾患発症者数
高知県脳卒中患者

実態調査

■脳血管疾患受療率(人口10万人対） 患者調査

●脳血管疾患年齢調整死亡率
人口動態統計

（Ｈ27年は大規模調査）

ストラク
チャー
指標

プロセス
指標

特定健康診査・特定保
健指導に関するデータ

アウトカム
指標



　　　　　　　　　　　●国の作成指針で示された指標　　　■県独自で追加した指標

脳卒中医療体制構築に係る現状把握のための指標

中央東 高知市 中央西

54.6%（1,049件）

52.8%（1,001件）

8.8分

8.9分　

9.1分　

9.1分

27.8分 29 27 28 

37.4分 42 41 33 

アウトカム
指標

●年齢調整死亡率

中央東 高知市 中央西

21 0 7 13 1 0 0

22 0 8 13 1 0 0

70 5 13 41 2 2 7

72 6 16 39 2 2 7

3 0 0 0

3 0 0 0

3 0 0 0

3 0 0 0

3 0 0 0

21 0 0 0

37 0 0 0

15 2 2 8 1 0 2 県医療機能調査

8 1 0 1

9 1 0 1

123 9 6 18

123 9 17 58 15 7 17

120 8 17 57 14 7 17

28.5 - 0 15.7

28.5 - 0 41.9

18.3 － 0 13.3

20.2 - 0 14.8

4.3 0 0 -

3.2 - 0 -

6.9 - 0 -

5.4 0 0 -

4,662.1 3,068.4 3,314.6 2,915.7

4,916.9 2,729.6 1,257.4 4,716.9

204,284.6 117,041.2 74,747.4 164,739.8

206,131.2 134,589.1 70,941.3 176,414.1

48.0 26.4 0 -

58.9 99.3 0 -

■病院到着からt-PA療法開始までの時
間が60分以内の割合

14.8%

12.7%

中央医療圏

R1 －

R2 －

H28 【参考】全国：8.5分

H29 【参考】全国：8.6分

H30 【参考】全国：8.7分

R1 【参考】全国：

H26 27 

H30 34 

予防に同じ

中央医療圏

H28

H30

H28

H30

H28 3

R2.8 3

R3.10 3

H29 3

R1 3

H29 21

R1 37

H29

R2.8 6

R3.10 7

H28 90

R2.8

R3.10

H30 35.3

R1 31.7

H30 22.5

R1 24.8

H30 5.7

R1 4.2

H30 9.3

R1 7.3

H30 5,212.0

R1 5,500.5

H30 231,218.2

R1 230,388.3

H30 62.3

R1 70.6

R３年度より把握

R1 -

R2 -

救護 年度等 計等 出典等安芸
医療圏

高幡
医療圏

幡多
医療圏

●発症から受診まで4.5時間以内の割合
高知県脳卒中患者

実態調査

■救急要請（覚知）から現場到着までに
要した平均時間

救急・救助の現況

■現場到着から病院到着までに要した平
均時間

急性期 年度等 計等 出典等安芸
医療圏

高幡
医療圏

幡多
医療圏

●神経内科医師数
医師・歯科医師
・薬剤師統計

●脳神経外科医師数
医師・歯科医師
・薬剤師統計

●救命救急センターを有する病院数 日本救急医学会ＨＰ

●脳卒中の専門病室を有する病院数

厚生労働省提供資料

●脳卒中の専門病室を有する病床数

●脳梗塞に対するｔ－PA製剤による血栓
溶解療法の実施可能な病院数 四国厚生支局HP

（超急性期脳卒中加算）

●脳血管疾患等リハビリテーション料
（Ⅰ～Ⅲ）の届出医療機関数

四国厚生支局HP

●脳梗塞に対するt-ＰＡによる脳血栓溶
解療法適用患者への同療法実施件数

●脳梗塞に対する脳血管内治療（経皮的
脳血栓回収術等）の実施件数

●くも膜下出血に対する脳動脈瘤クリッピ
ング術の実施件数

●くも膜下出血に対する脳動脈瘤コイル
塞栓術の実施件数

●脳卒中患者に対する嚥下機能訓練実
施件数

●脳卒中患者に対するリハビリテーショ
ンの実施件数

●脳卒中患者における地域連携計画作
成等の実施件数

■出血性合併症が発症した割合
高知県脳卒中患者

実態調査

プロセス
指標

ストラク
チャー
指標

プロセス
指標



　　　　　　　　　　　●国の作成指針で示された指標　　　■県独自で追加した指標

脳卒中医療体制構築に係る現状把握のための指標

中央東 高知市 中央西

　０：18.4％　  １：9.3％
　２：16.6％  　３：15.1％
  ４：27.7％　　５：12.2％　　
　６：1.0％
　０：4.9％　    １：14.9％
　２：22.6％  　３：15.9％
  ４：27.9％　　５：13.4％　　
　６：0.5％

31.9% 30.4% 29.6% 31.6% 38.3% 35.1% 25.0%

31.0% 31.3% 29.5% 30.3% 35.6% 33.5% 27.2%

30.2% 29.6% 28.8% 33.2% 31.8% 24.8% 24.8%

31.8% 32.5% 32.2% 31.8% 36.7% 29.6% 25.1%

R2 30.8% 27.7% 28.6% 31.0% 36.2% 29.5% 24.7%

高知県：119.0
　　　　【参考】全国：89.1

66.9 87.8 116.3

高知県：101.6
　　　　【参考】全国：81.5

97.6 98.1 39.5

●年齢調整死亡率

中央東 高知市 中央西

■回復期リハビリテーション病棟に専従
で配置されている管理栄養士数

1 0 0 0 回復期アウトカム調査

●脳血管疾患等リハビリテーション病棟
入院料（Ⅰ～Ⅲ）の届出医療機関数

平均：20.1点

平均：21.7点

■回復期リハビリテーション病棟の平均
在棟日数

94 83 100 110

●脳卒中患者に対する嚥下機能訓練実
施件数

【参考】全国：57.7 58.8 65.7 47.2

52.5 56.5 50.3 41.3

58.5 72.7 47.6 42.8

77.2 77.0 68.2 67.5

78.4 77.1 75.7 76.6

●年齢調整死亡率

中央東 高知市 中央西

ストラク
チャー
指標

●脳血管疾患等リハビリテーション病棟
入院料（Ⅰ～Ⅲ）の届出医療機関数

プロセス
指標

●脳卒中患者に対する嚥下機能訓練実
施件数

12.7%

16.2%

15.3%

12.0%

16.4%

●脳卒中の再発率

●脳血管疾患患者平均在院日数

●年齢調整死亡率

中央医療圏

R1 -

R2 -

H28

H29

H30

R1

H26 124.0 

H29 109.7

予防に同じ

中央医療圏

R1 1

急性期に同じ

R1 -

R2 -

R1 93

急性期に同じ

H20 42.8

H26 54.9

H29 60.2

R1 79.0 

R2 79.1 

予防に同じ

中央医療圏

急性期に同じ

急性期に同じ

H28 【参考】全国：22.3％

H29 【参考】全国：22.8％

H30 【参考】全国：23.5％

R1 【参考】全国：23.7％

R2 【参考】全国：24.8％

予防に同じ

急性期 年度等 計等 出典等安芸
医療圏

高幡
医療圏

幡多
医療圏

■発症90日後のmRS 回復期アウトカム調査

●脳卒中の再発率
高知県脳卒中患者

実態調査

●脳血管疾患患者平均在院日数 患者調査

回復期 年度等 計等 出典等安芸
医療圏

高幡
医療圏

幡多
医療圏

ストラク
チャー
指標

プロセス
指標

■回復期リハビリテーション病棟入棟時
から退棟時までのFIM利得

回復期アウトカム調査

アウトカム
指標

●在宅等生活の場に復帰した患者の割
合

患者調査

■回復期リハビリテーション病棟からの
在宅復帰率

回復期アウトカム調査

維持期 年度等 計等 出典等安芸
医療圏

高幡
医療圏

幡多
医療圏

●脳血管疾患患者の在宅死亡割合 人口動態調査

急性期に同じ

アウトカム
指標

アウトカム
指標



安芸
医療圏

中央
医療圏

高幡
医療圏

幡多
医療圏

H26 62 9 45 4 4

H29 58 8 42 3 5

H26 42 1 35 2 4

H29 41 1 34 2 4

H28.9 107 9 85 5 8

H30.10 106 9 84 4 9

R1.10 111 10 86 4 11

R2.10 109 9 85 4 11

R3.10 107 9 86 3 9

H25
55.3%

（男58.8%、女52.3%）

H28
67.7%

（男70.5%、女66.5%）

R1
72.0%

（男72.7%、女70.2%）

H26 254.3

H29 259.7

H26 43.9

H29 55.4

H26 99.4

H29 84.2

H25 男35.4%、女10.4%

H28 男28.4%、女7.4%

H27 男36.1、女11.7

H28 男35.4、女16.0

H29 男33.9、女13.3

H30 男32.5、女11.1

R1 男30.9、女10.7

H27 男29.9、女9.8

H28 男24.6、女12.2

H29 男23.8、女10.0

H30 男21.9、女8.1

R1 男21.5、女7.9

安芸
医療圏

中央
医療圏

高幡
医療圏

幡多
医療圏

H28.10 3,036 262 1966 366 442

H30.11 3,337 274 2205 394 464

R1.10 3,410

R2.10 3,539

R3.10 3,578

H27 39.7分

H28 39.9分

H29 40.2分

H30 41.3分

R1 41.6分

H27 8.9分

H28 8.8分

H29 8.9分

H30 9.1分

R1 9.1分

H27 9件

H28 8件

H29 11件

H30 8件

R1 17件

心血管疾患の医療体制構築に係る現状把握のための指標

●国の作成指針で示された指標　　　■県独自で追加した指標

【参考】全国：62.3%

【参考】全国：71.0%

【参考】全国：73.3%

【参考】全国：262.2

【参考】全国：240.3

【参考】全国：67.5

【参考】全国：64.6

【参考】全国：98.4

【参考】全国：95.2

－

－

【参考】全国：男31.3、女11.8

【参考】全国：男30.2、女11.3

【参考】全国：男29.4、女10.7

【参考】全国：男28.9、女10.5

【参考】全国：男27.8、女9.8

【参考】全国：男16.2、女6.1

【参考】全国：男15.5、女5.7

【参考】全国：男14.8、女5.4

【参考】全国：男13.9、女5.1

【参考】全国：男12.9、女4.6

-

－

－

【参考】全国：39.4分

【参考】全国：39.3分

【参考】全国：39.3分

【参考】全国：39.5分

【参考】全国：39.5分

【参考】全国：8.6分

【参考】全国：8.5分

【参考】全国：8.6分

【参考】全国：8.7分

【参考】全国：8.7分

【参考】全国：1,815件

【参考】全国：1,968件

【参考】全国：2,102件

【参考】全国：2,018件

【参考】全国：2,168件

予防 年度等 計等 出典等

診療所数

厚生労働省提供資料

病院数

ニコチン依存症管理料
届出医療機関数

四国厚生支局HP

●健康診断・健康診査の受診率 国民生活基礎調査

●高血圧性疾患患者の年齢調整外来受療率
（人口10万人対）

厚生労働省提供資料
●脂質異常症患者の年齢調整外来受療率（人
口10万人対）

●糖尿病患者の年齢調整外来受療率（人口10
万人対）

●喫煙率
高知県県民健康・

栄養調査

虚血性心疾患

急性心筋梗塞

救護 年度等 計等 出典等

ストラクチャー
指標

●高知県内AED設置件数
(一財）日本救急医療財団

AED設置場所検索

●救急要請(覚知）からの医療機関への収容ま
でに要した平均時間

●救急要請から救急車が到着に要した平均時
間

●心肺機能停止傷病者全搬送人員のうち、一
般市民により除細動が実施された件数

ストラクチャー
指標

●禁煙外来を行ってい
る医療機関数

プロセス
指標

アウトカム
指標

●年齢調整死亡率
人口動態調査

（Ｈ27年は大規模調査）

プロセス
指標

救急・救助の現況



安芸
医療圏

中央
医療圏

高幡
医療圏

幡多
医療圏

H27 16.2%

H28 11.6%

H29 11.6%

H30 12.4%

R1 19.5%

H27 10.3%

H28 8.3%

H29 3.9%

H30 7.1%

R1 12.0%

虚血性心疾患
(再掲）

急性心筋梗塞
(再掲）

安芸
医療圏

中央
医療圏

高幡
医療圏

幡多
医療圏

H26 27 0 25 1 1

H28 24 0 23 1 0

H30 24 0 23 1 0

H28.10 14 0 14 0 0

H29.10 14 0 14 0 0

R1.10 14 0 14 0 0

R2.10 18

R3.3 19

H26 86 3 77 0 6

H28 90 4 78 0 8

H30 97 4 85 1 7

H28 6 0 6 0 0

R2.7 8 0 8 0 0

R3.2 9 0 9 0 0

H28 3 0 3 0 0

R2.8 3 0 3 0 0

R3.10 3 0 3 0 0

H26 13 1 11 0 1

H29 12 1 10 0 1

H28.10.1 13 1 11 0 1

H30.10 14 1 12 0 1

R1.10 14 1 12 0 1

R2.10 13 1 11 0 1

R3.10 14 1 12 0 1

H29 4 0 4 0 0 県調査（H29）

R1 4 0 4 0 0 厚生労働省提供資料

H28.10.1 11 0 8 2 1

H30.10 12 1 8 2 1

R1.10 12 1 8 1 2

R2.10 13 1 8 2 2

R3.10 14 1 8 2 3

H23 95

H27 289 25 241 0 23

H30 923 82 734 0 107

R1 801 65 667 0 69

H23 56 56

H27 61 0 61 0 0

H30 49 0 49 0 0

R1 58 0 58 0 0

H27 1,407 － 1,252 37 118

H30 1,296 76 1,107 14 99

R1 1,238 93 1,019 34 92

【参考】全国：13.0％

【参考】全国：13.3％

【参考】全国：13.5％

【参考】全国：13.9％

【参考】全国：13.9％

【参考】全国：8.6％

【参考】全国：8.7％

【参考】全国：8.7％

【参考】全国：9.1%

【参考】全国：9.0％

-

-

－

救護 年度等 計等 出典等

生存率

社会復帰率

アウトカム
指標

●年齢調整死亡率 　　予防に同じ

急性期 年度等 計等 出典等

●心臓血管外科医師数
医師・歯科医師・薬剤師

統計

●心臓血管外科専門医数
心臓血管外科専門医

認定機構HP

●循環器内科医師数
医師・歯科医師・薬剤師

統計

■カテーテル専門医数
日本心血管

インターベンション
治療学会HP

●救命救急センターを有する病院数 日本救急医学会HP

●冠動脈造影検査・治療が実施可能な病院数 医療施設調査

●大動脈バルーンパンピング法が実施可能な
病院数（届出数）

四国厚生支局HP

●心臓血管手術（冠動脈バイパス術）が実施
可能な病院数

●心臓リハビリテーションが実施可能な医療機
関数（届出数）

四国厚生支局HP

●急性心筋梗塞に対する経皮的冠動脈形成
術手術件数

●虚血性心疾患に対する心臓血管外科手術
件数

●入院心血管疾患リハビリテーションの実施件
数

プロセス
指標

●一般市民により心肺
停機能停止の時点が
目撃された心原性の心
肺機能停止症例の一
か月後の生存率、社会
復帰率

救急・救助の現況

ストラクチャー
指標

プロセス
指標

厚生労働省提供資料



安芸
医療圏

中央
医療圏

高幡
医療圏

幡多
医療圏

H23 13.4 ― 10.7 35.9 40.2 

H26 23.1 2.6 25.1 30.7 5.6 

H29 28.9 2.8 31.9 8.0 23.5 

虚血性心疾患
(再掲）

急性心筋梗塞
(再掲）

安芸
医療圏

中央
医療圏

高幡
医療圏

幡多
医療圏

ストラクチャー
指標

H27 482 － 482 － －

H30 710 30 680 0 0

R1 723 11 712 0 0

H20 92.5% 100.0% 96.3% 83.2% 90.6%

H26 91.8% 88.9% 93.2% 65.8% 80.0%

H29 91.3% 100.0% 92.2% － 72.6%

R2.9 29.2%

R3.10 27.9%

虚血性心疾患
(再掲）

急性心筋梗塞
(再掲）

安芸
医療圏

中央
医療圏

高幡
医療圏

幡多
医療圏

ストラクチャー
指標

虚血性心疾患
(再掲）

急性心筋梗塞
(再掲）

●心臓リハビリテーションが実施可能な医療機
関数(再掲）

　　急性期に同じ

●入院心血管疾患リハビリテーション実施件数 　　急性期に同じ

-

-

●虚血性心疾患　退院患者平均在院日数
(再掲）

　　急性期に同じ

●心臓リハビリテーションが実施可能な医療機
関数(再掲）

　　急性期に同じ

●入院心血管疾患リハビリテーション実施件数 　　急性期に同じ

●外来心血管疾患リハビリテーション実施件数 　　回復期に同じ

●在宅等生活の場に復帰した患者割合 　　回復期に同じ

■１年以内の慢性心不全患者の再入院率（％） 　　回復期に同じ

●虚血性心疾患　退院患者平均在院日数(再
掲）

　　急性期に同じ

急性期 年度等 計等 出典等

アウトカム
指標

●虚血性心疾患　退院患者平均在院日数 患者調査

●年齢調整死亡率 　予防に同じ

回復期 年度等 計等 出典等

プロセス
指標 ●外来心血管疾患リハビリテーション実施件数 厚生労働省提供資料

●在宅等生活の場に復帰した患者割合 患者調査

■１年以内の慢性心不全患者の再入院率（％）
高知県急性非代償性

心不全患者レジストリ研究

●年齢調整死亡率 　　予防に同じ

慢性期 年度等 計等 出典等

プロセス
指標

アウトカム
指標

●年齢調整死亡率 　　予防に同じ

アウトカム
指標



安芸
医療圏

中央
医療圏

高幡
医療圏

幡多
医療圏

H27 46.6%

H28 48.2%

H29 49.2%

H27 14.6%

H28 18.0%

H29 17.9%

H25 55.3%｛男58.8%、女52.3%｝

H28 67.7%｛男70.5%、女66.5%｝

R1 72.0%｛男72.7%、女70.2%｝

H26 254.3

H29 259.7

H26 32,565

H28 40,438

H29 41,682

H26 28,608

H28 33,312

H29 33,299

安芸
医療圏

中央
医療圏

高幡
医療圏

幡多
医療圏

H28 22 0 21 0 1

H30 24 0 24 0 0

H26 22 0 20 0 2

H29 23 0 20 0 3

H29 35 4 27 1 3 医療政策課調べ

R2.10 197 14 144 13 26 高知医療ネット

H27 99.4

H29 84.2

H27 56,268.3 58,109.7 57,321.6 50,131.4 52,961.3

H29 60,958.1 67,445.1 61,376.4 56,559.6 57,569.9

H27 1,187.5 268.2 1,377.8 668.8 914.6

H29 1,460.3 398.4 1,490.7 709.9 2,334.7

H27 42,674.4 49,495.5 43,795.0 34,191.9 37,676.4

H29 47,378.0 53,793.7 48,157.9 41,800.9 42,493.0

H27 6,704.9 8,118.4 6,641.1 6,487.3 6,426.0

H29 7,324.5 9,260.2 7,319.1 6,813.1 6,624.1

H27 4,223.1 4,001.3 4,394.7 2,324.7 4,558.8

H29 4,640.0 5,185.9 4,820.1 2,773.7 4,399.5

H27 53,035.9 6,818.4 51,820.0 53,852.6 51,932.5

H29 56,833.6 78,926.3 54,930.5 59,603.8 54,983.5

H27 927.0 480.4 1,126.3 160.0 494.8

H29 1,146.4 922.3 1,333.8 255.4 653.6

H27 男6.1、女2.1

H28 男5.1、女2.9

H29 男5.4、女2.4

H30 男6.5、女3.4

H26 43.3 29.3 41.9 162.0 34.7

H29 66.5

安芸
医療圏

中央
医療圏

高幡
医療圏

幡多
医療圏

H29 56 5 36 4 11

H29 16 2 11 1 2

糖尿病の医療体制構築に係る現状把握のための指標

●国の作成指針で示された指標　　　■県独自で追加した指標

【参考】全国：50.1%

【参考】全国：51.4%

【参考】全国：53.1%

【参考】全国：17.5%

【参考】全国：18.8%

【参考】全国：19.5%

【参考】全国：62.3％

【参考】全国：71.0％

【参考】全国：73.3％

【参考】全国：262.2

【参考】全国：240.3

－

－

－

－

－

－

【参考】全国：98.4

【参考】全国：95.2

【参考】全国：男5.5、女2.5

【参考】全国：男5.4、女2.4

【参考】全国：男5.7、女2.4

【参考】全国：男5.6、女2.4

■年齢調整外来受療率 プロセス指標に同じ

【参考】全国：33.3

■24時間緊急時（低血糖、糖尿病性昏睡など）の初期
対応が行える医療機関数

■糖尿病の集学的治療が実施可能な医療機関

●年齢調整死亡率

■年齢調整外来受療率

●退院患者平均在院日数

予防 年度等 計等 出典等

ストラクチャー
指標

●特定健診受診率

特定健康診査・特定保健指導
に関するデータ
（厚生労働省）

●特定保健指導実施率

プロセス
指標

●健康診断・健康検査の受診率 国民生活基礎調査

●高血圧疾患患者の年齢調整外来受療率(人口10万
人対）

厚生労働省提供資料

アウトカム
指標

●糖尿病予備軍の者の数

特定健診結果
（市町村国保＋協会けんぽ）

から推計

●糖尿病が強く疑われる者の数

初期・安定期治療 年度等 計等 出典等

ストラクチャー
指標

●糖尿病内科（代謝内科）医師数
医師・歯科医師
・薬剤師統計

●糖尿病内科（代謝内科、内分泌代謝内科）を標榜す
る医療機関数

厚生労働省提供資料

●糖尿病教室等の患者教育を実施する医療機関数

●年齢調整外来受療率（人口10万人対） 厚生労働省提供資料

●HbA1c検査の実施件数（人口10万人対）

●尿中Alb（定量）検査の実施件数（人口10万人対）

●クレアチニン検査の実施件数（人口10万人対）

●精密眼底検査の実施件数（人口10万人対）

●血糖自己測定の実施件数（人口10万人対）

●内服薬の処方件数（人口10万人対）

●外来栄養食事指導料の実施件数（人口10万人対）

●年齢調整死亡率
人口動態調査

（Ｈ27年は大規模調査）

●退院患者平均在院日数 患者調査

急性期増悪時治療 年度計 計等 出典等

ストラクチャー
指標

医療政策課調査

アウトカム
指標

　　初期・安定期治療に同じ

プロセス
指標

厚生労働省提供資料

アウトカム
指標



安芸
医療圏

中央
医療圏

高幡
医療圏

幡多
医療圏

H29 66 3 44 5 14 医療政策課調査

R2.10 37 3 27 3 4 高知医療ネット

H29.6 42 0 41 0 1

H30.10 41 0 40 0 1

R1.11 44 0 42 1 1

R2.10 42 0 40 1 1

H29.5 26 0 25 0 1

R2.10 28 0 27 0 1

H28.11 7

H29.12 7

H30.11 7

R1.11 6

R2.10 6

H29.6 162 9 138 1 9

H30.6 163

R2.10 156

H29 449 164 206 9 70

R1 463

H29 141 9 107 9 16 医療政策課調査

H30 6 厚生労働省提供資料

H27 45,960 3,180 35,131 2,031 5,618

H30 48,085 3,654 37,379 2,190 4,862

H27 1,395 0 1,395 0 0

H30 376 0 360 0 16

H27 3,045 248 2,301 274 222

H30 2,526 129 1,998 202 197

H27 1,190 75 864 42 209

H30 1,235 89 927 34 185

安芸
医療圏

中央
医療圏

高幡
医療圏

幡多
医療圏

H29.10 37 3 27 2 5 医療政策課調査

H30.4 40 3 27 4 6 健康対策課調査

H29.8 14 0 13 0 1

H30.10 15 0 14 0 1

R1.1 18 0 15 1 2

R2.10 17 0 16 0 1

H28.8 21 1 20 0 0

H30.11 23 1 21 0 0

R1.11 25 2 22 0 1

R2.10 23 2 20 0 1

H29 38 3 28 2 5 医療政策課調査

H30 40 3 30 3 4

H28 4

R1.10 4

H29.6 22（3.0）

R2.10 11（1.6）

H27 11,337 1,107 8,647 685 898

H30 12,648 1,262 9,901 580 905

H27 815 0 815 0 0

H30 1,452 0 1,452 0 0

H27 614 24 548 23 19

H30 575 10 530 16 19

H27 77（10.6）

H28 73（10.1）

H29 63（8.8）

H30 62（8.8）

H27 115（15.8）

H28 118（16.3）

H29 120（16.8）

H30 127（18.0）

H30 59 厚生労働省提供資料

－

－

－

－

－

－

－

－

■管理栄養士を配置している医療機関数

●１型糖尿病に対する専門的治療を行う医療機関数 －

●年齢調整死亡率

■年齢調整外来受療率

●退院患者平均在院日数

【参考】全国平均：17

【参考】全国平均：24

【参考】全国平均：69.7人（2.6）

【参考】全国平均：52人（1.9）

－

－

－

－

【参考】全国10万人対：12.6

【参考】全国10万人対：12.7

【参考】全国10万人対：13.2

【参考】全国10万人対：12.8

●糖尿病患者の新規下肢切断術の件数 －

●年齢調整死亡率

■年齢調整外来受療率

●退院患者平均在院日数

合併症予防を含む専門治療 年度等 計等 出典等

●教育入院を行う医療機関数

■日本糖尿病学会糖尿病専門医数 （一社）日本糖尿病学会HP

■日本腎臓学会腎臓専門医数 （一社）日本腎臓学会HP

■糖尿病看護認定看護師数 （公社）日本看護協会HP

■日本糖尿病療養指導指数
（一社）日本糖尿病療養指導士

認定機構HP

■高知県糖尿病療養指導士数
高知県糖尿病療養指導士

認定機構HP

プロセス
指標

●在宅インスリン治療件数

●糖尿病透析予防指導管理料の実施件数

●低血糖患者数

●糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡患者数

　　初期・安定期治療に同じ

合併症治療 年度等 計等 出典等

■糖尿病性腎症による透析が可能な医療機関数

■糖尿病透析予防管理指導料の届出医療機関数

●糖尿病足病変に関する指導を実施する医療機関数

●糖尿病網膜症のレーザー治療が可能な医療機関数

厚生労働省提供資料
●歯周病専門医の在籍する歯科医療機関数

■日本糖尿病協会登録歯科医師数（括弧内は人口10
万人対）

（公社）日本糖尿病協会HP

プロセス
指標

●糖尿病性腎症に対する人工透析実施件数

厚生労働省提供資料
●糖尿病足病変に対する管理（糖尿病合併症管理料
のレセプト件数）

●糖尿病網膜症手術数（糖尿病網膜症手術のレセプト
件数）

■糖尿病網膜症により新規に硝子体手術を行った患
者（括弧内は人口10万人対）

高知大学藤本教授
提供資料

●糖尿病腎症による新規透析導入状況（括弧内は人
口10万人対）

日本透析医学会提供資料

　　初期・安定期治療に同じ

ストラクチャー
指標

厚生労働省提供資料

アウトカム
指標

ストラクチャー
指標

四国厚生支局HP

アウトカム
指標



精神疾患の医療体制構築に係る現状把握のための指標 ●国の作成指針で示された指標

●入院診療している精神病床を持つ病院数 ●入院診療している精神病床を持つ病院数 ●入院診療している精神病床を持つ病院数 ●入院診療している精神病床を持つ病院数 ●入院診療している精神病床を持つ病院数

H26 H29 H26 H29 H26 H29 H26 H29 H26 H29

24 24 24 24 23 23 H26 H29 15 19 22 22

11 10

●外来診療している医療機関数 ●外来診療している医療機関数 ●外来診療をしている医療機関数

H26 H29 H26 H29 ●20歳未満の外来診療している医療機関数 H26 H29

51 53 58 60 H26 H29 H26 H29 H26 H29 36 37

46 44 46 48 36 42

（精神療法に限定しない） (精神療法に限定しない）

H26 H29 H26 H29

H26 H29 H26 H29 400 404 184 131 R元 H29

0-2 4 0-2 4 H26 H29 3 3-5

●認知症疾患医療センターの指定数 3 4

●認知行動療法を外来で実施した医療機関数 H26 R2

H26 H29 5 5 ●知的障害を外来診療している医療機関数

H26 H29 0-2 2 H26 H29 #######

0-2 3-5 ●認知症サポート医養成研修修了者数 13 16 1
H26 R2

35 39 ●依存症集団療法を実施している医療機関数

R元.6.30

●かかりつけ医認知症対応力向上研修修了者数 H26 H29 1

H26 R2 1 0-2

325 382

●認知療法・認知行動療法実施医療機関数

R元.6.30

2

●精神病床での入院患者数 ●精神病床での入院患者数 ●精神病床での入院患者数 ●20歳未満の精神病床での入院患者数 ●精神病床での入院患者数 ●精神病床での入院患者数

H26 H29 H26 H29 H26 H29 H26 H29 H26 H29 H26 H29

3,128 3,059 1,949 1950 1,552 1,723 45 86 127 203 395 384

●外来患者数（１回以上） ●外来患者数（１回以上） ●外来患者数（１回以上）（精神療法に限定） ●20歳未満の外来患者数（1回以上） ●外来患者数（１回以上）（精神療法に限定） ●外来患者数（１回以上）

H26 H29 H26 H29 H26 H29 H26 H29 H26 H29 H26 H29

9,673 9,481 15,121 15,337 4,471 5,216 2,213 1,806 2,249 3,106 925 1,049

（継続） （継続） （継続）（精神療法に限定） （継続） （継続）（精神療法に限定）

H26 H29 H26 H29 H26 H29 H26 H29 H26 H29 ●外来患者数（継続）

9,096 8,998 13,845 14,194 3,891 4,494 1,360 1,335 1,861 2,588 H26 H29

（１回以上）（精神療法に限定しない） （１回以上）（精神療法に限定しない） 811 880

H26 H29 ●知的障害の入院患者数 H26 H29

21,244 23,288 H26 H29 6,090 7,076

H26 H29 H26 H29 （継続）（精神療法に限定しない） 0-9 10 （継続）（精神療法に限定しない）

0-9 18 0-9 33 H26 H29 H26 H29 H26 H29

18,321 19,863 ●知的障害の外来患者数（１回以上） 5,162 6,024 64 61

H26 H29

336 241

H26 H29 H26 H28 （継続）

0-9 10 0-9 0-9 H26 H29

（継続） （継続） 233 183

H26 H29 H26 H28

0-9 10 0-9 0-9

H26 H29

9 0-9

H26 H29

0.12% 0.22%

統合失調症 うつ病・躁うつ病 認知症 児童・思春期精神疾患 発達障害 アルコール依存症

●20歳未満の入院診療している精神病床を持つ
病院数

●外来診療している医療機関数（精神療法に限
定）

●外来診療している医療機関数（精神療法に限
定）

●治療抵抗性統合失調症治療薬を精神病床の
入院で使用した病院数

●閉鎖循環式全身麻酔の精神科電気痙攣療法
を実施する病院数

●重度アルコール依存症入院医療管理加算を
算定された精神病床を持つ病院数●知的障害を入院診療している精神病床を持つ

病院数

●治療抵抗性統合失調症治療薬を外来で使用
した医療機関数

●依存症専門医療等機関（依存症専門医療等
機関、依存症治療拠点機関）数

●児童・思春期精神科入院医療管理料を算定さ
れた精神病床を持つ病院数

●治療抵抗性統合失調症治療薬を使用した入
院患者数（精神病床）

●閉鎖循環式全身麻酔の精神科電気痙攣療法
を受けた患者数 ●重度アルコール依存症入院医療管理加算を

算定された患者数

●治療抵抗性統合失調症治療薬を使用した外
来患者数（１回以上）

●認知行動療法を外来で実施した患者数（１回
以上）

●児童・思春期精神科入院医療管理料を算定さ
れた患者数

●統合失調症患者における治療抵抗性統合失
調症治療薬の使用率

ス
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精神疾患の医療体制構築に係る現状把握のための指標 ●国の作成指針で示された指標

●入院診療している精神病床を持つ病院数 ●入院診療している精神病床を持つ病院数●入院診療している精神病床を持つ病院数 ●入院診療している精神病床を持つ病院数

H26 H29 H26 H29 H26 H29 H26 H29 R2.4.1

4 9 4 6 19 20 24 24 9

R元.6.30

●外来診療している医療機関数 ●外来診療している医療機関数 ●外来診療している医療機関数（精神療法に限定）●外来診療している医療機関数（精神療法に限定） 0 ●精神科救急外来対応施設数

H26 H29 H26 H29 H26 H29 H26 H29 R2.4.1

11 18 8 19 27 32 45 46-48 9

（精神療法に限定しない） （精神療法に限定しない）

H26 H29 H26 H29 H26 H29 ●精神科救急身体合併症対応施設数

131 117 341 360 0-2 4-6 R1.6.30

R2.11.30 0

0 ●摂食障害入院医療管理加算を算定された病院数●てんかん診療拠点機関数 ●精神科リエゾンチームを持つ病院数

R元.6.30 R2.11.30 H26 H29 ●精神科救急入院料を算定した病院数

0 0 0-2 0-2 R1.6.30

1
●入院診療をしている精神病床を持つ病院数 ●高次脳機能障害支援拠点機関数 ●摂食障害治療支援センター数

H26 H29 H26 R2 R2.11.30

0-2 0-2 1 1 0

●外来診療している医療機関数

H26 H29

6 0-2

H26 H29

0-2 0-2

R2.11.30

0

●精神病床での入院患者数 ●精神病床での入院患者数

H26 H29 H26 H29 R2.3.31

●精神病床での入院患者数 ●精神病床での入院患者数 108 96 926 969 323件

H26 H29 H26 H29

0-9 11 0-9 0-9 ●外来患者数（１回以上）（精神療法に限定） ●外来患者数（１回以上）（精神病床に限定）

H26 H29 H26 H29 H26 H29 R2.3.31

●外来患者数（１回以上） ●外来患者数（１回以上） 228 235 2,447 2,645 339 354 141件

H26 H29 H26 H29 （継続）（精神療法に限定） （継続）（精神療法に限定）

33 52 32 96 H26 H29 H26 H29

（継続） 206 210 2,252 2,491

●外来患者数（継続） H26 H29 （１回以上）（精神療法に限定しない） （１回以上）（精神療法に限定しない） H26 H29

H26 H29 23 75 H26 H29 H26 H29 0-9 110

30 44 1,006 959 11,580 11,517

（継続）（精神療法に限定しない） （継続）（精神療法に限定しない） ●精神科リエゾンチームを算定された患者数

H26 H29 H26 H29 H26 H29

767 750 10,316 10,293 0-9 61

●摂食障害入院医療管理加算を算定された患者数

H26 H29

0-9 0-9

●精神病床での入院患者数

H26 H29

0-9 0-9

●外来患者数（１回以上） H26 H29

H26 H29 0-9 0-9

0-9 0-9

（継続）

H26 H29

0-9 0-9

●精神科救急医療施設（病院群輪番型、常時対応型）数

●精神科救急医療体制整備事業における受診件数

●精神科救急医療体制整備事業における入院件数

薬物依存症
外傷後ストレス障害

（ＰＴＳＤ）
摂食障害 てんかん 身体合併症 精神科救急

●診療している精神科病床を持つ病院数
（精神科救急・合併症入院料＋精神科身体合併症管理加
算）

●精神疾患の受け入れ体制を持つ一般病院数
(精神疾患診療体制加算＋精神疾患患者受入加算）

●依存症専門医療等機関（依存症専門医療等
機関、依存症治療拠点機関）数

ギャンブル等依存症 高次脳機能障害

自殺対策

●救命救急入院料精神疾患診断治療初回加算をとる一般
病院数

●依存症専門医療等機関（依存症専門医療等
機関、依存症治療拠点機関）数

薬物依存症
外傷後ストレス障害

（ＰＴＳＤ）
身体合併症

●精神科入院患者で重篤な身体合併症の診療を受けた患
者数
（精神科救急・合併症入院料＋精神科身体合併症管理加
算）

●体制を持つ一般病院で受け入れた精神疾患の患者数
（精神疾患診療体制加算＋精神疾患患者受入加算）

ギャンブル等依存症

自殺対策

●救命救急病院で精神疾患診断治療初回加算を算定され
た患者数
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精神疾患の医療体制構築に係る現状把握のための指標　 ●国の作成指針で示された指標

●こころの状態（日常生活における悩みやストレスの有無） ●精神病床における入院後3か月、6か月、12か月時点の退院率　【精神保健福祉資料　H26→29年度】
　【国民生活基礎調査　H22年度】

高知県 全国 高知県 全国 高知県 全国 高知県 全国 高知県 全国

悩みやストレスあり 総数 294 49,841 60.4 66 69 65 61.6 65 64 64
人口10万人当たり 38.1 39.2 86.7 82 87.9 82 80.3 82 83 81

悩みやストレスなし 総数 284 45,664 92.4 90 93.2 90 86.6 89 91 88
人口10万人当たり 36.8 35.9

　【国民生活基礎調査　H30年度】 ●精神病床における在院期間1年以上入院患者数　【精神保健福祉資料　H29→R元年度】
高知県 全国

悩みやストレスあり 総数 281 51,430 高知県 全国 高知県 全国 高知県 全国

人口10万人当たり 38.6 40.5 65歳未満 569 68,046 526 64,870 540 61,088
悩みやストレスなし 総数 330 55,954 65歳以上 1,232 106,246 1,265 106,750 1,294 104,880

人口10万人当たり 45.3 44.0

●地域平均生活日数

H２８

298

●精神病床における新規入院患者の平均在院日数　【精神保健福祉資料　H26→H29年度】

高知県 全国 高知県 全国 高知県 全国 高知県 全国

137 128 132 127 136 129 141 127 

●退院患者平均在院日数（認知症）
【患者調査　H20年　（医政局指導課による特別集計結果）】

血管性及び詳細不明の認知症 169.7
アルツハイマー病 124.9
退院患者の平均在院日数 147.3

●医療施設を受療した認知症患者のうち外来患者の割合
【患者調査　H20年　（医政局指導課による特別集計結果）】

血管性及び詳細不明の認知症推計患者数（総数） 800
アルツハイマー病推計患者数（総数） 800
血管性及び詳細不明の認知症推計患者数（外来） 100
アルツハイマー病推計患者数（外来） 400
外来患者の割合[％] 31.3

●認知症新規入院患者2か月以内退院率【精神保健福祉資料　H22→H28年度】
（H22） （H24） （H25） (H26) (H27) (H28)

前年6月の入院患者数 13 21 15 18 13 18
前年6月の入院患者のうち6月～8月に退院した患者数 8 6 6 10 5 7
2か月以内退院率　[％] 75.0% 37.5% 37.5% 55.6% 38.5% 38.9%

●自殺死亡率（人口10万当たり）　【人口動態調査　H23→H28年】

高知県 全国 高知県 全国 高知県 全国 高知県 全国 高知県 全国 高知県 全国 高知県 全国 高知県 全国

総数 194 28,874 160 26,038 159 26,038 114 23,152 132 21,017 109 20,465 126 20,031 121 -
人口10万人当たり 26.0 22.9 21.6 20.7 21.6 19.5 15.7 18.4 18.4 16.8 15.4 16.4 17.9 16.1 17.5 -

（H26） （H27） （H28） (H29)

入院後3か月時点退院率

入院後6か月時点退院率

入院後12か月時点退院率

（H29） （H30） （R元）

（H26） （H27） （H28） (H29)

新規入院患者の平均在院日数

予防・アクセス(うつ病・認知症を含む）　／　治療・回復・社会復帰（うつ病・認知症を含む）　／　精神科救急・身体合併症・専門医療・認知症

（H23） （H25） （H26) （H27) (H28) (H29) (H30) (R元)

予防・アクセス
(うつ病・認知症を含む）

治療・回復・社会復帰（うつ病・認知症を含む）　／　精神科救急・身体合併症・専門医療・認知症

ア
ウ
ト
カ
ム

（
医
療
の
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果
）



救急医療の医療体制構築に係る現状把握のための指標　　　　●国の作成指針で示された指標　　　■県独自で追加した指標

●救急救命士の数（H31.4時点）　（令和元年版 救急・救助の現況） ●救命救急センターの数（県調べ）(令和２年12月現在） ●二次救急医療機関の数 (令和２年4月現在）　県調べ ●初期救急医療体制に参画する病院の数

高知県 安芸 中央 高幡 幡多 高知県 安芸 中央 高幡 幡多 高知県 安芸 中央 高幡 幡多

307 38 157 49 63 3 0 3 0 0 14 1 8 - 5

●AEDの設置台数（一般財団法人日本救急医療財団　AED設置場所検索）　　平成29年10月現在/3,411台→令和２年10月現在/3,552台　　 ■ドクターヘリ・ドクターカー出動件数(県調べ) H28.6 H29.4 H30.4 R2.4 H28.6 H29.4 H30.4 R2.4 （平成29年度医療施設調査）

●住民の救急蘇生法講習の受講率（H30）　(令和元年版　救急・救助の現況）　（H29）125人/１万人当たり　→（H30）117人/１万人当たり 高知県 38 40 41 41 17 17 17 17 ※　３年毎の静態調査

●救急医療協議会開催回数　　　（H30）１回→（R1）１回 安芸 3 3 3 3 3 3 3 3

●救急救命士が同乗している救急車の割合（H31.4.1現在）（令和元年版　救急・救助の現況） 平成26年度 550 328 191 31 中央 29 31 32 32 ※5 ※5 ※5 ※5

救急隊総数 常時運用隊数 比率 全国 ※（　）内はH29.4.1の数値 平成27年度 748 464 234 50 高幡 3 3 3 3 5 5 5 5

48（48） 42（42） 87.5%（87.5%） 91.7%（90.9%） ※常時運用隊数（H30.4.1）42隊→（H31.4.1）42隊 平成28年度 806 543 200 63 幡多 3 3 3 3 9 9 9 9

●救急車の稼働台数　（令和元年版　救急・救助の現況）　（H29）69台→（H30）69台 平成29年度 749 475 211 63

●救急車による傷病程度別救急患者搬送人員（H30）　（令和元年版　救急・救助の現況） ※（）内はH29の数値 平成30年度 661 449 151 61

死亡 重症 中等症 軽症 その他 計 令和１年度 567 380 136 51

件数 616（655） 6,080（6,414） 14,404（13,946） 18,024（16,976） 244（267） 39,368（38,258） ※H29→H30　軽症者1,048人増 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和１年度

％ 1.6（1.7） 15.4（16.8） 36.6（36.5） 45.8（44.4） 0.6（0.7） 100（100） 69 106 102 86 87 74

全国％ 1.3（1.4） 8.2（8.4） 41.6（41.6） 48.8（48.6） 0.1（0.1） 100（100） 58 105 154 144 94 79

●救急出場件数及び搬送人員の推移（救急・救助の現況） 68 51 49 79 62 80

平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 195 262 296 309 243 233

救急出場件数 38,225 38,399 38,306 38,418 39,535 40,463 41,056 42,414 ※H29→H30　1,358人増 ■救命救急センター救急車搬送人員数と重篤患者数（令和１年度）

搬送人員 35,176 35,152 35,479 35,408 36,699 37,608 38,258 39,368 ※H29→H30　1,110人増 重篤患者数 割合（％）

■情報提供体制（救急医療情報センター調べ） 996（1,223） 17.6（20.0）

■インターネット閲覧状況 945（1,144） 26.9（28.5）

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和１年度 1,747（1,772） 25.9（28.0）

328,354 248,616 222,831 222,001 219,593 300,980 （三病院救命救急センター連絡協議会資料）

※（）内はH29の数値

■電話照会件数 ■応需情報入力医療機関の入力率（令和１年度）

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和１年度 入力率 医療機関数 施設数 病床数 施設数 病床数 施設数

総件数 48,938 46,714 45,782 44,301 43,109 42,710 80%以上 47（55） 高知県 131(134) 5（6） 48（45） 4（1） 37（15） 3（3）

小児科 16,273 15,785 15,206 14,142 12,182 12,394 60%以上80%未満 6（6） 安芸 7(7) 0 0 0 0 0

内科 11,693 10,625 11,172 11,096 11,799 11,304 30%以上60%未満 1（0） 中央 97(100) 4（5） 42※（39） 4（1） 37（15） 3（3）

整形外科 5,581 5,729 5,349 5,385 5,361 5,504 30%未満 48（47） 高幡 8(8) 0 0 0 0 0

※（　）内はH28の数値 幡多 19(19) 1（1） 6（6） 0 0 0

※（）内はH24.5時点の数値

※近森病院については　H27：（ICU＋CCU）18床となっており、表の数値から除いている

●心肺機能停止傷病者全搬送人員のうち、一般市民により除細動が実施された件数　（救急・救助の現状） ●高知県の救命救急センターの充実度評価Aの割合（平成30年度評価）

平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 Ａ（Ａ）

9 8 11 28 8 4 9 8 11 8 Ａ（Ａ）

Ａ（Ａ）

■ＪＰＴＥＣ（病院前外傷教育研修）受講人数（県調べ） 100%（100％） 高知県 569 72 13%

年度 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 ※（）内はH23年の数値 中央 422 54 13%

受講人数 44 49 51 53 60 66 60 42 24 36 安芸 41 7 17%
※台風により第27
回中止 ■救急搬送のうち救命救急センターへの搬送割合(転院搬送除く)　（救急搬送における医療機関の受入れ状況等実態調査） 高幡 41 - 0%

■医療機関への収容所要時間別搬送人員（H30）　（令和元年版　救急・救助の現況） ※（　）内はH29の数値　 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和１年 幡多 65 11 17%

31,119 32,325 33,216 33,825 34,945 34,587 全国 101,471 14,876 15%

11,464 12,660 14,370 14,547 14,174 13,659 平成29年度医療施設調査（３年毎の静態調査）

36.8 39.2 43.3 43.0 40.6 39.5 

人数 25,211（24,362） 8（8） 1,124(1,305) 7,358（7,952） 15,425（14,097） 1,261（970） 35（30）

割合 100%（100％） 0.0%（0.0％） 4.5%（5.4%） 29.2%（32.6%） 61.2%（57.9％） 5.0%（4.0％） 0.1%（0.1％）

人数 14,157（13,896） 0（0） 49（50） 1,100（1,301） 9,430（9,276） 3,437（3,133） 141（136）

割合 100%（100％） 0%（0％） 0.3%（0.4％） 7.8%（9.4%） 66.6%（66.7%） 24.3%（22.5%） 1.0%（1.0%）

■救急車の現場到着所要時間（分）(消防本部別）　　（救急年報、救急・救助の現況）

全国平均 県平均 室戸市 中芸 安芸市 香南市 香美市 南国市 嶺北 高知市 仁淀 高吾北 土佐市 高幡 幡多中央 幡多西部 土佐清水

平成25年 8.5 8.8 10.2 7.7 10.1 8.6 8.1 9.7 14.4 8.2 8.2 10.7 5.0 9.4 9.5 8.9 10.1 

平成26年 8.6 8.9 10.1 8.2 10.8 8.6 7.9 9.3 14.4 8.3 7.8 10.3 5.1 9.3 10.4 8.9 10.0 

平成27年 8.6 8.9 10.7 8.5 10.8 8.5 7.9 9.0 15.0 8.2 7.7 9.7 4.9 9.5 11.1 9.3 10.2 

平成28年 8.5 8.8 11.1 7.8 10.8 8.5 7.6 8.7 13.4 8.4 8.0 9.9 5.2 9.3 10.4 10.1 10.3 

平成29年 8.6 8.9 10.7 8.0 11.0 8.6 7.6 8.7 14.2 8.5 7.6 10.9 5.3 9.3 10.5 10.1 9.8 

平成30年 8.7 9.1 11.4 9.3 11.3 8.6 7.5 9.0 14.6 8.5 8.3 11.6 5.1 9.2 10.1 9.8 9.9 

●救急車で搬送する病院が決定するまでに、要請開始から30分以上、あるいは４医療機関以上に要請を行った件数、及び全搬送件数に占める割合（受入れ困難事例）

現場滞在時間区分ごとの件数(重症以上）(H30)　（平成30年中　救急搬送における医療機関の受入状況実態調査）　※（　）内はH29の数値　

■医療機関に受入の照会を行った回数ごとの件数（重症以上）(H30)　（平成30年中　救急搬送における医療機関の受入状況実態調査）　※（　）内はH29の数値　

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

34（14） 10（6） 4（1） 3（2） 2（0） 2（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0(0)

●救急車の病院収容時間(分)　（救急・救助の現況） ■管外搬送件数及び搬送率の推移　（救急・救助の現況）

平成22年 平成23年 　平成24年 　平成25年 　平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年

県平均 36.1 37.0 38.3 38.9 39.4 39.7 39.9 40.2 41.3 管外搬送件数 11,596 11,963 11,893 12,231 12,497 12,215 12,725

全国平均 37.4 38.1 38.7 39.3 39.4 39.4 39.3 39.3 39.5 管外搬送率 35.2% 34.8% 33.8% 34.8% 35.2% 34.5% 34.7%

■病院収容時間(分)と管外搬送率（消防本部別）　（救急年報、救急・救助の現況）

全国平均 県平均 室戸市 中芸 安芸市 香南市 香美市 南国市 嶺北 高知市 仁淀 高吾北 土佐市 高幡 幡多中央 幡多西部 土佐清水

平成25年 39.3 38.9 53.6 50.3 41.6 43.0 44.7 36.6 49.9 33.3 39.7 50.7 32.3 45.6 43.2 36.2 40.2 

平成26年 39.4 39.4 57.5 49.3 40.7 43.2 44.1 35.4 52.5 34.1 39.0 50.1 33.9 45.8 45.1 37.1 41.4 

平成27年 39.4 39.7 60.9 48.9 41.5 45.4 43.3 33.7 54.9 33.6 39.8 51.0 34.4 48.4 47.9 38.1 42.3 

平成28年 39.3 39.9 62.6 46.5 43.2 42.7 42.7 32.7 52.7 34.1 41.0 51.7 35.5 48.7 47.4 39.2 42.2 

平成29年 39.3 40.2 62.8 49.7 41.8 42.6 42.3 33.3 53.1 34.8 40.3 52.2 35.5 49.9 46.8 40.0 41.3 

平成30年 39.5 41.3 66.2 50.1 44.6 42.9 42.0 35.6 55.1 35.7 42.6 53.8 36.3 50.7 46.2 39.9 47.1 

令和１年 39.5 41.6 67.6 51.2 42.8 43.7 43.6 36.6 55.3 36.0 43.3 52.0 37.4 50.7 45.9 38.3 49.2 

H29管外搬送率(%) 16.8 36.3 96.2 76.2 29.9 85.9 90.8 70.0 38.4 4.3 86.0 60.5 55.7 49.3 69.1 4.3 23.5 

H30管外搬送率(%) 16.5 36.0 99.1 78.5 30.2 84.7 85.6 66.4 36.9 4.4 85.8 57.1 52.8 52.8 71.6 3.6 25.5 

R１管外搬送率(%) 16.7 36.1 99.0 76.4 28.3 82.1 85.9 63.7 40.4 4.9 87.0 55.5 52.7 54.3 72.1 2.7 31.9 

一般市民により心肺機能停止の時点が目撃された心原性の心肺機能停止症例の一か月後の予後

　　18人　／　14.3％ 　　11人　／　10.5％

　　 7人　／　 5.6％ 　　 7人　／　 6.7％

病院前救護 第三次救急医療 第二次救急医療 初期救急医療 救命期後医療

ドクターカー出動回数

高知赤十字病院

高知医療センター

近森病院

合計

年間受入救急車搬送人員

高知赤十字病院 5,655（6,104）

高知医療センター 3,516（4,013）

近森病院 6,739（6,664）

●特定集中治療室のある医療機関数　（県調べ）（平成27年度）

構成比 病床数 施設数 病床数

46.1%（44.9%） 8（20） 3（3） 24（18）

5.9%（5.6%） 0 0 0

1.0%（0％） 8※（20） 3（3） 24（18）

47.1%（43.5%） 0 0 0

0 0 0

●一般診療所のうち、初期救急医療に参画する機関の割合　　　　　　

高知赤十字病院

高知医療センター

近森病院

充実度評価Aの割合

所要時間 全体（人）

救命救急センター（人）

搬送割合（％）

15分未満
15分以上
30分未満

30分以上
45分未満

45分以上
60分未満

60分以上
90分未満

90分以上
120分未満

120分以上
150分未満

150分以上 合計 30分以上 割合 全国

2,884（3,203） 2,132（2,105） 155（141） 37（18） 10（5） 0（4） 0（0） 1（0） 5,219（5,476） 203（168） 3.9%（3.1%） 5.1%（5.0%）

1 2 3 4 合計 4件以上 割合 全国

4,269（4,706） 617（562） 209（145） 69（40） 5,219（5,476） 124（63） 2.4%（1.2%） 2.4%（2.2%）

平成28年 平成29年 平成30年

13,413 13,896 14,157

35.7% 36.3% 36.0%

●心肺機能停止患者の一か月後の予後　（救急・救助の現況）

平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 平成30年全国

目撃者 126人 105人 117人 110人 106人 107人 134人 109人 117人 121人 129人 113人 25,756人

　　生存者数　／　生存率 　　　14人　／　12.0％ 　　16人　／　14.5％ 　17人 ／ 16.0％ 　15人 ／ 14.0％ 　13人 ／ 9.7％ 　12人 ／ 11.0％ 117人 　14人 ／ 11.6％ 　15人 ／ 11.6％ 　14人 ／ 12.4％ 3,584人／13.9％

社会復帰者数　／　復帰率 　　　 6人　／　 5.1％ 　　 8人　／　 7.3％ 　14人 ／ 13.2％ 　10人 ／  9.3％ 　10人 ／ 7.5％ 　 8人 ／  7.3％ 　 12人／10.3％ 　 10人／ 8.3％ 　5人 ／  3.9％ 　8人 ／  7.1％ 2,355人／9.1％

救急告示病院・診療所
病院群輪番制

（※は三次含む小児科のみ）

ドクヘリ 出動件数 現場搬送 施設間搬送
フライトキャン

セル

医療施設
総数(病院

数）

特定集中治療室(ICU) 脳卒中集中治療室(SCU) 心臓内科系集中治療室(CCU) 新生児特定集中治療室(NICU)

●救急搬送患者の地
域連携受入件数→把

握不可
一般診療所総

数
在宅当番医制

有
割合

合計
10分未満

10分以上
20分未満

20分以上
30分未満

30分以上
60分未満

60分以上
120分未満

120分
以上

管内搬送

管外搬送

ス
ト
ラ
ク
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ー
（
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院
や
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者
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度
）
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周産期医療の医療体制構築に係る現状把握のための指標 ●国の作成指針で示された項目　　　■県独自で追加した項目

●医療施設に勤務する産科・産婦人科医師数 （医師・歯科医師・薬剤師調査） ●分娩取扱施設に勤務する常勤産科・産婦人科医師数（県健康対策課） ●■広告可能な小児領域専門医師数

県　計 安芸圏域 中央圏域 高幡圏域 幡多圏域 ・高次医療施設（７病院） （人）  （医師・歯科医師・薬剤師調査)

H22.12末 49 1 42 - 6 小計 安芸圏域 中央圏域 高幡圏域 幡多圏域 （県障害保健福祉課）

H30.12末 60 2 52 - 6 （人） 27 1 23 - 3

＊人口10万人当たりの産科・産婦人科医師数：6.4人（全国 8.4人）→8.5人（全国 9.3人） 30 1 26 - 3 H22.12末 3

＊出生千人当たりの産科・産婦人科医師数：8.9人（全国 9.9人）→13.1人（全国 12.8人） 36 3 30 - 3 H26.12末 3

■医療施設に勤務する小児科医師数（医師・歯科医師・薬剤師調査） 35 3 29 - 3 H28.12末 4

県　計 安芸圏域 中央圏域 高幡圏域 幡多圏域 ・一次医療施設 （人） H30.12末 4 （人）

H22.12末 100 4 81 2 13 小計 安芸圏域 中央圏域 高幡圏域 幡多圏域

H30.12末 106 4 84 4 14 （人） 15 - 14 - 1 ●アドバンス助産師数、新生児集中ケア認定看護師数（県健康対策課）

＊人口10万人当たりの小児科医師数：13.1人（全国 12.6人）→15.0人（全国 21.8人） 7 - 6 - 1

●就業助産師数（衛生行政報告） 7 - 6 - 1 H29.4.1

県　計 安芸圏域 中央圏域 高幡圏域 幡多圏域 7 - 6 - 1 R2.4.1 （人）

H22.12末 169 9 148 - 12

H30.12末 191 13 162 2 14 （人） ●■高次医療施設に勤務する常勤小児科医師数（県健康対策課） （人） ●災害時小児周産期リエゾン任命者数（県健康対策課）

＊人口10万人当たりの就業助産師数：22.2人（全国 23.5人）→27.1人（全国29.2人） 小計 安芸圏域 中央圏域 高幡圏域 幡多圏域 産科医師 助産師

＊出生千人当たりの就業助産師数：30.6人（全国 27.7人）→41.8人 40 3 32 - 5 H28年度 1 －
(8) (-) (8) (-) (-) H29年度 1 －

●分娩を取扱う病院数（県健康対策課） 39 2 30 - 7 H30年度 3 － ●身体障害者手帳交付数（18歳未満）

県　計 安芸圏域 中央圏域 高幡圏域 幡多圏域 (6) (-) (6) (-) (-) R元年度 － 1 （人） （福祉行政報告)

H19.10末 8 1 5 1 1 49 2 42 - 5 R2年度 1 1

H29.4.1 7 1 5 - 1 （8） (-) （8） (-) (-)

R2.4.1 7 1 5 - 1

R3.4.1 7 1 5 - 1 ●分娩取扱施設に勤務する常勤助産師数（県健康対策課） ●ハイリスク妊産婦連携指導料１加算届出医療機関数（診療報酬施設基準）

●■分娩を取扱う病院の産科（産婦人科）病床数（県健康対策課） ・高次医療施設 （人） 県　計 安芸圏域 中央圏域 高幡圏域 幡多圏域

県　計 安芸圏域 中央圏域 高幡圏域 幡多圏域 小計 安芸圏域 中央圏域 高幡圏域 幡多圏域 R2.7 4 - 3 - 1

H22.4.1 231 39 157 - 35 97 7 79 - 11 R3.9 4 - 3 - 1

H29.4.1 199 41 116 - 42 110 12 82 - 16

R2.4.1 220 41 130 - 49 （床） 124 12 102 - 10 ●ハイリスク妊産婦連携指導料加２算届出医療機関数（診療報酬施設基準）

●分娩を取扱う診療所数（県健康対策課） ・一次医療施設 （人） 県　計 安芸圏域 中央圏域 高幡圏域 幡多圏域

県　計 安芸圏域 中央圏域 高幡圏域 幡多圏域 小計 安芸圏域 中央圏域 高幡圏域 幡多圏域 R2.7 1 - 1 - -

H19.10末 13 - 12 - 1 23 - 23 - - R3.9 2 - 1 1 -

H22.4.1 13 - 12 - 1 22 - 20 - 2

H24.4.1 11 - 10 - 1 21 - 20 - 1 ●ハイリスク分娩管理加算届出医療機関数（診療報酬施設基準）

H24.9.1 9 - 8 - 1 ●ＮＩＣＵ 県　計 安芸圏域 中央圏域 高幡圏域 幡多圏域

H29.4.1 7 - 6 - 1 H24.7 5 - 4 - 1

R2.4.1 6 - 5 - 1 H30.7 6 - 5 - 1

R3.4.1 6 - 5 - 1 R2.7 6 - 5 - 1

■分娩を取扱う診療所の病床数（県健康対策課） ＊人口10万人当たりのＮＩＣＵ病床数：3.34床(H28)→3.4床(R元）→3.5床（R2) R3.9 6 1 4 - 1

県　計 安芸圏域 中央圏域 高幡圏域 幡多圏域 ＊出生千人当たりのＮＩＣＵ病床数：5.02床(出生１万対：50.2床)(H28）→ 5.62床(出生１万対：56.2床)(R元）→5.88床（出生一万対：58.8床）(R2)

H22.4.1 198 - 182 - 16 ●ＧＣＵ

H24.9.1 135 - 119 - 16

H29.4.1 120 - 104 - 16

R2.4.1 99 - 83 - 16 （床）

●分娩を取扱う助産所数 ＊人口10万人当たりのＧＣＵ病床数：3.76床(H28）→ 3.87床(R元)→3.91床（R2)

H29.4 ＊出生千人当たりのＧＣＵ病床数：5.65床(H28）→ 6.32床(R元)→6.61床（出生一万対：66.1床）（R2）

R2.4 ●ＭＦＩＣＵ

R3.4

●院内助産所数

H29.4

R2.4 ＊人口10万人当たりのＭＦＩＣＵ病床数：0.42床(H28）→ 0.43床(R元）→0.43床（R2)

●助産師外来開設施設数 ＊出産千人当たりのＭＦＩＣＵ病床数：0.63床(H28）→ 0.70床(R元）→0.73床（R2)

H29.4

R2.4

■出生数（人口動態統計） （人） ●■低出生体重児数と出生割合（人口動態統計） （人） （％）

高知県 安芸圏域 中央圏域 高幡圏域 幡多圏域 全国

2014 5,015 243 3,940 325 507 2014 9.5 535 10.7 34 14.0 393 10.0 12.3 68 13.4

2015 5,052 236 3,975 305 536 2015 9.5 517 10.2 25 10.6 400 10.1 10.8 59 11.0

2016 4,779 217 3,780 268 514 2016 9.4 429 9.0 20 9.2 337 8.9 9.0 48 9.3

2017 4,837 239 3,829 313 456 2017 9.4 496 10.3 32 13.4 382 10.0 10.2 50 11.0

2018 4,559 212 3,600 258 489 2018 9.4 467 10.3 21 9.9 360 10.0 9.3 62 12.7

2019 4,270 190 3,403 238 439 2019 9.4 477 11.2 18 9.5 370 10.9 11.3 62 14.1

2020 4,082 204 3,272 216 390 2020 9.2 386 9.5 17 8.3 311 9.5 10.2 36 9.2

●出生率（人口動態統計） （対千人） ■低出生体重児の内訳（人口動態統計） （人）／（％）

全国 高知県 安芸圏域 中央圏域 高幡圏域 幡多圏域 全国（％） 高知県 安芸圏域 中央圏域 幡多圏域

2014 8.0 6.8 5.0 7.4 5.8 5.7 H22 0.3 19/0.3 1/0.4 17/0.4 1/0.2

2015 8.0 7.0 4.9 7.5 5.5 6.2 H29 0.3 18/0.4 3/1.3 14/0.4 1/0.2

2016 7.8 6.7 4.6 7.3 4.9 6.1 H30 0.3 19/0.4 3/1.4 14/0.4 2/0.4

2017 7.6 6.8 5.2 7.4 5.9 5.5 R元 0.3 15/0.4 1/0.5 12/0.4 2/0.5
2018 7.4 6.5 4.7 7.0 5.0 6.0 R2 0.3 11/0.3
2019 7.0 6.2 4.3 6.5 4.6 5.4 H22 0.8 46/0.8 3/1.1 37/0.9 5/0.8
2020 6.8 6.0 H29 0.7 39/0.8 4/1.7 33/0.9 2/0.4

H30 0.7 54/1.2 3/1.4 42/1.2 8/1.6
R元 0.7 31/0.7 1/0.5 26/0.8 4/0.9
R2 0.7 38./0.9
H22 9.6 578/10.5 24/8.7 438/10.3 82/13.1
H29 9.4 496/10.3 32/13.4 382/10.0 50/11.0
H30 9.4 467/10.2 21/9.9 360/10.0 62/12.7
R元 9.4 477/11.2 18/9.5 370/10.9 62/14.1
R2 9.2 386/9.5 17/8.3 311/9.4 36/9.2

正常分娩 高次周産期医療提供施設 総合・地域周産期母子医療センター 療養・療育支援

H22.4

H29.4 0

R2.4 5

R3.4 5

10

H22.4（13診療所）

H29.4（10診療所） アドバンス助産師 新生児集中ケア認定看護師

R2.4（6診療所） 21 4

R3.4（6診療所） 34 3

新生児診療担当医師

小児科医師数 －

（新生児診療担当） 2

小児科医師数 －

（新生児診療担当） 1

小児科医師数 1 年　度 交付数

（新生児診療担当） ※災害時小児周産期リエゾン養成研修（厚生労働省）受講者 H22 551

H23 540

H24 529

H25 531

H26 509

H22.4 H27 495

H29.4 H28 487

R2.4 H29 473

H30 460

R元 444

H22.4（13診療所） R2 429

H29.4（10診療所）

R2.4（6診療所)

H24.9 H28 R2

有する病院数 3病院（中央圏域） 3病院（中央圏域） 3病院（中央圏域）

病床数 18床 24床 24床

H24.9 H28 R2

有する病院数 2病院（中央圏域） 2病院（中央圏域） 2病院（中央圏域）

病床数 23床 27床 27床

１（中央圏域）

１（中央圏域）

１（中央圏域） H24.9 H28 R2

有する病院数 1病院（中央圏域） 1病院（中央圏域） 1病院（中央圏域）

0 病床数 3床 3床 3床

0

5施設（中央圏域）

4施設（中央圏域）

高知県 安芸圏域 中央圏域 高幡圏域 幡多圏域

40 

33 

24 

32 

24 

27 

22 

高幡圏域

-/-

-/-

-/-

-/-

1/0.3
-/-
1/0.4
-/-

34/9.7
32/10.2
24/9.3
27/11.3
36/16.7

●医療型障害児入所施設（重症心身障害児施設）の数

小児外科
専門医

周産期（新生児）
専門医

県
計

安芸
圏域

中央
圏域

高幡
圏域

幡多
圏域

H24.5 4 - 3 - 1

H30.6 3 - 2 - 1

R2.10 3 - 2 - 1

R3.5 3 - 2 - 1

H22.4

H29.4

R2.4

超低出生体重児数／出生割合

極低出生体重児数／出生割合

低出生体重児数／出生割合

ス
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ク
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ー

（
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院
や
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度
）
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周産期医療の医療体制構築に係る現状把握のための指標 ●国の作成指針で示された項目　　　■県独自で追加した項目

●合計特殊出生率（人口動態統計） ●■取り扱い分娩件数、経膣分娩数及び帝王切開数の内訳、早産数（実績 県健康対策課）

全国 高知県 安芸圏域 中央圏域 高幡圏域 幡多圏域

2011 1.39 1.39 1.40 1.38 1.50 1.72 総数 正常分娩 吸引・鉗子 総数 予定 緊急

2012 1.41 1.43 1.56 1.42 1.77 1.71 H21 2,709 1,960 1,785 175 749 492 257 255 9.4%

2013 1.43 1.47 1.75 1.47 1.76 1.69 H28 2,960 2,089 1,894 195 871 527 344 249 8.4%

2014 1.42 1.45 1.51 1.45 1.90 1.74 R2 2,635 1,539 1,208 331 950 516 434 258 9.8%

2015 1.45 1.51 1.49 1.50 1.66 1.67 H21 2,892 2,332 1,747 585 560 296 264 110 3.8%

2016 1.44 1.47 1.51 1.47 1.56 1.78 H28 2,298 1,808 1,547 261 490 247 243 33 1.4%

2017 1.43 1.56 1.82 1.54 1.89 1.70 R2 1,422 1,147 978 169 276 144 132 17 1.2%

2018 1.42 1.48 1.70 1.50 1.67 1.90 ＊人口10万人当たりの分娩数：732.3件(H28) → 581.5件(R元)

2019 1.36 1.47 1.64 1.46 1.71 1.81 ●■ＮＩＣＵ入院児数（実人数，延人数）１日あたりの入院数、稼働率（実績 県健康対策課） ●ＮＩＣＵ・ＧＣＵの長期入院児の状況（県健康対策課）

2020 1.34 1.48 H22.4.1現在 H29.4.1現在 R2.4.1現在

12 8 7 H28 R2

●産後訪問指導（新生児）を受けた割合（地域保健・健康増進事業報告） H21 18 332 5,626 15.4 85.6% 3 5 0 母体搬送 24 21

＊新生児（未熟児含む）訪問数／出生数×100 （％） H28 24 409 6,602 18.0 75.2% 0 1 1 新生児搬送 8 3

全国 高知県 安芸圏域 中央圏域 高幡圏域 幡多圏域 R元 24 533 7,599 20.8 86.7%

2010 28.4 26.2 45.1 16.8 55.7 65.7 ＊人口10万人当たりのＮＩＣＵ入院児数：57.0人(H28) → 76.4人(R元)

2015 30.9 38.1 69.9 27.9 75.4 78.5 ＊出生千人当たりのＮＩＣＵ入院児数：85.6人(H28) → 124.8人(R元) ●■母体搬送数（県健康対策課）

2016 30.2 37.5 72.8 27.2 83.6 73.5 ■総合・地域周産期母子医療センター病床稼働状況（実績 県健康対策課） H23 H28 R2

2017 30.6 32.6 107.5 26.3 91.4 81.1 22 21 18 

2018 29.4 27.4 92.5 27.0 98.4 83.0 ＭＦＩＣＵ ＮＩＣＵ ＧＣＵ ＮＩＣＵ ＧＣＵ 99 55 63 

2019 29.5 39.4 96.8 32.1 60.5 86.3 H23 84 157 237 1 0 1 

H30 65 214 61 104 175 122 76 82 

R元 59 373 127 99 258

R2 33 242 36 107 149 ●■新生児搬送数（県健康対策課）

H23 9.2 20.5 12.3 H23 H28 R2

H30 34.1 17.9 11.6 40.1 9.2 4 15 13

R元 16.5 16.7 11.5 26.9 11.4 26 27 32

R2 8 17 8 3.3 9.5 8 5 3

H23 97 172 104 38 47 48

H30 104 354 30 319 32

R元 102 297 154 365 105

R2 - 107 - 307 31

H23 74.3% 100.2% 73.0%

H30 86.8% 89.2% 56.7% 83.0% 63.9%

R元 75.3% 92.9% 44.5% 81.1% 67.2%

R2 80.0% 94.0% 27.0% 65.2% 54.4%

■新生児死亡数（早期新生児死亡数）（人口動態統計） （人） ■周産期死亡数（妊娠満22週以降の死産数）（人口動態統計） （人） ●乳児死亡率（人口動態統計） （出生千対）

高知県 安芸圏域 中央圏域 高幡圏域 幡多圏域 高知県 安芸圏域 中央圏域 高幡圏域 幡多圏域 全国 高知県 安芸圏域 中央圏域 高幡圏域 幡多圏域

2011 9(7) - 6(4) - 3(3) 2011 30(23) 1(1) 25(21) - 4(1) 2011 2.3 3.4 - 3.4 - 7.0 

2012 8(5) 1(0) 4(3) 3(2) - 2012 24(19) 1(1) 19(16) 3(1) 1(1) 2012 2.2 2.5 3.6 1.5 8.8 5.5 

2013 7(5) - 4(3) - 3(2) 2013 26(21) - 23(20) - 3(1) 2013 2.1 2.7 - 2.4 3.1 5.7 

2014 5(4) 2(1) 3(3) - - 2014 15(11) 3(2) 12(9) - - 2014 2.1 2.4 12.3 2.0 - 2.0 

2015 2(2) - 1(1) - 1(1) 2015 18(16) 1(1) 12(11) 1(1) 4(3) 2015 1.9 1.6 - 1.5 - 3.7 

2016 2(2) - 2(2) - - 2016 14(12) - 9(7) 3(3) 2(2) 2016 2.0 1.9 9.2 1.6 - 1.9 

2017 4(4) - 4(4) - - 2017 18(14) - 17(13) 1(1) - 2017 1.9 2.1 - 2.6 - -

2018 3(3) - 3(3) - - 2018 21(18) - 18(15） 1(1) 2(2) 2018 1.9 1.1 - 1.4 - -

2019 6(6) 1(1) 5(5) - - 2019 17(11) 1(0) 14(9) - 2(2) 2019 1.9 2.6 5.3 2.9 - -

2020 4(3) 0(0) 3(2) 1(1) - 2020 14(11) 2020 1.8 2.7 

●新生児死亡率（人口動態統計） （出生千対） ●周産期死亡率（人口動態統計） （出産千対） ●幼児死亡率（人口動態統計）※1歳～4歳の死亡率＝1歳～4歳の死亡数/1歳～4歳の人口×10万

全国 高知県 安芸圏域 中央圏域 高幡圏域 幡多圏域 全国 高知県 安芸圏域 中央圏域 高幡圏域 幡多圏域 全国 高知県 死亡数（人）

2011 1.1 1.7 - 1.5 - 5.3 2011 4.1 5.7 3.8 6.1 - 7.0 2011 27.6 26.5 6 

2012 1.0 1.5 3.6 1.0 8.8 - 2012 4.0 4.5 3.6 4.6 8.7 1.8 2012 20.9 27.1 6 

2013 1.0 1.3 - 1.0 - 5.7 2013 3.7 4.9 - 5.5 - 5.7 2013 18.6 18.2 4 

2014 0.9 1.0 8.2 0.8 - - 2014 3.7 3.0 12.2 3.0 - - 2014 19.3 36.6 8 

2015 0.9 0.4 - 0.3 - 1.9 2015 3.7 3.6 4.2 3.0 3.3 7.4 2015 19.4 30.0 6 

2016 0.9 0.4 - 0.5 - - 2016 3.6 2.9 - 2.4 11.1 3.9 2016 17.7 34.3 7 

2017 0.9 0.8 - 1.0 - - 2017 3.5 3.7 0.0 4.4 3.2 0.0 2017 17.8 15.0 3 

2018 0.9 0.7 - 0.8 - - 2018 3.3 4.6 0.0 5.0 3.9 4.1 2018 16.8 25.3 5 

2019 0.9 1.4 5.3 1.5 - - 2019 3.4 4.0 5.3 4.1 - 4.5 2019 17.5 26.5 5 

2020 0.8 1.0 - 0.9 4.6 - 2020 3.2 3.4 2020 6 

●死産率（自然死産率／人工死産率）（人口動態統計） （出産千対）

2011 41人 3.8 - - 2011
2012 42人 4.0 - - 2012
2013 36人 3.4 - - 2013
2014 28人 2.7 - - 2014
2015 39人 3.8 - - 2015
2016 34人 3.4 - - 2016
2017 33人 3.4 - - 2017
2018 31人 3.3 - - 2018
2019 29人 3.3 - - 2019
2020 23人 2.7 - - 2020

正常分娩 高次周産期医療提供施設 総合・地域周産期母子医療センター 療養・療育支援

経膣分娩数（再掲） 帝王切開数（再掲）

30日～半年未満の入院児数

半年～１年未満の入院児数

１年以上の入院児数

総合周産期母子医療センター 地域周産期母子医療センター 高次病院⇒高次病院

一次施設⇒高次病院

県外搬送

合　　計

高次病院⇒高次病院

一次施設⇒高次病院

県外搬送

合　　計

●■妊産婦死亡数（妊産婦死亡率）（人口動態統計）（出産10万対）

全国 高知県 全国（率） 高知県（率） 高知県（実数）（胎）

23.9(11.1/12.8) 32.3(14.4/17.9) 175(78/97)
23.4(10.8/12.6) 28.2(10.7/17.5) 153(58/95)
22.9(10.4/12.5) 23.0(11.7/11.3) 124(63/61)
22.9(10.6/12.3) 28.9(9.7/19.2) 149(50/99)
22.0(10.6/11.4) 21.5(10.7/10.9) 111(55/56)
21.0(10.1/10.9) 21.7(9.6/12.1) 106(47/59)
21.1(10.1/11.0) 20.5(9.3/11.1) 101(46/55)
20.9(9.9/11.0） 22.5(11.1/11.4） 105(52/53）
22.0(10.2/11.8) 19.1(6.9/12.2) 83(30/53)
20.1(9.5/10.6) 18.3(7.9/10.3) 76(33/43)

分娩数 早産数 早産の割合

高次施設（７病院）

一次施設
（13→10診療所）

●搬送受入困難件数
 （NICUを有する病院）
　　　　　　　　(県健康対策課）

病床数 入院児実数 入院児延数
１日あたり
入院児数

稼働率

年間利用実
人員（人）

平均入院
期間（日）

最大入院
期間（日）

病床利用率
（％）

プ
ロ
セ
ス

（
医
療
や
看
護
の
内
容
）
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ト
カ
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（
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果
）



小児医療の医療体制構築に係る現状把握のための指標 ●国の作成指針で示された指標　　　■県独自で追加した指標

●小児人口 （人） ●出生率 ■一般世帯数　318,086世帯　うち６歳未満の子供がいる核家族世帯　20,057世帯（約6.3％）

高知県 安芸圏域 中央圏域 高幡圏域 幡多圏域 全国 高知県 安芸圏域 中央圏域 高幡圏域 幡多県域 ■３歳未満の子どもがいる夫婦世帯　12,169世帯　　うち夫婦共働き世帯数　6,741世帯（55.4％　全国42.6％）

平成24年 89,538 4,971 67,977 6,268 10,322 平成24年 8.2 7.0 5.4 7.6 5.8 6.0 (平成27年度　国勢調査）※５年毎の調査

平成25年 88,151 4,871 67,198 6,041 10,041 平成25年 8.2 7.1 5.8 7.7 5.6 5.9 

平成26年 86,433 4,672 66,189 5,865 9,707 平成26年 8.0 6.8 5.0 7.4 5.8 5.7 

平成27年 83,683 4,449 64,396 5,627 9,211 平成27年 8.0 7.0 4.9 7.5 5.5 6.2 

平成28年 82,280 4,319 63,430 5,483 9,048 平成28年 7.8 6.7 4.6 7.3 4.9 6.1 

平成29年 80,647 4,196 62,324 5,378 8,749 平成29年 7.6 6.8 5.2 7.4 5.9 5.5 

平成30年 79,004 4,069 61,205 5,238 8,492 平成30年 7.4 6.5 4.7 7.0 5.0 6.0 

人口動態統計

■小児慢性特定疾患受給者数　803人（平成24年度）⇒648人（平成29年度）　　　■育成医療受給者数　228人（平成24年度）⇒142人（平成29年度）

●小児救急啓発事業における講習会実施回数（県調べ） （回） ●一般小児医療を担う病院・診療所数　⇒病院：34、診療所：30　（平成29年医療施設調査　） ●ＮＩＣＵを有する病院数・病床数 ●ＰＩＣＵを有する病院・診療所数

高知県 安芸圏域 中央圏域 高幡圏域 幡多圏域 （病院は、小児科を標榜している病院を計上） 病院数 3（3） 病院数 0

平成25年度 16 3 10 3 0 （診療所は、単科若しくは主な診療科が小児科である診療所を計上） 病床数 24（18） 病床数 0

平成26年度 13 1 8 3 1 ※３年毎の静態調査 ※３年毎の静態調査

平成27年度 17 1 11 4 1 ●診療所の小児科に勤務する医師数　⇒29人（医師・歯科医師・薬剤師調査） （平成29年医療施設調査） （平成29年医療施設調査）

平成28年度 7 1 3 3 0 ●小児歯科を標榜する歯科診療所数

平成29年度 12 1 8 3 0 平成17年 平成20年 平成23年 平成26年 平成29年

平成30年度 13 1 9 3 0 122 114 127 160 155

令和元年度 13 1 11 1 0

●小児救急電話相談の件数（高知県看護協会調べ） ※３年毎の静態調査 　　(医療施設調査）

平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

4,235 4,233 4,417 4,457 4,461 4,345 4,219 ●病院の小児科に勤務する医師数　⇒77人（医師・歯科医師・薬剤師調査） ■病院及び診療所の小児科医師の平均年齢等 ■小児科医師の年齢階級別分布 ※(　)内はH26の数値

365 365 366 365 365 365 366 ●小児入院医療管理料を算定している病院数・病床数（平成29年診療報酬施設基準） 病院 診療所 全体 病院 診療所

11.6 11.6 12.1 12.2 12.2 11.9 11.5 病院数 7 平均年齢 44.5 59.5 平均年齢（歳） 53.5（49.8） 48.3（47.3） 66.1（62.7）

●災害時小児周産期リエゾン任命者数（県健康対策課） 病床数 209 人数（人） 106（102） 73（67） 33（35）

●小児救急電話回線数　２ 産科医師 助産師 ～29歳 4（3） 4（3） 0（0）

H28年度 1 － ●地域連携小児夜間・休日診療科の届出医療機関数　⇒１（平成29年診療報酬施設基準） 平均年齢 45.2 58.8 30～39歳 15（14） 15（13） 0（1）

●小児救急電話相談における深夜対応の可否 H29年度 1 － ●救急外来にて院内トリアージを行っている医療機関数　⇒８（H29年診療報酬施設基準） 人数 66 34 40～49歳 17（29） 16（25） 1（4）

対応日：365日　 H30年度 3 － ■小児科医師数※の推移　（医師・歯科医師・薬剤師調査　※H28のみ高知県健康政策部調べ） 平均年齢 46.8 60.6 50～59歳 24（24） 17（13） 7（11）

対応時間：午後８時から午前１時までの５時間 R元年度 － 1 （人） 保健医療圏 高知県 安芸 中央 高幡 幡多圏域 人数 67 37 60～69歳 18（21） 8（11） 10（10）

平成22年 100 4 81 2 13 平均年齢 47.3 62.7 70歳～ 15（11） 6（2） 9（9）

■医療情報提供体制　-　高知県救急医療情報センターによる医療機関の紹介 平成24年 104 3 83 3 15 人数 67 35 （平成30年高知県健康政策部調べ）

 年度別照会件数と小児関係の照会割合（高知県救急医療情報センター調べ） 平成26年 102 4 80 3 15 平均年齢 46.6 64.6

平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年度 平成28年 106 4 85 3 14 人数 73 33

照会件数 50,680 48,938 46,714 45,782 44,301 43,109 42,710 平成30年 106 4 84 4 14 平均年齢 48.3 66.1

うち小児科件数 16,839 16,273 15,785 15,206 14,142 12,182 12,394 ※小児科医師数は、単科若しくは主として小児科に従事する医師数を計上 人数 73 33 （医師・歯科医師・薬剤師調査　※H28のみ高知県健康政策部調べ）

小児科の割合 33.2% 33.3% 33.8% 33.2% 31.9% 28.3% 29.0% ■小児科医に係る専門医資格等の取得状況（重複計上あり）（平成28年高知県健康政策部調べ） ■救急車による年齢区分別傷病程度別搬送人員 （平成31年中　消防政策課調べ）

 救急医療情報センターの小児科紹介件数（高知県救急医療情報センター調べ） 安芸圏域 中央圏域 高幡圏域 幡多圏域

日本小児科学会専門医 4 59 3 6

日本腎臓学会専門医 2 死亡 0 0.0% 6 0.6% 3 0.3% 9 0.4%

平成25年度 3,820 5,284 2,846 4,332 日本血液学会専門医 3 重症 11 23.4% 11 1.0% 24 2.1% 46 2.0%

平成26年度 3,689 5,018 2,822 4,127 日本感染症学会専門医 1 1 中等症 32 68.1% 217 20.5% 219 19.1% 468 20.8%

平成27年度 3,634 4,604 3,010 3,922 日本アレルギー学会専門医 3 1 軽症 4 6.2% 819 77.5% 898 78.2% 1,721 76.4%

平成28年度 3,406 4,521 2,862 3,809 日本小児神経学会専門医 1 4 1 その他 0 0.0% 4 0.4% 4 0.3% 8 0.4%

平成29年度 3,124 3,978 2,732 3,675 日本小児循環器学会専門医 2 合計 47 100.0% 1057 100.0% 1148 100.0% 2,252 100.0%

平成30年度 3,044 3,190 1,597 3,944 日本小児科医会「子どもの心」相談医 4 1

日本新生児医学会専門医 3

■年間受診者数の推移（高知市平日夜間急患センター） ■時間外小児救急患者数

年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

受診者数 4,816 4,843 5,002 5,174 5,096 4,336 4,226 1,832 1,390 1,235 1,025 1,116 987 842 690

4,262 3,798 3,504 3,597 3,769 3,950 3,263 3,895

■年間受診者数の推移（高知市休日夜間急患センター）　※小児科のみ ■５輪番病院の深夜帯における受診者数（中央保健医療圏５輪番病院調べ）

年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

受診者数 7,090 7,186 6,898 7,027 7,232 6,766 7,046 2,626 2,426 2,504 2,451 2,356 2,144 1,918 2,068

7.2 6.6 6.8 6.7 6.5 5.9 5.3 5.7 

●医療機関に受入の照会を行った回数ごとの件数　（平成29年救急搬送における医療機関の受入状況実態調査）　※小児のみ ■輪番病院の小児科勤務医数及び輪番当直医師数の推移（中央保健医療圏５輪番病院調べ）

回数 1 2 3 4 5 6 7 8

件数 1,316 (1,288) 213 (248) 36 (85) 16 (21) 4 (24) 0 (9) 0 (2) 0 (0)

回数 9 10 合計 4回以上 割合 勤務医数 15 14 17 20 19 19 19

件数 0 (0) 0 (0) 1,585 (1,677) 20 (56) 1.3% (3.3%) うち輪番当直医数 10 9 15 15 15 11 11

※（　）内はH24の数値 勤務医数 11 10 11 11 11 10 12

うち輪番当直医数 8 5 5 5 5 5 5

勤務医数 7 6 6 7 7 7 6

うち輪番当直医数 6 6 6 5 5 4 5

勤務医数 3 2 2 2 2 2 2

うち輪番当直医数 1 1 2 1 2 2 2

勤務医数 2 2 2 2 2 3 3

うち輪番当直医数 2 2 2 2 2 2 2

勤務医数 38 34 38 42 41 41 42

うち輪番当直医数 27 23 30 28 29 24 25

●乳児死亡率（人口動態調査：出生千対）　 ●幼児死亡率（人口動態調査　（5歳未満の死亡数／5歳未満人口）×1000） ●小児死亡率（人口動態調査　（15歳未満の死亡数／15歳未満人口）×1000）

保健医療圏 全国 高知県 安芸 中央 高幡 幡多 保健医療圏 全国 高知県 安芸 中央 高幡 幡多 保健医療圏 全国 高知県 安芸 中央 高幡 幡多

平成24年 2.2 2.5 3.6 1.5 8.8 5.5 平成24年 0.61 0.69 0.69 0.47 1.69 1.63 平成24年 0.25 0.29 0.20 0.21 0.64 0.68 

平成25年 2.1 2.7 - 2.4 3.1 5.7 平成25年 0.57 0.66 - 0.62 1.14 1.00 平成25年 0.24 0.25 0.21 0.24 0.33 0.30 

平成26年 2.1 2.4 12.3 2.0 - 2 平成26年 0.56 0.74 2.15 0.77 - 0.35 平成26年 0.24 0.29 0.64 0.30 - 0.21 

平成27年 1.9 1.6 - 1.5 - 3.7 平成27年 0.54 0.55 - 0.46 1.25 1.12 平成27年 0.23 0.20 - 0.18 0.35 0.32 

平成28年 2.0 1.9 9.2 1.6 - 1.9 平成28年 0.53 0.63 2.37 0.61 - 0.38 平成28年 0.22 0.28 0.69 0.28 - 0.22 

平成29年 1.9 2.1 - 2.6 - - 平成29年 0.51 0.52 - 0.67 - - 平成29年 0.21 0.20 - 0.24 - 0.11 

平成30年 1.1 - 1.4 - - 平成30年 0.5 0.41 - 0.42 0.66 0.39 平成30年 0.21 0.22 - 0.23 0.19 0.24 

(乳児死亡数)H30 5 0 5 0 0 （幼児死亡数）H30 2,393 10 0 8 1 1 （小児死亡数）H30 3,219 17 0 14 1 2

●小児死亡場所 （平成30年人口動態調査）　　※（　）内はH24の数値 ●小児死亡原因  （平成30年人口動態調査）　　※（　）内はH24の数値

病院 診療所 自宅 その他 合計 悪性新生物 白血病 糖尿病 高血圧性疾患 心疾患（高血圧性除く） 脳血管疾患 大動脈瘤及び解離 肺炎 慢性閉塞性肺疾患 喘息 肝疾患 腎不全 不慮の事故 交通事故 自殺 その他疾患 合計

０～４歳 9 (17) 0 (0) 4 (0) 0 (2) 13 (19) ０～４歳 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (1) 0 (0) 0 (0) 10 (17) 10 (19)

５～９歳  1  (2) 0 (0) 0 (0) 0 (0)  1  (2) ５～９歳 1 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (2) 1 (1) 0 (0)  2  (0)  5 (3)

10～14歳  0  (4) 0 (0) 1 (0) 1 (1)  2  (5) 10～14歳 1 (3) 0 (2) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (1) 1 (1) 1 (0)  0  (0)  4 (8)

合計 10 (23) 0 (0) 5 (0) 1 (3) 16 (26) 合計 2 (3) 0 (2) 0 (0) 0 (0) 0 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 (4) 2 (2) 1 (0) 12 (17) 19 (30)

一般小児医療 地域小児医療センター 小児中核病院

一般小児医療 初期小児救急 小児専門医療 入院小児救急 高度小児専門医療 小児救命救急医療
（人／1,000人）

※３年毎の静態調査

相談件数

相談日数

1日当たり相談件数

新生児診療担当医師

－

2

－

1

※災害時小児周産期リエゾン養成研修（厚生労働省）受講者

資格

あき総合病院

幡多けんみん病院

年度

小児患者数

1日当たり患者数

相談支援等

国勢人口（日本人）と毎月の住民基本台帳集計値（高知県市町村振興課）を基に毎年10月１日人口を健康政策部で計算
した推計値。

平成20年
人数 66 32

平成22年

平成24年

平成26年

平成28年

平成30年

新生児
(生後28日未満）

乳幼児
（生後28日から７歳未満）

少年
（７歳から18歳未満）

計
公的

医療機関
その他

医療機関
平日夜間小児
急患センター

休日夜間
急患センター

医療機関名
勤務医／

救急従事者数
平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年

高知大学医学部
附属病院

高知医療センター

国立病院機構
高知病院

高知赤十字病院

ＪＡ高知病院

計

ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
ー
（
病
院
や
医
療
従
事
者
の
充
実
度
）

プ
ロ
セ
ス
（
医
療
や
看
護
の
内
容
）

ア
ウ
ト
カ
ム

（
医
療
の
結
果
）



へき地の医療体制構築に係る現状把握のための指標　　●国の作成指針で示された指標　　■県独自で追加した指標

安芸 中央 高幡 幡多 計

1 15 4 6 26

●へき地医療支援機構の数

安芸 中央 高幡 幡多 計 (1)

2 8 8 10 28

●へき地医療支援機構の専任・併任担当官数

人数

安芸 中央 高幡 幡多 計 1

1 3 4 3 11

●へき地医療に従事する地域枠医師数

人数

安芸 中央 高幡 幡多 計 0

0 19 19 25 63
※19床は休止中

●へき地診療所の実績

（令和２年度　県医療政策課調べ）

回数

1

4 11 11 43 6 6

2 190 190 （R2年度）

5 20 20 20 11 11 回数

6 12 12 77 212 212 161 161 ○ 1

0.5 169 169 19 19 ○

3 5 5

4 11 11 159 ○ （R2年度）

1 7 7 7 21 32 ○ 日数

1 208

5 5 5 5 

2

2

1 （R2年度）

5 71 71 71 業務内容 日数（週）

5 169 169 169 へき地診療所への代診 1～2日

5 67 57 67 22 22 22 1～2日

5 72 36 72 

0.25

3 へき地医療拠点病院での業務 3～4日

2

5 37 48 37 

1

0.5

0.5

5

3.5 39 39 39 

0.25 6 6 6 

0.25 19 19 19 

へき地診療 へき地診療の支援医療 行政機関等の支援

●へき地（無医地区）の数

(R1 無医地区等調査)

●へき地診療所の数 ●へき地医療拠点病院の数

(R3.10県医療政策課調べ) (R3.10 県医療政策援課調べ) （R2年度）

二次保健医療圏 機能を有する医療機関 高知県へき地医療支援機構

安芸（1） 　　あき総合病院

　　高知大学医学部附属病院　　国立病院機構高知病院　

●へき地診療所の医師数（常勤医） 　　高知医療センター　　　　　嶺北中央病院 （R2年度）

(R3.10 県医療政策課調べ) 高幡（1） 　　梼原病院

幡多（2） 　　幡多けんみん病院　　　　　大月病院

計　(8)

■へき地診療所の病床数 ●社会医療法人の数 （R2年度）

(R3.10 県医療政策課調べ) (R3.10 県医療政策課調べ)

(1) 　　社会医療法人仁生会細木病院

●へき地医療拠点病院の実績 ●協議会の開催回数　　　　

（R2年度　県医療政策課調べ） （R2年度）

巡回診療 訪問診療 訪問看護 巡回診療 医師派遣 代診医派遣

馬路村立馬路診療所 あき総合病院 ●協議会におけるへき地の医療従事者確保の検討回数　　　　

馬路村立魚梁瀬診療所 高知大学医学部附属病院

高知市土佐山へき地診療所 国立病院機構高知病院

香美市立大栃診療所 高知医療センター

本山町立汗見川へき地診療所 嶺北中央病院

大川村国民健康保険小松診療所 梼原病院 ■へき地医療支援機構の調整によるへき地への代診医派遣日数　　　　

いの町立国民健康保険長沢診療所 幡多けんみん病院

いの町立国民健康保険大橋出張診療所 大月病院

いの町立国民健康保険越裏門出張診療所

仁淀川町国民健康保険大崎診療所 ●へき地医療拠点病院の中で主要３事業の年間実績が合算で12回以上の医療機関の割合

浦ノ内診療所 R2

梼原町立松原診療所 63%

梼原町立四万川診療所

津野町国民健康保険杉ノ川診療所

津野町国民健康保険姫野々診療所

四万十町国民健康保険大正診療所 R2

四万十町国民健康保険十和診療所 100%

四万十町大道へき地診療所

宿毛市立沖の島へき地診療所

宿毛市立沖の島へき地診療所弘瀬出張所

四万十市国民健康保険西土佐診療所

四万十市国民健康保険大宮出張診療所

四万十市国民健康保険口屋内出張診療所

四万十市奥屋内へき地出張診療所

三原村国民健康保険診療所

黒潮町国民健康保険拳ノ川診療所

黒潮町国民健康保険鈴出張診療所

黒潮町国民健康保険伊与喜出張診療所

中央（4）

へき地診療所の名称
１週間の
開院日数

へき地医療拠点病院の
名称

遠隔医療等
ＩＣＴを活用
した診療支援

実施
回数

延べ
日数

延べ受診
患者数

実施
回数

延べ
日数

延べ患
者数

実施
回数

延べ
日数

延べ患
者数

実施
回数

延べ
日数

延べ受診
患者数

実施
回数

延べ
日数

実施
回数

延べ
日数

■へき地医療支援機構における専任担当官のへき地医療支援
  業務従事日数　

●へき地医療拠点病院の中でへき地医療拠点病院の必須事業の実施回数が年間１回以上の医
療機関の割合

代診医派遣調整、医療計画策定への関与、　　　
へき地医療従事者への研修計画立案、　　　　
へき地医療現場の意見の調整・集約

ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
ー
（
病
院
や
医
療
従
事
者
の
充
実
度
）

プ
ロ
セ
ス
（
医
療
や
看
護
の
内
容
）



安芸医療圏 高幡医療圏 幡多医療圏

安芸 中央東 高知市 中央西 須崎 幡多

H24.11 6 9 17 3 3 7 45 

H26.7 6 8 20 3 2 7 46 

H27.8. 4 7 20 3 1 6 41 

H28.10 5 8 20 4 1 2 40 

H29.9 5 8 18 3 1 3 38 

H30.12 5 8 19 3 1 3 39 

R1.6 5 8 19 3 1 3 39 

R2.9 4 8 18 4 1 3 38 

R3.9 4 10 18 3 1 4 40 

H24.11 40 76 71 19 0 19 225 

H26.7 28 76 109 19 0 19 251 

H27.8 9 57 76 19 0 13 174 

H28.10 9 57 90 38 0 0 194 

H29.9 9 57 109 38 0 0 213 

H30.12 9 57 90 38 0 0 194 

R1.6 9 57 90 38 0 0 194 

R2.9 6 76 52 38 0 0 172 

R3.9 6 76 52 38 0 0 172 

H24.11 1 1 3 0 1 1 7 

H26.7 1 1 9 0 2 1 14 

H27.8 1 1 8 1 2 2 15 

H28.10 1 1 9 1 2 2 16 

H29.9 1 1 9 1 2 2 16 

H30.12 1 2 10 1 2 2 18 

R1.6 1 2 9 1 2 2 17 

R2.9 1 2 11 0 3 2 19 

R3.9 1 2 11 0 3 2 19 

H24.11 84 99 373 0 172 25 753 

H26.7 84 99 820 0 332 25 1,360 

H27.8 84 99 638 58 332 109 1,320 

H28.10 84 99 933 58 332 149 1,655 

H29.9 84 99 909 58 332 149 1,631 

H30.12 84 187 979 58 332 149 1,789 

R1.6 84 187 799 58 332 149 1,609 

R2.9 84 187 858 0 459 106 1,694 

R3.9 84 187 858 0 459 106 1,694 

H24 52 

H28 4 5 19 2 2 2 34 

H24 14 

H28 3 8 23 2 3 4 43 

●訪問歯科診療が可能な歯科医院 H24 15 26 81 17 12 28 179 

H30.12 19 44 164 24 20 35 306 

R1.6 19 43 142 25 18 32 279 

R2.8 20 39 145 23 18 33 278 

R3.10 20 38 142 22 18 33 273 

H24.11 1 6 32 1 0 4 44 

H27.8.1 1 6 33 2 0 4 46 

H28.10 1 11 36 2 0 5 55 

H29.9 1 11 32 2 0 6 52 

H30.12 0 11 37 2 0 7 57 

R1.6 0 10 33 2 0 6 51 

R2.8 0 8 22 1 0 4 35 

R3.10 0 8 22 1 0 5 36 

H22 60 

H23 59 

H24 62 

H25 62 

H26 62 

H27 65 

H28 68 

H29 69 

H30 69 

Ｒ１ 73 

H24.11 3 5 22 4 2 8 44 

H26.2 3 5 24 3 3 8 46 

H27.8 3 7 28 4 3 9 54 

H28.10 4 8 31 5 3 9 60 

H29.7 4 8 33 5 2 9 61 

H30.12 5 9 34 4 3 10 65 

R1.7 6 10 33 4 2 9 64 

R2.8 7 11 36 6 2 9 71 

R3.10 8 11 41 6 2 9 77 

H22.10 4.4人

H24.10 4.5人

H25.10 5.0人

H26.10 5.3人

H27.10 5.7人

H28.10 5.0人

H29.10 5.9人

H30.10 5.6人

Ｒ１.10 6.5人

H21 3 13 57 12 5 22 112 
介護サービス施設・事業所調
査（H21特別調査）

H28 10 13 130 21 10 35 219 H28従事者届

H30 3 12 85 22 6 22 150 H30従事者届

H24.1 24 35 123 37 24 32 275 

H26.7 30 42 145 41 26 25 319 

H27.8 30 43 145 41 27 34 320 

H28.9 29 48 149 40 27 35 328 

H29.9 24 43 152 45 26 38 328 

H30.9 29 46 144 37 28 39 323 

R1.7 24 44 151 41 28 37 325 

R2.10 22 45 157 40 25 40 329 

R3.10 27 50 156 38 26 39 336 

在宅医療の医療体制構築に係る現状把握のための指標

　　　　　　　　　　　●国の作成指針で示された指標　　　■県独自で追加した指標

中央医療圏
退院支援 計等 出典等

●在宅療養支援診療所で在宅医療に携わ
る医師数

高知県在宅医療実態調査
(H24,H28）●在宅療養支援病院で在宅医療に携わる

医師数

（訪問歯科診療を実施するため施設基準の
届出を行っている歯科診療所数）

診療報酬施設基準

●24時間体制をとっている訪問看護ステー
ションの従事者数

ストラクチャー指標

●在宅療養支援診療所数

診療報酬施設基準

●在宅療養支援診療所（病床数）

●在宅療養支援病院数

●在宅療養支援病院（病床数）

■在宅療養支援歯科診療所数 診療報酬施設基準

●訪問看護事業所数 介護給付費実態調査報告

■訪問看護ステーション数
高知県介護保険サービス提
供事業者一覧/診療報酬施設
基準

●訪問看護ステーションの従事者数(常勤
換算）

介護サービス施設・事業所調
査

●麻薬小売業の免許を取得している薬局
数

薬務衛生課



在宅医療の医療体制構築に係る現状把握のための指標

　　　　　　　　　　　●国の作成指針で示された指標　　　■県独自で追加した指標

H24.3 21 43 148 40 24 32 308 

H26.7 30 46 155 42 26 36 335 

H27.8.1 29 45 157 43 27 36 337 

H28.10.1 29 49 162 41 28 36 345 

H29.8 28 50 161 41 28 38 346 

H30.11.2 28 51 158 39 27 37 340 

R1.7 28 51 162 38 27 37 343 

R2.10 27 52 162 38 26 37 342

R3.10 27 54 170 40 26 37 354 

H28.7 5 9 64 11 2 4 95 

H30.10 9 27 66 20 6 11 139 

R1.8 10 28 22 8 14 104 186 

H22 50 

H23 50 

H24 53 

H25 49 

H26 62 

H27 47 

H28 43 

H29 50 

H30 50 

●管理栄養士による訪問栄養指導を提供して
いる事業者数

H24.8 29 
国民健康保険団体連合会
(H24.8）

H23 0 0 1 22 

H26 0 0 4 29 

H29 0 1 3 28 

H24.11 3 5 29 7 3 4 51 

H26.7 2 5 28 6 3 4 48 

H27.8 2 4 30 6 2 4 48 

H28.9 3 4 31 6 3 4 51 

H29.9 3 5 31 6 3 3 51 

H30.12 3 5 34 7 2 7 58 

R1.6 3 5 34 7 1 7 57 

R2.10 3 6 34 7 1 6 57 

R3.9 3 6 33 7 1 7 57 

H20 56.0 53.3 50.1 55.4 

H23 87.9 54.9 62.9 54.7 

H26 31.9 57.7 57.2 51.8 

H29 44.6 48.8 42.1 57.2 

H22 101 214 495 100 125 178
1,213
(1,052)

H23 84 230 464 104 118 176
1,176
(997)

H24 81 230 519 112 153 172
1,267
(1,073)

H25 104 259 515 133 175 187
1,373

(1,113）

H26 95 247 513 157 149 176
1,337
(1,058)

H27 129 185 578 175 184 184
1,435
(1,111)

H28 97 229 599 140 155 202
1,422

（1,053）

H29 103 229 651 146 156 197
1,482

（1,133）

H30 135 248 645 157 152 193
1,530

（1,138）

R1 139 290 580 176 157 173
1,506

（1,122）

R2 146 271 688 152 168 199
1,624

（1,221）

安芸医療圏 高幡医療圏 幡多医療圏

安芸 中央東 高知市 中央西 須崎 幡多

H21 8 26 37 16 16 23 126 

H25 125 

H26 127 

H27 133 

H28 127 

H29 137 

H30 140 

Ｒ１ 156 

●機能強化型の訪問看護ステーション数 R2.8 0 0 4 1 0 0 5 診療報酬施設基準

●訪問口腔衛生指導を実施している診療
所・病院数

H30 0 7 37 3 0 3 50 厚労省提供データ

H22.10～
H23.3

1,926 1,815 2,926 18,784 
厚生労働省提供資料（H22.10
～H23.3)

H30 297 613 1,480 403 297 405 3,495 国保データベース（月平均）

H22 7,000 

H23 8,000 

H24 8,000 

H25 8,000 

H26 8,000 

H27 7,600 

H28 8,000 

H29 8,000 

H30 8,000 

Ｒ１ 8,000 

H22 1,000 

H23 1,000 

H24 1,000 

H25 1,000 

H26 1,000 

H27 1,200 

H28 1,000 

H29 2,000 

H30 1,000 

Ｒ１ 2,000 

21

25

24

56.4 

52.1 

51.7 

60.1 

中央医療圏

12,117 

■訪問薬剤管理指導が可能な薬局数 高知県薬剤師会調査

●歯科衛生士による居宅管理指導を提供して
いる事業者数

医療施設（静態・動態）調査

プロセス指標 ●退院患者平均在院日数 患者調査

日常の療養支援 計等 出典等

●訪問診療を受けた患者数

●訪問薬剤指導を実施する薬局数 診療報酬施設基準

●訪問リハビリテーション事業者数 介護給付費実態調査報告

●退院支援担当者を配置している病院・診
療所数

診療報酬施設基準（入退院支
援加算）

アウトカム指標
●在宅死亡者数
＜自宅及び老人ホームでの死亡数。（）内
は自宅での死亡数。＞

人口動態調査

ストラクチャー指標

●短期入所サービス事業者数
介護サービス施設・事業所調
査

●訪問リハビリテーション利用者数 介護保険事業状況報告

●介護予防訪問リハビリテーション利用者
数

介護保険事業状況報告



在宅医療の医療体制構築に係る現状把握のための指標

　　　　　　　　　　　●国の作成指針で示された指標　　　■県独自で追加した指標

H21 142 284 641 216 242 209 1,734 

H25 1,973 

H26 2,095 

H27 2,014 

H28 1,988 

H29 2,058 

H30 2,289 

Ｒ１ 2,284 

●歯科衛生士を帯同した訪問歯科診療を
受けた患者数

H30 541 1,824 11,078 769 150 2,209 16,571 厚労省提供データ

●訪問口腔衛生指導を受けた患者数 H30 88 691 5,232 507 0 1,131 7,649 厚労省提供データ

H23 942 
訪問看護療養費調査(H23特
別集計）

H30 62 175 562 123 84 130 1,136 国保データベース

H22 12,000 

H23 13,000 

H24 14,000 

H25 15,000 

H26 16,000 

H27 16,300 

H28 17,000 

H29 19,000 

H30 22,000 

Ｒ１ 24,000 

●小児(乳幼児、乳児）の訪問看護利用者
数

H23 14 
訪問看護療養費調査(H23特
別集計）

H25.1 2 2 14 3 0 5 26 

H26.6 3 2 16 3 1 6 31 

H27.8 3 2 16 4 1 6 32 

H28.10 3 3 16 5 1 6 34 

H29.9 3 5 16 4 1 5 34 

R1.8 3 4 18 4 2 5 36 

R2.9 3 4 18 6 2 5 38 

R3.9 3 4 19 6 2 5 39 

アウトカム指標 ●在宅死亡者数(再掲）

安芸医療圏 高幡医療圏 幡多医療圏

安芸 中央東 高知市 中央西 須崎 幡多

●在宅療養支援診療所数（再掲）

●在宅療養支援診療所（病床数）（再掲）

●在宅療養支援病院数（再掲）

●在宅療養支援病院（病床数）（再掲）

●機能強化型の訪問看護ステーション数 R2.8 0 0 4 1 0 0 5 診療報酬施設基準

H22.10～
H23.3

301 382 391 3,628 
厚生労働省提供資料（H22.10
～H23.3）

H30 55 103 197 59 73 42 529 国保データベース（月平均）

アウトカム指標 ●在宅死亡者数(再掲）

安芸医療圏 高幡医療圏 幡多医療圏

安芸 中央東 高知市 中央西 須崎 幡多

H20 1 2 0 1 2 2 8 

H23 1 0 0 9 

H26 2 2 3 18 

H29 1 2 1 12 

H20 0 0 3 0 0 2 5 

H23 0 0 1 2 

H26 0 0 1 2 

H29 1 0 2 8 

H21 2 4 12 4 2 7 31 
介護サービス施設・事業所調
査(H21特別調査）

H29 4 6 24 5 1 7 47 
高知県訪問看護ステーション
連絡協議会調べ

●機能強化型の訪問看護ステーション数 R2.8 0 0 4 1 0 0 5 診療報酬施設基準

H22 0 2 4 0 4 7 17 

H25 1 3 5 0 6 5 20 

H27 0 4 7 0 7 6 24 

H28 1 4 6 0 7 9 27 

H29 2 5 7 0 6 9 29 

H30 0 3 6 3 6 4 22 

R1 0 5 8 2 4 6 25 

R2 0 4 8 2 5 5 24 

H22 0 1 1 2 2 3 9 

H25 0 2 1 1 1 3 8 

H27 0 2 1 1 1 3 8 

H28 1 4 2 1 1 2 11 

H29 1 4 3 1 1 3 13 

H30 1 2 5 1 1 1 11 

R1 1 5 5 2 1 2 16 

R2 1 5 5 2 1 2 16 

H22 4 13 13 7 6 7 50 

H25 3 11 15 5 5 13 52 

H28 3 9 16 8 7 12 55 

H29 7 10 16 7 7 12 54 

H30 1 9 22 5 7 10 54 

R1 1 9 23 7 5 10 55 

R2 1 9 20 6 4 6 46 

プロセス指標

アウトカム指標 ●在宅死亡者数(再掲）

　　退院支援に同じ

中央医療圏

2554

　　退院支援に同じ

中央医療圏

8

11

8

1

1

5

　　退院支援に同じ

●訪問看護利用者数(医療保険）

急変時の対応 計等 出典等

ストラクチャー指標
　　退院支援に同じ

プロセス指標 ●往診を受けた患者数

看取り 計等 出典等

●在宅看取りを実施している診療所

●在宅看取りを実施している病院数

●ターミナルケアに対応する訪問看護ス
テーション数

プロセス指標

●短期入所サービス利用者数
介護サービス施設・事業所調
査

●訪問看護件数(介護保険） 介護給付費実態調査報告

■小規模多機能型居宅介護事業所数(市
町村別）

高知県介護保険サービス提
供事業者一覧

ストラクチャー指標

医療施設調査(3年ごと）

●看取りに対応する介護施設(介護老人福
祉施設）

高知県介護サービス情報シス
テム●看取りに対応する介護施設(介護老人保

健施設）

●看取りに対応する介護施設(認知症対応
型共同生活介護事業所）



　災害時の医療体制構築に係る現状把握のための指標 ●国の作成指針で示された指標　　　■県独自で追加した指標

●医療活動相互応援態勢に関わる応援協定等を締結している都道府県数
H29:68%(89/130)→H30:72%(91/126)→R元:73%(89/122)→R2:72%(88/122)→R3:73%(89/122) ８県（中国・四国地方の災害等発生時の広域支援に関する協定）

（※R3.4時点）

ＤＭＡＴ　H29:41チーム(218名)→H30:45チーム(245名)
→R元:46チーム(274名)→R2:44チーム(255名)→R3:41チーム(253名)

（※R3.10時点）
ＤＰＡＴ　高知DPAT隊員養成研修受講者数　
H29:47名→H30:60名→R1:0名(中止)→R2:32名→R3:R4.2月研修予定
災害時は上記の研修受講者からチームを編成する

■高知ＤＭＡＴ研修（ローカルＤＭＡＴ養成研修）の受講者数
●災害拠点病院以外の病院における業務継続計画の策定率 H29:56名→H30:29名→R元:56名→R2:0名(中止)→R3:R4.2月予定
H29:33%(39/118)→H30:39%(44/114)→R元:44%(50/113) ●災害医療コーディネーター任命者数
→R2:55%(61/110)→R3:53%(58/110) （※R3.4時点） 23名(本部：４名　支部：６支部19名) （R3.10現在)

●災害時周産期リエゾン任命者数
●複数の災害時の通信手段の確保 R元:9名→R2:12名→R3:12名 （※R3.10時点）
H29:100%(12/12)→H30:100%(12/12)→R元:100%(12/12)→R2:100%(12/12)
→R3:100%(12/12) （※R3.4時点） →R2:100%(110/110)→R3:100%(110/110) （※R3.4時点）

H29:75%(9/12)→H30:75%(9/12)→H31:75%(9/12)→R2:75%(9/12)→R3:75%(9/12)

（※R3.4時点）

H29:97%(126/130)→H30:100%(126/126)→R元:95%(119/125)→R2:89%(109/122)→R3:88%(107/121)
※R3は10月12日に実施した第１回EMIS入力訓練の入力率

H29:1回→H30:2回→R元:2回→R2:2回→R3:2回予定
（高知県災害対策本部震災対策訓練及び保健医療調整本部震災対策訓練）

H29:1回→H30:２回→R元:2回→R2:0回→R3:1回

H29:1回→H30:2回→R元:2回→R2:2回→R3:2回予定
（高知県災害対策本部震災対策訓練及び保健医療調整本部震災対策訓練）

H29：92%(11/12)→H30:100%(12/12)→R元:100%(12/12)→R2:100%(12/12) R元:6回→R2:0回(中止)→R3:5回(実施予定含む)
→R3:75%(9/12) （※R3.4時点(R3.6調査)） ※高知DMAT研修、MCLS研修、エマルゴ研修　

　高知DMATロジスティック技能向上研修

H29:5回→H30:5回→R元:6回→R2:0回(中止)→R3:5回（実施予定含む）
※高知DMAT研修、MCLS研修、エマルゴ研修　 　　　（県の大学・医学部支援プロジェクトで実施）
　高知DMATロジスティック技能向上研修 R元:3回→R2:1回→R3:2回（R3.11、12月実施予定）

災害時に拠点となる病院 災害時に拠点となる病院以外の病院 都道府県

●病院の耐震化率

●広域災害・救急医療情報システム（ＥＭＩＳ）への登録率
H29:100%(118/118)→H30:100%(114/114)→R元:100%(112/112)

●多数傷病者に対応可能なスペースを有する災害拠点病院の割合

●ＥＭＩＳの操作を含む研修・訓練を実施している病院の割合

　　　　　　　　　　　　　　●災害時の医療チーム等の受入を想定し、都道府県災害対策本部、都道府県医療本部で関係機関（消防、警察等、保健所、市町村等）、公共輸送機関等との連携の確認を行う災害訓練の実施回数

　　　　　　　　　　　　　　●災害時の医療チーム等の受入を想定し、関係機関・団体等と連携の上、保健所管轄区や市町村単位等で地域災害医療対策会議のコーディネート機能の確認を行う災害訓練の実施回数

　　　　　　　　　　　　　　●広域医療搬送を想定し、都道府県災害対策本部、都道府県医療本部で関係機関（消防、警察等）、公共輸送機関等との連携の確認を行う災害訓練の実施箇所数及び回数

●被災した状況を想定した災害実動訓練を実施した病院の割合　 ●都道府県による災害関係医療従事者を対象とした研修の実施回数

●基幹災害拠点病院における県下の災害関係医療従事者を対象とした研修の実施回数
●都道府県による地域住民に対する災害医療教育の実施回数

●ＤＭＡＴ、ＤＰＡＴ等の緊急医療チーム数及びチームを構成する医療従事者数ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
ー
（
病
院
や
医
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者
の
充
実
度
）
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ロ
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ス
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）


